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３章 複線型復興まちづくりのためのシミュレーションによる空間イメージの 


    視覚化と計画の実現 


 


 


3-1 研究の目的と方法 


 


 本章では、宮城県気仙沼市内湾地区のまちづくり協議会における地域住民と行政による


計画策定のための協議で実施した空間のイメージの視覚化のためのシミュレーションの


内容と、実現した計画を示し、小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備による複線型復興ま


ちづくりを進める上で、そのシミュレーション手法の有効性を示すことを目的とする。 


 なお、三宅諭ら(1997)は、景観シミュレーションを「多様な構成物によって構成される


環境を可視化し、景観を予測・評価する方法」とし、ワークショップに CCD カメラによる


模型映像による景観シミュレーションを用いた視覚的な合意形成を図るための手法を開


発している。本研究では、上記の景観シミュレーションを「シミュレーション」とし、そ


れに関連する既往研究に基づいた方法を用いてシミュレーションを実施し、復興まちづく


りの実践的研究を行った結果と、実現した計画を示す。 
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3-2 地区のまちづくりの目標空間イメージのシミュレーション 


 


 公共施設の整備を先行することによる問題の発生を未然に防ぐために、地域住民が再建


する建物の計画に、行政が整備する公共施設の計画を含めた目標像をあらかじめ地域住民


と行政とが合意形成を図った上で、復興事業に着手する必要がある。復興まちづくりにお


いて、復旧または新設する公共施設や建物について、地域住民による提案をもとに、目標


像の合意形成を図り、地区のまちづくり計画にまとめる必要がある。 


 本節では、シミュレーションにより、地区の復興まちづくりの目標像の空間イメージを


視覚化し、地域住民と行政とで確認しながら、その目標像を共有するための方法を検討す


る。 
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3-2-1 スケールの異なる模型を使った空間イメージの視覚化 


 


(1)1/500地区全体の地形模型（写真 3-2-1） 


 1章「1-3-1 協議会での防潮堤に対する基本的な考え方の共有」の局面を終え、次に地


区全体の復興まちづくりの目標像を検討する必要があった。2013年7月の協議会において、


地域住民が、復旧または新設する公共施設や建物再建の提案を検討するために、地区全体


の 1/500 スケールの地形模型を用いたワークショップを開催した。その結果、生活利便施


設の配置、観光客の散策ルート、商店街の再生などの地区全体のまちづくりについての議


論がなされた。また、地域住民が地区全体の土地の高低差を把握できたため、防潮堤の高


さだけでなく、土地の嵩上げ、高台への避難路、災害危険区域についての議論に展開した。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


(2)1/200 ウォーターフロントの全体模型（写真 3-2-2, 写真 3-2-3） 


 1章「1-3-2 宮城県による特殊計画堤防高さの採用」の局面において、内湾地区の岸壁


で計画されていた防潮堤や、周辺の道路整備などの計画などを確認した上で、詳細な目標


像を検討する必要があった。2013 年 10 月の協議会において、1/200 スケールのウォーター


フロントに範囲を限定した模型を使ったワークショップを開催し、CCD カメラ（写真 3-2-3）


を用いて、アイレベルの景観シミュレーションを行った。その結果、地域住民によって、


「堤外地に芝生の斜面や野外劇場の観客席を整備し、フェリーの桟橋を水辺のステージ代


わりにライブイベント会場に利用する」「防潮堤の上を海の見える散策路としての歩行者


デッキを整備する」「堤内側に海の見えるスローフードレストランや健康系施設をつくる」


写真 3-2-1 1/500の地区全体の地形模型を使用したワークショップ(2013 年 7 月) 
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など、防潮堤を挟んだ堤外地と堤内地を一体的に利用し、ウォーターフロントを内湾地区


の観光・商業の拠点として再生するための方法の提案がなされた。 


 


  


写真 3-2-3  CCDカメラによるシミュレーション(2013 年 10 月) 


 


写真 3-2-2 1/200の内湾ウォーターフロントの模型を 


        使用したワークショップ(2013 年 10月) 
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(3)1/100 魚町の防潮堤とまちなみ模型（写真 3-2-4） 


 1章「1-3-4 嵩上げによる海への眺望の確保」の局面において、魚町の目標像の合意形


成を図るために、2014 年 3 月に 1/100 スケールのまちなみ模型を使った検討を行った。海


ぎわに建物の再建を検討している地域住民に個別にヒアリングを行い、模型を用いて、岸


壁と防潮堤と宅地の高さ関係を確認した上で、再建予定の建物の空間イメージを模型によ


って視覚化し、まちなみをシミュレーションした。 


 その結果、防潮堤が整備されても、宅地や道路の嵩上げによって高さ関係を調整するこ


とによって、海とまちの連続性を担保できることを確認できた。そして、地域住民と行政


とで、防潮堤を含めた目標像の合意形成が図られ、地域住民の建物の再建の検討が進んだ。 


 


 


 


 


 


 


  


写真 3-2-4 1/100魚町の防潮堤と街並み模型(2014 年 3 月) 
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(4)1/200 南町海岸の防潮堤とまちなみの模型（写真 3-2-5） 


 1章「1-3-5 防潮堤の海側とまち側の連続性の確保」の局面において、防潮堤のまち側


に隣接する敷地の建物の再建や、防潮堤とその海側に隣接して整備される南町海岸公園な


どの都市基盤整備を含めた目標像の合意形成を図る必要があった。2014年 8 月の協議会に


おいて、地域住民による提案が盛り込まれた南町海岸エリアの 1/200 スケールの模型を使


ったワークショップを開催した。 


 その結果、行政と地域住民とで、南町海岸公園の斜面緑地と、防潮堤の隣接敷地に再建


する建物が一体となった目標像の合意形成が図られた。そして、地域住民による南町海岸


商業施設の小規模まちづくり事業の事業検討が始まった。 


 


 


 


 


 


  


写真 3-2-5 1/200の南町海岸の構想模型(2014年 8月) 


 







 


 


 - 137 - 


3-2-2 シミュレーションによって合意された地区レベルの目標像 


 


 復興まちづくりの課題を解決するための復興まちづくり計画について、その空間イメー


ジを視覚化するために、スケールの異なる模型の中から適宜選択し、目標像の検討を進め


た。地区レベルの復興まちづくりの計画として、2 次元の配置図にまとめたものが図 3-2-1


である。シミュレーションを用いて、復興まちづくり計画を図 3-2-2 のように具体的な空


間イメージとして表し、これを地域住民と行政とで、復興まちづくりの地区レベルの目標


像として共有することができた。 


 


 


3-2-3 小結 


 


 本節では、地区の復興まちづくりの目標空間イメージを視覚化するためのシミュレーシ


ョン手法として、以下の 2つが有効であることを明らかにした。  


 第一に、異なるスケールの模型を適宜選択する方法により、地域住民と行政とが、街区


や通りに限定した問題から、地区全体に影響する問題まで、多様な課題を解決するのため


の方策が検討され、それをとりまとめた地区の復興まちづくり計画が策定されたことが認


められた。 


 第二に、地区内の各エリアで模型を作成する方法により、地区ごとの特性を活かした復


興まちづくり計画が、地域住民と行政とで共有されたことが認められた。 
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図 3-2-1 協議会で合意した地区の地区レベルの復興まちづくり計画 
2015 年 3 月内湾地区まちづくり協議会 提言書 ver.4 より引用 
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図 3-2-2 シミュレーションによる空間イメージが表現された復興まちづくりの目標像 
2017 年 4 月気仙沼地域開発株式会社 気仙沼内湾地区商業施設計画資料より引用 
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3-3 小規模まちづくり事業の空間イメージのシミュレーション 


 


 小規模まちづくり事業の合意形成を図るために、シミュレーションによって空間イメー


ジを視覚化し、事業を実現することによって得られる効果を地域住民や事業関係者が共有


するための方法を検討した。 


 


3-3-1 建て替えデザインゲームによる小規模まちづくり事業のシミュレーション 


 


 魚町、南町、八日町の 3 町で構成される内湾地区では、多くの建物が浸水し、住まいを


失った被災者は仮設住宅への入居を余儀なくされた。各地区では、被災者のための災害公


営住宅を早急に建設することが求められ、2012 年 10 月には、被災者のために内湾地区全


体で 200 戸の災害公営住宅を建設することが気仙沼市から示されたが、用地の確保が難し


い状況であった。一方で、土地区画整理事業による嵩上げ造成の完成を待っていては、建


物の再建が遅れてしまうことが懸念されていた。 


 特に、八日町には、まとまった公有地が無く、気仙沼市は計画用地を用意することがで


きなかった。また、地域の課題として、市内で最も高齢者率が高いことと、地域住民の活


動の拠点が無いことがあげられた。 


 八日町まちづくりの会では、2012 年に、八日町地区全体の 1/200 模型を使ったワークシ


ョップなどを開催し、地域住民が八日町地区の「復興まちづくり提言」をまとめ、その中


で、地域住民の協働の組織が小規模なまちづくり事業による「地区の活動拠点となる復興


住宅」を計画することを提案した。 


 この提言書を 2013 年 1 月に気仙沼市長に提案したことがきっかけとなり、地域住民の


有志による八日町地区共同住宅建設組合が設立された。建設組合のメンバーが、模型を使


った建て替えデザインゲームにより、復興住宅の計画案を検討した(写真 3-3-1)。当初は、


用地が確保できていなかったため、空き地を集約した複数の候補地で、複数の復興住宅の


計画案を検討し、これを地域住民に説明することによって、地区内の地権者の用地提供の


協力を得ることができた(写真 3-3-2)。 


  復興住宅の事業計画と設計は筆者が行い、地元の建設会社によって建設され、2016 年 7


月に竣工した。1 階には、まちづくり会社が所有し、地元の社会福祉法人が運営する高齢


者の暮らしを支えるカフェと、地域住民が運営するコミュニティセンターを配置した。11


戸の住戸は、完成後に気仙沼市が災害公営住宅として買い取り、その管理をまちづくり会


社に委託している。  
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 写真 3-3-1 八日町地区での建て替えデザインゲーム(2013年 7月) 


 


写真 3-3-2 八日町地区での模型を使った将来像の提案の説明(2013年 8月) 
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図 3-3-1 完成した八日町地区の小規模まちづくり事業の概要(2018 年 7月竣工) 


 


■建物名称    八日町 236  


■事業名         気仙沼市八日町二丁目地区まちなか復興住宅事業 


■所在地     気仙沼市八日町 2 丁目 3 番 6 号  


■主要用途    災害公営住宅(11 戸)、 


                八日町地区コミュニティセンター、 


                  八日町ブランチ（店舗） 


■事業主体等    八日町地区共同住宅建設準備組合  


■事業企画・事業統括 


         住まい・まちづくりデザインワークス 


                 （阿部俊彦、岡田昭人） 


■設計・監理    住まい・まちづくりデザインワークス 


                （阿部俊彦、津久井誠人、吉川晃司）  


構造：TECTONICA （鈴木芳典、五十嵐日奈子）  


電気：飯豊設備設計 （笠原数浩）  


設備：大地設備設計 （田中紳義） 


■施工者     みちのく建設工業 


         電気：石川電気商会 


         設備：澤井製作所  


■事業協力者    ぼんぼり光環境計画、ソイルシステム 


                 大和不動産鑑定、八州、桜井司法書士事務所 


■建築概要    地域地区  商業地域、準防火地域  


         敷地面積  472.82 ㎡ 


建築面積  278.95 ㎡ 


延床面積  986.24 ㎡ 


構造・規模  鉄筋コンクリート造、地上 4 階   


高さ 13.63ｍ 


設計期間   平成 26 年 9 月〜平成 27 年 3 月 


工事期間   平成 27 年７月〜平成 28 年 7 月 
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図 3-3-2 １階の高齢者の暮らしを支えるカフェとコミュニティセンター 


 


    


 


 


 


 


 


 


 


 写真 3-3-3  イベント時の活用の様子①     写真 3-3-4 イベント時の活用の様子②  







 


 


 - 144 - 


3-3-2 ウォーターフロントの小規模まちづくり事業の提案 


 


 気仙沼市は 2011 年 12 月に「内湾地区魚町・南町まちづくりコンペ」を開催した。筆者


は、防潮堤の位置をセットバックさせて、地域住民が希望する海への眺望の阻害要因とな


らない位置に防潮堤を計画し、地区の景観を再生する方法を提案した。行政の公共施設の


整備を先行させるのではなく、行政による防潮堤計画と、地域住民による小規模まちづく


り事業による建物再建との連携によって、復興まちづくりを推進できることが特徴として


あげられる。 


 その具体的な建物の小規模まちづくり事業タイプとして、1)一地権者が単独で再建でき


る「個別再建タイプ」、2)1 階と人工地盤を共同事業で再建し、2 階の建物は個別で再建で


きる「人工地盤タイプ」、3)建物全体を共同事業で再建する「共同再建タイプ」、の 3 つ


を提案した。いずれも、震災前からの気仙沼の海との関係に留意して、1 階と防潮堤の海


側に店舗や水産業関連事業、2 階や防潮堤よりも山側に住宅を再建するために必要な用途


構成とした。 


 提案した事業タイプの空間イメージは、実際の建物設計を行う前の抽象化されたものに


とどまっている。しかし、被災した地域住民が、それぞれの建物の再建の希望に応じ 


   


図 3-3-3 防潮堤と建築が一体となったまちなみのイメージ 
阿部俊彦＋早稲田大学都市・地域研究所 (2012a) より 
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させることで、海とまちが一体となった景観が形成されることを模型によるシミュレーシ


ョンで確認することができた。そして、防潮堤と一体となった人工地盤タイプの小規模ま


ちづくり事業によって共同再建した建物が、ウォーターフロントで 2 件実現した。 


 


 


   


図 3-3-4 3つの小規模まちづくり事業の事業タイプと空間イメージの提案 
阿部俊彦＋早稲田大学都市・地域研究所 (2012a) より 
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3-3-3 ウォーターフロントの小規模まちづくり事業のシミュレーション 


 


 協議会の提言書において、ウォーターフロントの賑わいづくりのために、防潮堤の隣接


地に海の見えるスローフードレストランや観光施設をつくり、防潮堤の上を海の見える散


策路としての歩行者デッキを整備することで、ウォーターフロントを内湾地区の賑わいの


核として再生するアイデアが提案された。 


 その提案を受けて、2014 年 4 月から、ウォーターフロントの施設を検討するための小規


模まちづくり事業の事業検討会がスタートした。防潮堤・公園・道路・公共施設などを一


体的にデザインするために、事業検討会では、1/200 の詳細模型を作成し、空間イメージ


を視覚化するためのシミュレーションを行った。また、模型は修正に時間を要するため、


あらかじめ CG を作成して、事業検討会の参加者の意見を踏まえて、空間イメージを修正


しながら検討を進め、地域住民と行政とで合意形成が図られた。 


 2018 年の夏に商業施設がオープンし、冬には公共施設がオープンする予定である。 


 


 


 


図 3-3-4 1/200詳細模型と CGによるウォーターフロントの小規模まちづくり事業の 


         シミュレーション 
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図 3-3-5 ウォーターフロントの小規模まちづくり事業の概要 


■建物名称    内湾ムカエル 


■事業名         気仙沼市南町海岸地区スローシティ観光商業施設整備事業 


■所在地     気仙沼市八日町 2 丁目 3 番 6 号  


■主要用途    トラベラーズカフェ、スローフードレストラン、 


                スローフードカフェ、ウェディングレストラン 


■事業主体等   気仙沼地域開発株式会社 


■事業企画・事業統括 


         住まい・まちづくりデザインワークス 


                 （阿部俊彦、岡田昭人） 


                  デキタ（時岡壮太） 


■設計・監理   住まい・まちづくりデザインワークス 


                  （阿部俊彦、津久井誠人）  


                  デキタ（小野寺宗貴、時岡壮太） 


■施工者     みちのく建設工業 


         電気：石川電気商会、設備：澤井製作所  


■事業協力者     オンサイト計画設計事務所（ランドスケープ）、 


                  ぼんぼり光環境計画（照明計画） 


■建築概要    地域地区  商業地域、準防火地域  


         敷地面積  1176.05 ㎡ 


建築面積  743.50 ㎡ 


延床面積 1169.28 ㎡ 


構造・規模  S 造、地上３階 


設計期間   平成 28 年 4 月〜平成 29 年 3 月 


工事期間   平成 29 年 4 月〜平成 30 年 10 月 
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3-3-4 小結 


 


 本節では、小規模まちづくり事業の空間イメージを視覚化するためのシミュレーション


手法として、以下の 4つが有効であることを明らかにした。 


 第一に、建て替えデザインゲームを用いることにより、災害公営住宅を併設した店舗及


び住宅の共同再建や、公有地を活用した観光・商業の拠点施設などの小規模まちづくり事


業の計画の空間イメージを行政と地域住民とで共有された。さらに、その用地の確保・事


業主体となる組織の組成・行政による支援などが行われ、上述の小規模まちづくり事業が


実現したことが認められた。 


 第二に、模型を用いた説明会やワークショップにより、地域住民が、小規模まちづくり


事業によって実現できる個々の生活や地域コミュニティの活動を想像し、小規模まちづく


り事業の完成後のコミュニティスペースの活用や維持管理について検討されたことが認


められた。 


 第三に、複数の小規模まちづくり事業の空間イメージのパターンがシミュレーションさ


れたことにより、地域住民の建物再建の方法の選択肢が広がり、地域住民が希望する建物


再建の方法が選択され、計画が実現したことが認められた。 


 第四に、それぞれの小規模まちづくり事業の検討会での設計および計画の最終段階で、


1/200詳細模型と CGによるシミュレーションを実施することにより、空間イメージが共有


され、小規模まちづくり事業の計画の合意形成が図られ、計画が実現したことが認められ


た。 
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3-4 小規模多主体事業連鎖の空間イメージのシミュレーション 


 


 地域住民や行政などの事業の関係者が、シミュレーションを用いて、小規模多主体事業


連鎖による地区全体の空間イメージを確認するための方法を検討した。 


 


3-4-1 CCDカメラによる模型映像を用いた空間イメージのシミュレーション  


 


 協議会での復興まちづくり計画の検討には様々な図面が用いられたが、図面表現だけで


は、地域住民が計画内容を十分に理解することができない場合があった。そこで、計画案


の模型を作成し、その映像を CCD カメラで撮影した動画を協議会の検討の場で用いた。 


 地域住民にとって、図面では難解だった計画内容が模型映像により理解され、計画が実


現した際の生活イメージを地域住民が想像することができた。 


 図 3-4-1 の模型映像は、小規模まちづくり事業が連鎖的に展開し、それに合わせて防潮


堤の計画やデザインが調整されたウォーターフロントの空間イメージを表したものであ


る。この模型映像を協議会の地域住民に示したことによって、小規模多主体事業連鎖によ


る建物再建に合わせて、防潮堤などの都市基盤整備の調整することで、防潮堤による海へ


の眺望の阻害の問題の発生を未然に防ぐことができることを地域住民が確認することが


できた。 
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3-4-2 小規模多主体事業連鎖の展開プロセス 


 


 内湾地区復興まちづくり協議会では、「住宅再建」「商業・生活利便施設の再建」「公


共施設の再建」の 3 つのテーマ毎に検討するための 3 つの部会を設置し、地域住民と行政


とで協議を進めた。その結果として、図 3-4-2 に示したように、複数の小規模な 


まちづくり事業の検討に発展し、それらが連鎖的に展開した。 


 協議会が設立される以前は、エリアごとに地域住民がグループをつくり、そのグループ


毎に建物の再建方法を検討していた。しかし、協議会が設立され、八日町の小規模まちづ


くり事業による共同再建の検討状況を、他エリアの地域住民と共有すること、小規模まち


づくり事業の検討が連鎖的に展開した。また、協議会において、ウォーターフロントで小


規模まちづくり事業による観光・商業の拠点施設の検討を進めていたが、その後、海の見


える道沿道の南町 3 区商業施設の小規模まちづくり事業の検討に展開した。 


図 3-4-1 小規模まちづくり事業の連鎖的展開のシミュレーションの模型映像（連続写真） 


阿部俊彦＋早稲田大学都市・地域研究所 (2012a) より 
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図 3-4-2 協議会における議論のテーマと小規模多主体事業連鎖の展開 


阿部俊彦(2017c)「アクションリサーチまちづくりの試み」より 
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3-4-3 小規模多主体事業連鎖による計画の実現 


 


 内湾地区の魚町・南町・八日町の 3 つのエリアでは、小規模まちづくり事業による共同


再建が連鎖的に展開し、1階に店舗やコミュニティ施設を併設した復興住宅が 4つ実現し、


平成 29年 6月に 30店舗、86 世帯がオープン、入居した。 


 また、ウォーターフロントでは、防潮堤に隣接する観光・商業の拠点施設に加えて、海


の見える道沿道で 2 つの商業施設が検討され、3 つの小規模まちづくり事業が連鎖的に展


開し、2018 年度末には、全ての事業が完成する予定である。 


 まちづくり会社では、これら全ての小規模まちづくり事業の空間イメージを地区全体の


イメージパースにより、地区全体に小規模まちづくり事業が連鎖的に展開した空間イメー


ジを描いた。それによって、地域住民や地元事業者が、それまでは不明だった地区全体の


目標像としての空間イメージを確認できたことで、地区内での事業継続や新規事業の可能


性を検討できるようになった。その結果、周辺の低未利用地を活用した料理学校の新設、


民間事業者による商業施設、文化財建物の復元、銀行の再建などの民間事業の検討が連鎖


的に展開した。 


  


図 3-4-3 まちづくり会社が描いた目標像のイメージパース 
阿部俊彦(2017d)「6.1 気仙沼市内湾地区」より 
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  ■南町一丁目地区（2016 年 10 月竣工） 


本事業は、災害公営住宅 36戸による「住まいの再建」、従前の


蒲鉾工場＋店舗等の「生業の再生」、コモンズ広場による「多様な


交流」の 3つを一体的に創出する小規模まちづくり事業である。①


被災地権者の身の丈にあった再建計画、②堅実な資金計画、③持続


可能なまちなか復興への貢献、④美しいまちなかの創生を事業推進


の基本とした。 


デザインとしては、浜見山への津波避難路を兼ねたコモンズ広場


（まちの中庭）を囲んで、多目的室やデイサービスセンターを配し、


人の出会いと交流を演出した。また、建物１階には、庇や焼杉板風


の壁面デザインなどを採用して、気仙大工の和風建築をモチーフと


した和モダンの外装を施して伝統と新しさの共生を図った。 


 


事業主体 ：合同会社気仙沼南町復興まちづくり  


事業計画 ：一般社団法人チームまちづくり 


設計監理 ：一般社団法人チームまちづくり 


           ・株式会社松田平田設計 


工事施工者：小野良組 


総事業費 ：１５．６億 


 


■魚町二丁目地区(2016 年 8 月竣工) 


魚町地区は、気仙沼市の顔ともいえる海沿いの港町を形成する地


区である。魚町での再建を諦めないと決意した商店主が集まり、共


同化事業を選択し、準備組合を設立した。土地区画整理事業により、


再建希望者の土地を核に、売却希望者の土地を集約換地し、先行街


区を生み出した。準備組合で協議を重ね、共同建て替えで店舗を再


建する者、協調型の自立再建で店舗を再建する者が一体となって事


業を進めた。 


共同建て替えの 15戸の住戸は、災害公営住宅として気仙沼市が


買取り、１階には、日常生活を支える店舗 3区画（食堂、薬局、美


容院）と地区の集会所がある。また、中庭兼駐車場を共有する形で、


周囲に街並みに配慮した自立再建の店舗を配置している。 


自立再建の店舗は、かつての屋号通りと呼ばれた港町の町並み再


生の起点となるべく、津波で流失した文化財である造り酒屋の再生


や今後の自立再建のモデルとなる店舗群を実現した。 


 


事業主体 ：気仙沼市魚町二丁目地区建設組合  


事業計画 ：住まい・まちづくりデザインワークス 


設計監理 ：アルセッド建築研究所 


工事施工者：クマケー建設 


総事業費 ：７．０億 


 


 


■南町二丁目地区(2017 年 4 月竣工) 


 南町二丁目地区では住まいと商いの遊食住の街並みの復興を目


的に、土地区画整理事業と連動し隣接した自立再建店舗と連続性


を持たせた南町紫神社前商店街として街区の整備を行った。事業


は気仙沼復興商店南町紫市場（仮設商店街）の組合員である再建


希望者を中心に募られた建設組合が、集約換地を受けた地権者か


ら借地をし、共同店舗（24区画）を併設した災害公営住宅（24戸）


を建設した後、住宅部分のみを市へ譲渡する災害公営住宅公募買


取事業として実現化を図った。 


 パティオを挟み 1階に店舗と共同集会室を配した 5階建て公営


住宅棟と 2階建て集合店舗棟に分け憩い広場と路地空間を計画し、


広がりや変化のある賑わい空間を作っている。道路に面する側か


らはオープンテラスやエントランスを計画し、2階の眺望デッキに


も繋がる散策路になるよう建物全体に回遊性を持たせている。ま


た潮風感じるデッキ全体には船の帆をイメージした膜構造屋根で


覆い内湾地区の復興のシンボルの１つとなる建物となるよう願い


を込めた。 


 


事業主体 ：気仙沼市南町二丁目地区建設組合  


事業計画 ：コー・プラン・CASE まちづくり研究所 


設計監理 ：CASE まちづくり研究所 


工事施工者：松井建設 


総事業費 ：１４．０億 


 


図 3-4-4 連鎖的に展開した小規模まちづくり事業による共同再建の事業概要 
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3-4-4 小結 


 


 本節では、小規模多主体事業連鎖の空間イメージを視覚化するためのシミュレーション


手法として、以下の 2つが有効であることを明らかにした。 


 第一に、平面図のみの図面表現にとどまらず、模型映像・3 次元 CG・イメージパースな


どにより空間イメージを表現する方法により、地域住民にとって難解だった小規模多主体


事業連鎖が展開した後のまちの将来イメージに対する理解度が高まったことが認められ


た。 


 第三に、複線型シナリオにおける段階ごとに整備される空間イメージを、イメージパー


スや模型を用いて視覚化し、地区内に整備が予定されてる小規模まちづくり事業の内容を


示す方法により、地域住民や地元事業者がそれらの計画内容を理解が進み、住宅再建・事


業継続・新規事業のための建物再建が実現したことが認められた。 


 


  







 


 


 - 155 - 


3-5 防潮堤の空間イメージのシミュレーション 


 


 小規模多主体事業連鎖により、建物再建を進めるためには、それに合わせた都市基盤整


備の計画調整を進める必要がある。本節では、その計画調整を行う上で有効な手法として、


都市基盤整備のうち防潮堤の空間イメージのシミュレーション手法を検討した。 


 


3-5-1 模型や 3次元 CGを活用した防潮堤の計画及びデザインのシミュレーション 


 


 1 章で詳述した通り、協議会による防潮堤の高さや位置についての計画の修正に関する


要望が受け入れられ、宮城県による防潮堤の詳細な設計が着手された。 


 さらに、協議会は、筆者ら専門家の協力を得て、災害時の津波防護のためだけでなく、


観光客や地域住民の日常の憩いの場として利用されることを想定した防潮堤と南町海岸


公園のデザインの提案を行った。 


 まず、1/200 スケールの南町海岸の模型を作成し、斜面緑地や階段状のベンチなどの避


難施設、防潮堤と隣接建物を 2 階でつなぐウッドデッキ、南町海岸公園の舗装や植栽計画、


東屋やパーゴラ等の休憩施設など、すべての提案を模型上に視覚的に表現した（図 3-5-1）。 


 また、岸壁から防潮堤を越えて街側へアクセスするために必要な乗り越し階段とその手


摺のデザイン（図 3-5-2）や、夜間の照明計画と灯具のデザイン（図 3-5-3）など、模型で


は表現が難しいデザイン検討や、複数案の比較検討を行う際には、3 次元 CG によるまち


なみの VR を用いた。  


 これらのツールを用いて、宮城県や気仙沼市の技術担当者、土木設計のコンサルタント、


南町海岸の商業施設と公共施設の建築設計者らが模型を囲んでデザイン調整を図り、協議


会の場で何度も「提案→修正→確認」のサイクルを繰り返した。最後に、岸壁を散歩する


人やフェリーの甲板に立つ人間のアイレベルで見える内湾地区のウォーターフロントの


疑似体験が可能な街並みの VR の動画を作成した（図 3-5-4）。その結果をウォーターフロ


ントと既存の商店街が含まれた内湾地区全体の景観を確認し、上述の提案内容が、防潮堤


とその関連施設の設計に反映されることが決定された。 


 また、このまちなみの VR と 1/200 スケールの南町海岸の模型を使用して、地域住民へ


の説明会を行った結果、地区全体の空間のイメージの共有することができた(写真 3-5-1)。 
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ブリッジ 


中央陸閘 


 
避難施設


（階段） 


 
避難施設 


（斜面緑地） 


 
見晴らし 


テラス 


大階段 


東屋・パーゴラ 保存樹木 


 
南町海岸ウォーター 


フロント商業施設 


 
スポーツ・観光 


公共施設 


 
防潮堤と建物をつなぐ


ウッドデッキ 


イベント広場 


南町側 


図 3-5-1 協力専門家が作成した 1/200南町海岸の模型 


 


乗り越し階段 


見晴らし台 
手摺カウンター 


フラップゲート 


歩道 
車道 


防潮堤 


魚町側 


図 3-5-2 乗り越し階段と手摺のデザインの CGなど 
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震災前の照明をそのまま復旧した場合 


（元案） 
海への眺望に配慮した照明を設置した 


場合（今回提案） 


ウォーターフロントの夜景のイメージ（今回提案） 


図 3-5-3 夜間の照明計画と灯具のデザイン 


図 3-5-4 街並みの VR 写真 3-5-1 住民説明会の様子(2016 年 6月) 
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3-5-2 防潮堤のモックアップによる仕上げの検討 


 


 防潮堤のデザインの合意形成支援のツールとして、1/200スケールの模型と 3次元 CG に


加えて、防潮堤の仕上げの比較検討を行うために、実物大の防潮堤のモックアップを制作


した。モックアップは、実際に防潮堤を施工する場合と同じ条件のもと、現場でコンクリ


ートが打設された。縦目地のピッチの異なる 2 種類、杉板化粧型枠仕上げ 1 種類、計 3 種


類のモックアップを宮城県が製作し、現地で 1 週間公開された（写真 3-5-2）。検討した


結果、モックアップの縦目地に、さらに細かいピッチの縦目地の防潮堤を加えた 3 種類の


組み合わせによってデザインされた防潮堤を整備することが行政と地域住民とで合意さ


れた（図 3-5-5）。 


 


 


  


写真 3-5-2 防潮堤の仕上げのモックアップと現地確認の様子(2015 年 11月) 


図 3-5-5 3種類のピッチの縦目地でデザインされた魚町側の防潮堤の仕上げと 


       乗り越し階段の CG 
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3-5-3 小結 


 


 本節では、都市基盤整備のうち、防潮堤の空間イメージを視覚化するためのシミュレー


ション手法として、以下の 4つが有効であることを明らかにした。 


 第一に、3 次元 CGによるまちなみの VRの方法により、協議会の検討の場で、防潮堤の


空間イメージを修正し、迅速性が求められる中で、地域住民と行政とが納得するまで、丁


寧に計画案の検討がなされたことが認められた。 


 第二に、3次元 CGを用いることにより、異なる主体が別々に工事を行う防潮堤と小規模


まちづくり事業のつなぎ目の部分の空間イメージをシミュレーションすることにより、防


潮堤とその周辺の岸壁や公園が一体的なデザインとなるように、防潮堤の設計が変更され


たことが認められた。 


 第三に、3 次元 CGによるまちなみの VRを説明会で上映することにより、地域住民や、


地区内での事業継続や新規事業を検討していた地元事業者が、まちづくり協議会が目指し


ている目標像を確認することができたため、その後の小規模まちづくり事業の計画が実現


したことが認められた。 


 第四に、行政が防潮堤のモックアップを制作し、地域住民と防潮堤のデザインの確認を


行うことにより、模型および CGで検討した防潮堤のデザインと、実施に建設される防潮


堤のデザインとの齟齬が生じることなく、行政と地域住民とで丁寧に協議が行われ、防潮


堤の計画とデザインの合意に至ったことが認められた。 
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写真 3-5-3 工事中の内湾地区のウォーターフロント（2018年 6 月）  
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3-6 第３章の結論 


 


 本章では、小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備による複線型復興まちづくりを推進す


る上で、計画検討の内容に応じて、1)スケールの異なる模型、2)CCD カメラによる模型映


像、3)三次元ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ（以下、CG）、の 3つの手法を適宜選択し、シミュレーシ


ョンにより空間イメージを視覚化することが有効であることを明らかにした。 


 第一に、地区のまちづくりの目標空間イメージ、第二に、災害公営住宅を併設した店舗


及び住宅の共同再建や、公有地を活用した観光・商業の拠点施設などの小規模まちづくり


事業の計画イメージ、第三に、小規模多主体事業連鎖により実現するまちのイメージ、第


四に、小規模多主体事業連鎖に合わせた都市基盤の整備イメージについて、地域住民と行


政とにより合意形成が図られた。 


 また、上述の 3つのシミュレーション手法は、平時のまちづくりにおける計画検討にも


使用されている技術である。それら技術に基づいて、以下の 3つの点で発展させることに


より、復興まちづくりにおける課題の解決につながった。 


 第一に、平時のまちづくりの目標像を検討する方法として、仮想のまちを対象とした建


て替えデザインゲームがあげられる。一方、復興まちづくりでは、迅速性が求められる。


そのため、あらかじめ専門家が、建て替えの計画案を複数検討し、協議の場で、これらを


提案した。その提案の中から地域住民が望ましいと思う計画を選択し、評価することによ


り、時間の短縮化が図られた。 


  第二に、平時のまちづくりでは、建て替えの必要性が無いため、シミュレーションによ


り空間イメージを可視化することの主な目的として、建て替えの動機づけがあげられる。


一方、復興まちづくりでは、被災者の建物再建の必要性が高いため、動機づけよりも、計


画の実現性が求められる。シミュレーションによる空間イメージの可視化に加えて、補助


制度や事業費に関する情報が同時に示めすことにより、計画案のフィージビリティが示さ


れた。 


  第三に、一般的なまちづくりでは、目標像となる完成イメージのみを示すことが重要で


ある。一方、復興まちづくりでは、災害直後と、その後の地域住民の意向や社会状況の変


化への柔軟な対応が求められる。修正可能な模型および CGを用いることにより、途中段


階で計画案を修正し、最終的に、地域住民と行政が合意した計画の実現が認められた。 
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４章 復興まちづくりの実践的研究に基づく複線型まちづくりの一般モデル 


 


 


4-1 研究の目的と方法 


 


 序章では、平時の複線型まちづくりの事例分析により、複線型まちづくりの進行モデル


（序-1-3）と空間整備のパターン（序-1-15）を示した。これらを踏まえて、本章では、1


章・2 章・3 章の気仙沼市内湾地区を対象とした複線型復興まちづくりの進行における相


互調整の分析、空間整備の分析、事業評価を行い、それに基づいて、小規模多主体事業連


鎖と都市基盤整備とを複線的に進めるための複線型まちづくりの一般モデルを示すこと


を目的とする。 
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4-2 気仙沼市内湾地区で実践した複線型復興まちづくりの分析 


 


 本節では、1 章から 3 章のアクションリサーチの対象とした気仙沼市内湾地区の複線型


復興まちづくりの進行における相互調整の分析、空間整備の分析、事業評価を行う。 


 


 


4-2-1 複線型復興まちづくりの進行における複線間の相互調整 


 


 気仙沼市内湾地区で展開された複線型復興まちづくりにおける複線間の相互調整プロ


セスを図 4-2-1 に整理した。1 章および 2 章で述べた通り、内湾地区のまちづくり協議会


は、4 回に渡って提言書を提出している。その提言書を提出したタイミングは、行政の都


市基盤整備の計画決定や事業決定の時期と連動していることが分かる。すなわち、行政に


よる都市基盤整備の計画や事業が一度決定してしまうと、後戻りや変更が難しいため、都


市基盤整備の手戻りが生じないように、そのタイミングまでに、地域住民や民間事業者に


よる小規模まちづくり事業の検討を進め、以下のような都市基盤整備の計画との相互調整


を行ってきたことが分かる。 


  


(1)提言書①の協議期間における相互調整 


 地域住民が個別再建を検討する際に、地域住民が、海とまちのつながりのある暮らしや、


海への眺望の確保のために、防潮堤の計画の見直しを要望していたと同時に、宮城県は、


海岸保全計画により県内すべての防潮堤の位置と計画高さを決定する必要があった。一方


で、気仙沼市は、都市計画決定により、道路の位置及び幅員、公園の数及び面積などの計


画を決定する必要があった。協議会は、地域住民の個別再建の検討結果を踏まえて、防潮


堤の高さと位置に関する提言書をまとめ、行政は、その内容を反映した海岸保全計画及び


都市計画を決定した。 


 


(2)提言書②の協議期間における相互調整 


 地域住民による共同化事業の検討が行われていると同時に、気仙沼市では災害危険区域


の決定と土地区画整理事業の事業認可のための事業内容の提出を国から求められていた。


共同化事業には、住宅や児童福祉施設などの災害危険区域内で制限のかかる用途の設置が


検討されていたため、防潮堤計画の浸水シミュレーションにより決定される災害危険区域


と調整する必要があった。また、共同化事業の敷地の確保ためには、地権者の土地の集約


換地が必要だった。そのため、地域住民は、共同化事業の建物用途と事業主体の決定を急
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ぎ、その内容を提言書にまとめ、行政は、その内容をもとに、確実に先行街区で共同化事


業が実施されることを踏まえて、事業認可のための事業計画をまとめた。 


 


(3)提言書③の協議期間における相互調整 


 共同化事業のほかに、観光・商業施設の検討が進められている中で、気仙沼市は土地区


画整理事業の仮換地計画を決定する必要があった。また、宮城県は防潮堤の設計を進める


上で、斜面緑地、陸こうなどの避難施設などのデザイン方針を決定する必要があった。そ


のため、地域住民が共同化事業の地権者の合意形成を図るための調整を行い、先行街区に


おいて、共同化に参加する地権者と、個別再建を行う地権者を明確にし、気仙沼市に先行


街区の換地計画を提案した。また、協議会として、観光・商業施設を、内湾地区のまちづ


くり会社（＝気仙沼地域開発株式会社）が事業主体とすることを提案し、そのことを契機


に、気仙沼市は、ウォーターフロントの防潮堤に隣接する公有地の土地利用計画を変更し、


その事業用地としてまちづくり会社に借地することを決定した。 


 


(4)提言書④の協議期間における相互調整 


 共同化事業と観光・商業施設、計 6つの小規模まちづくり事業による街並みの調整が図


られると同時に、気仙沼市は、道路断面・街路樹・公園のデザイン・歩道の舗装など都市


基盤のデザインの決定、宮城県は、防潮堤と海岸公園の樹木・舗装・デッキ・照明などの


デザインを決定し、設計および工事を進め、迅速に復興事業を完了することが、市民から


求められていた。 


 小規模まちづくり事業は、街並みガイドラインによりデザイン調整が図られ、それらの


事業の敷地の隣接地の都市基盤整備については、連続的かつ一体的なデザインとして調和


を図る方法や、協議会の支援専門家の提案を受け入れることなどを提言書にまとめ、提案


した結果、都市基盤整備の設計や工事の内容が調整された。 
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気仙沼市内湾地区で展開された複線型復興まちづくりにおける相互調整プロセス 図 4-2-1 
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4-2-2 小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備とによる空間整備のパターン 


 


 内湾地区の小規模多主体事業連鎖による空間整備を図 4-2-2に整理した。空間整備の段


階を(1)先行する都市基盤整備の段階的整備、(2)集約換地による先行街区の整備、(3)敷


地内空地と公園の空地整備、(4)生活環境軸と沿道の街並み整備、の 4つに区切った。な


お、前項の複線型シナリオにおける提言書①の協議期間が本項の(1)の段階に該当し、提


言書②が(2)の段階、提言書③が(3)の段階、提言書④が(4)の段階に該当する。それぞれ


の段階における民間事業者による小規模多主体事業連鎖、行政よる都市基盤整備、その複


線型シナリオの相互調整による空間整備を抽象化して表現することにより、段階毎の空間


整備の内容を以下のように評価した。 


 


(1)先行する都市基盤整備の段階的整備 


 宮城県が防潮堤の計画を示し、気仙沼市がと都市計画道路および土地区画整理事業によ


る道路計画を示した。一方、地域住民の建物再建の検討は進んでおらず、上物の整備につ


いては、気仙沼市による災害公営住宅の計画のみが検討されていた。当初、上物と都市基


盤の相互調整は行われていなかったため、地域住民の建物再建の希望と先行する都市基盤


整備の内容が合致せず、他地区と同様に、基盤整備の完了後に建物再建が進まず、コミュ


ニティの離散が生じる恐れがあった。地域住民の建物再建の希望に合致させ、上述の問題


の回避のために、先行する都市基盤整備の計画の内容を当初に決定して不可変的な計画と


するのではなく可変性のある計画とし、復興のシナリオを進める中で段階的に決定された。 


 


(2)集約換地による先行街区の整備 


 地域住民の建物再建についての検討が始まったが、土地区画整理事業が完了するまで個


別再建を行うことができず、復興が遅れる恐れがあった。迅速な再建を図るために、地域


住民による協働のグループにより、共同化事業による住宅・店舗・コミュニティ拠点の建


物再建の検討がなされたが、その用地を確保する必要があった。そこで、行政が土地区画


整理事業の換地計画において、個々の敷地を集約することにより、先行街区としての用地


を確保した。以上のように、上物の計画と都市基盤整備の相互調整が図られることにより、


複数の小規模まちづくり事業が連鎖的に展開した。 
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(3)敷地内空地と公園の空地整備 


 先行街区において、共同化事業に参加しなかった地権者による個別再建の検討が連鎖的


に展開し、小規模多主体事業連鎖が促進し、上物の整備が進められた。それに合わせて主


要道路や公園などの都市基盤が整備された。以上のように、共同化事業と個別再建などに


よる小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備の相互調整により、主要道路の沿道に連鎖的に


展開し、被災前の商店街が新しい形で再建された。 


 


(4)生活環境軸と沿道の街並み整備 


 まちづくり協議会において、内湾地区の最も重要な場所であるウォーターフロントに、


海とまちをつなぐためのまちづくり事業の提案がなされた。その実現のために、市は、防


潮堤に隣接する公有地の土地利用計画を変更し、まちづくり会社による観光商業施設の建


設用地とした。観光商業施設を核に、ウォーターフロントが一体となった景観とするため


に、観光商業施設と、県による海岸公園や防潮堤の計画・デザインの相互調整が図られた。 


 また、共同化事業と海との間は、大規模な被害を受けた街区のため、多くの地権者は他


地区に移転してしまったため、土地利用の計画の目処が立っていない土地が多く散在して


いた。そこで、土地の集約換地により、まちづくり会社が小規模まちづくり事業により商


業施設を整備するための用地が確保された。これに合わせて、共同化事業と都市基盤の整


備の相互調整が図られ、海とまちを結ぶ生活環境軸となる「海の見える道」が整備された。 
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気仙沼市内湾地区の小規模多主体事業連鎖による空間整備 図 4-2-2  
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小規模多主体事業連鎖 都市基盤整備（県、市） 複線型シナリオによる空間整備 


散在する土地 


の集約化 


高台における市の災害公営住宅


の整備 


防潮堤、都市計画道路、土地区画整


理の道路計画 


先行する行政の都市基盤整備を地


域住民の希望に合わせて調整 


多主体による共同化事業（店舗、


住宅、拠点など）の事業連鎖 


建物再建希望者の土地を集約換地


により先行街区としてまとめた。 


換地計画の変更による、共同化事業


を核とした先行街区の確保 


先行街区の共同化事業から連鎖的


に派生した個別再建 


共同化事業と個別再建の合わせた


主要道路と公園の整備 


小規模多主体事業連鎖による主要


道路沿道の街並みの整備 


共同化事業と海との間の観光・商業


施設の事業連鎖 


公有地の土地利用計画の変更、未利


用地の集約換地、防潮堤のデザイン 


共同化事業と海を結ぶ生活環境軸


の整備、海岸公園のデザイン調整 
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4-2-3 複線型復興まちづくりの事業評価 


 


 東日本大震災の被災市街地の復興において、過剰な規模の土地区画整理事業、希望者数


を超える戸数の災害公営住宅や高台移転の宅地の整備、戻る住民がいない場所を津波から


守る防潮堤の整備が指摘されている。 


 本節では、小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備の複線型復興まちづくりが、上述の問


題の発生を回避する上での有効性について論じる。 


 


(1)復興土地区画整理事業の区域の縮小 


 当初、内湾地区の被災市街地復興推進地域は、浸水した魚町・南町・八日町の一部が指


定された。しかし、八日町は、比較的被害が少なく、地域住民が災害危険区域への指定さ


れることに反対したため、災害危険区域および事業区域から除外された。また、南町の一


部の街区は、背後に高台の避難場所があり、地盤をかさ上げをすることにより安全性を確


保できるとし、災害危険区域および事業区域から除外された。以上のように、復興土地区


画整理事業の区域が縮小された。 


 なお、被災前の内湾地区の人口は、2010年 12月の時点で 684人に対して、復興土地区


画整理事業の計画人口は 527人で計画された。 


 


 


 


  


図 4-2-3 気仙沼市内湾地区の被災市街地復興推進地域と土地区画整理事業区域 


2013 年 2 月 5 日 内湾地区復興まちづくり協議会における配布資料より引用 
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(2)買取型の災害公営住宅の段階的・弾力的な計画調整 


 当初の災害公営住宅の入居希望者数を区域内で計画されていた気仙沼市の直営の災害


公営住宅の住戸数では充足することができないという問題が生じていた。そのため、地区


外の山林を開発し、災害公営住宅を整備する必要があった。一方、時間が経過し、復興が


進むことにより、自立再建のための宅地が整備され、災害公営住宅の入居希望者数が減少


することが予想されていた。 


 内湾地区では、地区内の建物再建希望者の土地を集約化した先行街区が整備され、複数


の共同化事業が連鎖した。その共同化事業の住戸が、気仙沼市により段階的に災害公営住


宅として買い取られた。そのため、必要以上の災害公営住宅が整備されることが回避され


た。 


 さらに、買い取られた災害公営住宅以外の床は、地域住民によるまちづくり会社が主体


となって持続的に運営していく必要がある。他の被災市町村の災害公営住宅は、直営のも


のが多いため、その規模や仕様は自治体に全て一任しているが、内湾地区では、事業採算


性に基づいて、身の丈の規模で整備されている。 


 結果として、86戸の災害公営住宅、30区画の店舗、3つの集会所および 1つのコミュニ


ティセンターが整備された。建物竣工当初は、付属の駐車場が未整備であったため、当初


希望していた被災者が他の地区の空き住戸を選択したため、25戸が空き住戸のままであっ


たが、その後の一般募集により空き住戸は解消した。平成 30年度に、他地区の災害公営


住宅は空き住戸の入居募集を行っているが、内湾地区の災害公営住宅の募集はされていな


い。 
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(3)事業用地の活用を想定した集約換地 


 当初、グループ補助金が後押しとなり、被災店舗の復旧が進んだ。しかし、復旧を促進


するために、立地を集約化することは補助条件から外されたため、店舗が市内の地区内外


に散在して立地する恐れがあった。それによって、過剰な道路整備と宅地造成が進む恐れ


があった。 


 しかし、内湾地区では、まちづくり会社によって、店舗再建希望者や借地または売却希


望者の所有する土地が、生活環境軸の沿道街区に集約され、店舗の再建や新規事業者の誘


致が図られた。そのため、店舗の立地の地区内外への拡散と、必要以上の都市基盤整備の


拡大が回避され、災害公営住宅・公園などの公共施設に加えて、まちづくり会社による商


業施設、病院、銀行などが再建され、それに合わせて、店舗や住宅の個別再建が進んでい


る(図 4-2-3、表 4-2-1)。 


  大規模な土地区画整理事業と災害公営住宅団地を整備した南気仙沼地区および鹿折地


区では、事業が完了しても、空き地が散在しており、2018年 11月時点で、その事業者募


集を実施している。一方、内湾地区では、換地計画時に、土地利用が未定の所有者の土


地を集約換地し、利用が未定の宅地をまちづくり会社の事業用地として集約することが


できた。すなわち、適正な規模の土地区画整理事業が実施されたと考えられる。 


  


図 4-2-4 気仙沼市内湾地区で再建済み、または計画・検討中の施設 


気仙沼市(2018)「まちなか再生計画」より引用 
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表 4-2-1 気仙沼市内湾地区で再建済み、または計画・検討中の施設 


気仙沼市(2018)「まちなか再生計画」より引用 
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(4)商業施設の生活環境軸沿道への集約立地 


 他市町村の中心的市街地における復興事業は、市街地に必要な商業・福祉・公的サービ


ス機能を集約した大規模な施設を整備している。しかし、内湾地区では、全体の計画を常


に見直しながら、地区内外で計画されている施設の計画や、すでに復旧した施設などの状


況を把握しながら、過剰な整備にならないように、小規模まちづくり事業による施設が段


階的に整備された。 


 また、これらの施設の完成後も、地元の有力者や産業人によるまちづくり会社が主体と


なって持続的に運営していく必要がある。他の被災市町村の拠点整備は、商業施設の多く


は、外部資本の民間事業者に一任しているため、経営が悪化した場合は撤退し、大規模な


空き施設が残されてしまう恐れもあるが、内湾地区では、事業採算性に基づいて、身の丈


の規模で整備されている(表 4-2-2)。 


 


 


  


表 4-2-2 気仙沼市内湾地区における小規模まちづくり事業と関連事業の事業費注 1) 
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4-3-4 小結 


 


 東日本大震災の復興では、被災前から人口減少傾向であった地方都市中心市街地におい


て、その傾向を見据えた地将来の都市像を描くことができず、過剰な規模の市街地開発や


住宅供給が実施されたがことが問題としてあげられる。 


 気仙沼市内湾地区を対象とした複線型復興まちづくりの進行における相互調整の分析、


空間整備の分析、事業評価の結果より、以下の 3つが、前述の問題の発生を回避する上で、


複線型まちづくりの効果としてあげられる。 


 第一に、被災事業者の建物再建の希望に応じて、空間計画の集約化が図られたため、必


要以上の過剰な規模の都市基盤整備が実施されることが回避された。 


 第二に、被災者の入居希望者数が変動する中で、段階的な住宅供給計画の検討なされた


ため、必要以上の過剰な住戸数の災害公営住宅が整備されることが回避された。 


 第三に、人口減少、高齢化、交流人口の拡大、交通など、将来の都市像を見据えて、被


災前の観光および商業の拠点となる施設を同じ場所に復旧するのではなく、その配置を再


編することにより、高度成長期に整備された非効率的な施設配置が復旧されることが回避


された。 
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4-3 気仙沼市内湾地区の分析に基づく複線型復興まちづくりの一般モデル 


 


 本節では、前節の気仙沼市内湾地区の複線型復興まちづくりを分析に基づき、小規模多


主体事業連鎖と都市基盤整備とを複線的に進めるための複線型まちづくりの一般モデル


を示す。 


 


 


4-3-1 複線型復興まちづくりの一般モデル 


 


 序-1-4「小規模まちづくり事業の連鎖によるまちづくりの事例考察」から、「都市基盤


整備が先行する被災市街地の復興まちづくりを進めるためには、②のマスタープラン型の


シナリオのように、建物再建と都市基盤整備を同時並行で進めつつ、③の改善型まちづく


りのシナリオのように、都市基盤計画を多主体が検討する小規模まちづくり事業による建


物再建と、その事業連鎖に合わせて調整する必要がある」ことを研究仮説として導き出し


た。 


 しかし、②のマスタープラン型のシナリオでは、整備途中において、建物再建の計画内


容に合わせて、当初計画の都市基盤整備の計画が変更されることはない。また、③の改善


型まちづくりにおける、建物再建と都市基盤整備との相互調整の内容は、広場や区画道路


などの都市基盤整備の位置や面積の修正などにとどまっており、地区計画の整備の方針の


変更や、当初の計画にない整備の追加などは行われない。③の改善型まちづくりのうち、


復興まちづくりの事例は、 建物再建と都市基盤まだら状の被災にとどまった地区のため、


整備との相互調整の内容は 。  、上述の相互調整の内容にとどまっている


 一方、気仙沼市内湾地区は、大規模な被害を受けた被災市街地にもかかわらず、複線型


復興まちづくりのシナリオにより、先行する大規模な都市基盤整備の計画を修正し、小規


模多主体事業の計画に合わせておよび調整し、その事業が連鎖したことが認められた。 


 以上のような小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備とを複線的に進めるための複線型


まちづくりを一般モデルとして図化した（図 4-3-1）。図に示したように、小規模多主体


事業連鎖と都市基盤整備の複線間で行う相互調整は、1)先行する都市基盤整備の段階的整


備、2)集約換地による先行街区の整備、3)敷地内空地と公園の空地整備、4)生活環境軸と


沿道の街並み整備、の 4つである。この一般モデルを進行させることにより、小規模多主


体事業連鎖と都市基盤整備との相互調整を図り、社会状況や地域住民の再建の希望に対応


し、被災市街地の問題の発生を回避できる。 
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 なお、小規模多主体事業連鎖に合わせて都市基盤整備の調整・変更することにより、都


市基盤整備の手戻りが生じると、復興のスケジュールに遅延を来す恐れがある。しかし、


都市基盤整備の計画決定や事業決定の時期に応じて、段階性を持って小規模多主体事業連


鎖との相互調整を図ることにより、行政による大幅な都市基盤整備の手戻りが生じるのを


防ぐことができる。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


図 4-3-1 小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備の複線型復興まちづくりの一般モデル   


凡例 
事業連鎖 小規模まちづくり事業 


（計画決定／工事着手） 
計画与件の付与 都市基盤整備 


（修正可／修正不可） 


小規模多主体事業連鎖 


都市基盤整備 


の計画 


小規模事業と都市基盤整備と
の複線間の計画を調整する 


修正 


修正 


修正 


修正 


建物再建と 


都市基盤整備 


の計画の実現 


 


建物再建 


の計画は 


未定 


①道路や防潮堤などの公共施設の段階的な整備） 


 


②建物再建を促進するための土地利用計画と換地計画 


 


③公園やｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽなどの一体的な空地整備 
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4-3-2 複線型復興まちづくりにおける専門家の役割 


 


 小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備による複線型まちづくりを推進するためには、そ


の相互調整を行う必要がある。筆者は、気仙沼市内湾地区などのアクションリサーチにお


いて、その相互調整者を担った。その役割として、以下の 3点があげられる。 


 第一に、相互調整者が、まちづくり協議会における協議体制の構築に始まり、まちづく


り協議会の運営のコーディネート、支援専門家としてのまちづくりに関する計画の提案、


小規模まちづくり事業の検討まで、一貫してまちづくりのプロセスに参与することにより、


小規模多主体事業連鎖を推進するために必要となる都市基盤整備の計画変更の内容を適


切な時期に、まちづくり協議会から提案することができる。 


 第二に、一般的なコーディネーターのように協議進行や意見調整にとどまらず、先行す


る防潮堤などの都市基盤整備の計画及びデザインの合意形成における展開の局面におい


て、地域住民の意見をとりまとめ、シミュレーションに基づく具体的な空間イメージの提


案を行うことにより、小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備の計画調整を図ることができ


る。 


 第三に、一般的にまちづくりの支援専門家が求められている特定の専門分野に限定され


た助言や事例紹介にとどまることなく、様々な分野（建築、土木、ランドスケープ、商業）


の専門家と連携し、行政が示した計画の代替案を検討し、その実現に向けて、技術的な検


討のための打ち合わせを行政職員と繰り返すことにより、地域住民の希望に即した建物再


建が可能な都市基盤整備の計画とデザインに調整することができる。 
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4-3-3 複線型復興まちづくりを推進するための条件 


 


 小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備による複線型まちづくりによる市街地環境の改


善の効果が期待できる市街地の条件として、以下があげられる。 


 平時のまちづくりでは、1)権利関係が輻輳している都市部の木造密集市街地、すなわち


大人数かつ広範囲の区域による大規模開発が難しい市街地、2)衰退する地方都市の中心市


街地など、土地活用の経済的なポテンシャルの低いため、民間の開発事業者が大規模開発


を成立させるのが難しい市街地、3)地形・河川・水路・街道・路地・歴史的建造物など、


地域資源や地域の文脈を継承することが市街地整備において重視されているため、それら


を保全しながら、丁寧な市街地の改善が求められる市街地、などがあげられる。 


 また、復興まちづくりでは、1) 全域が焼失または流失したことにより、白紙から計画


を策定する必要がある地区ではなく、被災前の市街地の地域の文脈を手がかりに検討を始


めることが求められるまだら状に被災した市街地、2)元のまちに戻りたい、住み続けたい


という地域住民の意向に沿った計画の策定により、被災前からの既存のコミュニティの継


承が求められている市街地、3)被災後に地域住民が現地から仮移転した場合にも、まちづ


くりの担い手である地域住民が、まちづくり協議会などを設立し、行政との協議体制を構


築することが可能な市街地、などがあげられる。 
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4-4 小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備による複線型まちづくりの適用事例 


 


 小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備による複線型まちづくりの方法の適用事例とし


て、地区のまちづくり計画の合意形成を図り、小規模多主体事業連鎖の検討を行った東京


都中野区上高田地区の事例を示し、その事例の結果から、平時のまちづくりにおいて複線


型まちづくりを推進するための課題を整理する。 


 


 


4-4-1 事例地区の概況（図 4-4-1） 


 


(1)東京都中野区上高田地区におけるまちづくりの経緯 


 西武新宿線新井薬師前駅周辺地区では、2004 年から早稲田大学都市・地域研究所・中野


区との連携のもとで、地域住民により鉄道立体交差化後のまちづくりを検討が進められて


いた。 


 地区内には、国が指定した重点密集市街地注 2)である上高田 2・3 丁目（以下、上高田地 


 


 


図 4-4-1 対象地区  
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区）を擁しており、地域住民は、当地区の大地震時の危険性を認識していたが、行政によ


る密集市街地の整備事業は未着手であった。その整備を進めるためには、地域住民がまち


づくりの主体となり、まちづくりの計画を策定し、それを行政に提案する必要があったが、


専門的知識と技術が不足していた。そこで、2007 年度から 2 カ年の間「まちづくり計画策


定担い手支援事業（以下、担い手支援事業）」注 3)によって、町会や商店街の有志を中心と


した「新井薬師前駅周辺まちづくりの会（以下、まちづくりの会）」注 4)が早稲田大学都市・


地域研究所注 5)に基礎調査・地区診断・計画素案作成の調査を委託し、密集市街地の整備に


向けた本格的な検討が始まった。 


 


(2)地区のまちづくりの体制と協議の場 


 新井薬師前駅周辺まちづくりの会（以下、まちづくりの会）の目的は、鉄道立体交差化


後の駅とその周辺のまちづくりを検討するための協議を行うことであった。その中で、ま


ちづくりの会に参加する上高田地区の地域住民から、防災まちづくりに特化した協議を行


うための部会を設置することの提案があった。上高田地区の防災まちづくりを、担い手支


援事業によって推進するために「担い手支援事業部会」を設置した。さらに、担い手支援


事業が終了後にも、上高田地区の防災まちづくりを継続的に検討するために「災害に強い


まちづくり部会」を設置した。 


 


①新井薬師前駅周辺まちづくりの会 


 初動期である 2004 年に結成されたまちづくりの会では、西武線の立体交差化後の跡地


の空間イメージや広域のグランドデザインを議論することを目的とし、地区の課題や資源


をグループごとに話し合い、地図上に記載することにより、地域の課題を住民間で共有し


た。また、近隣の西武線の 4 駅(沼袋、都立家政、鷺宮、野方)も含めた５駅でのまちの将


来イメージについても検討を行った。 


 


②担い手支援事業部会 


 2006 年からは、まちづくりの会に「担い手支援事業部会」を設け、駅周辺の検討と並行


し、密集市街地である上高田 2･3 丁目の防災まちづくりについての議論が行われた。 


 上高田２・３丁目地区のモデル街区の 100 分の 1 の模型を用い、街区の更新像をシミュ


レーションする建替デザインゲームを実施し、より具体的なまちの将来イメージを検討し


た。また、建替え後の目標像に向け、どのような方策があり、優先事項は何かを住民間で


話し合う勉強会を実施した。 
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③災害に強いまちづくり部会 


 2008 年度の担い手支援事業の完了に伴い、上高田 1 丁目も含めたより広域な範囲で、災


害に強いまちへと改善し、より良い住環境とするための方策を検討することを目的とし、


「担い手検討部会」の名称を「災害に強いまちづくり部会」に変更した。「避難所整備」


「防災軸検討」「共同建替え検討」の 3 つの目的ごとにグループをつくり、まちあるきや


地区の課題整理を行うためのワークショップを実施した。これらの 2004 年から 2009 年ま


での活動をまとめ、まちづくり提言書を作成し、区長に提出した。 


 


(3)地区のまちづくり計画の策定に向けた課題 


 地域住民が、地区のまちづくり計画を策定するにあたって、以下の 3 つが課題とされて


いた。 


  第 1 に、地域住民と行政との協働の体制づくりである。地域住民の発意から始まったま


ちづくりも、実質的な防災性の向上を図るためには、行政による都市基盤の整備が必要と


なる。また、地域住民による建て替えを推進するにあたって、行政による建て替え補助が


後押しとなる。すなわち、地域住民と行政との双方の意向が反映されたまちづくり計画を


策定し、その計画を実行していくための地域住民と行政との協働によるまちづくりの体制


を整える必要がある。しかし、協議が始まった時点では、地域住民と行政は、地区の危険


性についての認識は共有していたが、具体的な整備の方法や空間のイメージについては、


双方の考えに隔たりがあったため、協働体制を作ることが難しかった。 


 第 2 に、周辺の地区と比べて、木造住宅や狭隘道路が多いため、地域住民は危険性を認


識していたが、その危険度の詳細な内容や、安全性を確保するために必要となる具体的な


整備の内容を理解していなかった。そのため、地区の防災性に関する詳細な診断を行い、


防災性の向上に資する最も効果的な整備方法を検討し、その結果として導き出された不燃


領域率などの災害危険度や、防災性を高めるための事業の適用効果などを、一般の地域住


民に理解してもらうための工夫が必要だった。 


 第 3 に、地域住民により策定されたまちづくり計画の実現のためには、地域住民による


共同建て替えや、個別の自力建て替えに合わせて、行政による都市基盤の整備が必要とな


る。しかし、近年の財政状況で、行政は、道路や公園などの都市基盤の整備を積極的に実


施することは難しい状況であった。 
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4-4-2 地区まちづくり計画の策定 


 


(1)地区のまちづくり計画の策定のための支援方法 


 これらの課題を解決するために、「災害に強いまちづくり部会」におけるまちづくり計


画の策定プロセスにおいて、筆者は、まちづくりの支援専門家として、以下の 3 つの支援


を実施した（図 4-4-2）。 


 


①行政と地域住民との協働体制の組成と運営支援 


 行政・まちづくりの会・地域住民の役割分担をワークショップで整理し、その結果をも


とに、まちづくりの計画策定から事業実施時までの行政・まちづくりの会・地域住民・専


門家による推進体制について検討した。また、地域住民によるまちづくりの会の協議の進


行を支援し、その結果を行政のまちづくりの担当者に報告し、検討されたまちづくり計画


における都市基盤の整備の提案を、行政が実際に実施するために必要となる事業制度の検


討を行った。 


 


②地区診断と事業制度等の技術的検証 


 GIS を活用した延焼シミュレーションによる危険度分析や、街区内の住環境の評価など、


詳細な地区診断をおこなった。その結果から、住宅市街地総合整備事業（密集型）による


建て替え促進やポケットパークの整備、防災街区整備事業による骨格となる道路整備、優


良建築物等整備事業による共同建替えの連鎖などの事業制度の適用の比較検証と、防災街


区整備地区計画や街並み誘導型地区計画などの異なる種類の地区計画の比較とその適用


の可能性について検討した。 


 


③モデル街区におけるまちづくり事業の支援 


 地区全体のまちづくりの計画を策定する前に地区診断を行い、他街区と比べて、特に危


険性の高い街区を抽出し、その分布図を示した。その結果、行き止まりの細街路や木造の


建物が密集し、特に危険性の高い 1ha 街区を対象に、具体的に改善を進めるためのモデル


となる建て替え計画の検討を行うことになった。 


 モデル街区の地域住民の意向の聞き取り調査を実施し、勉強会を開催した。勉強会では、


街区単位の建て替えによって防災性を高めた目標像を検討し、その実現のための建て替え


のシナリオを検討した。 
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図 4-4-2 地区のまちづくり計画策定のための支援方法 


 


(2)地区のまちづくり計画の策定プロセス（図 4-4-3） 


 筆者は、地区全体のまちづくりの計画策定と、小規模まちづくり事業の連鎖的展開によ


る街区計画の検討を同時に進めた。 


 まず、「担い手支援事業部会」で地区全体のまちづくりの計画を検討した後、街区レベ


ルの模型を用いた建替えデザインゲームにより、小規模まちづくり事業の検討を行った。


街区レベルの検討結果が、地区全体のまちづくりの計画の検討の成果としての目標像の空


間イメージに反映された。次に、「建て替えデザインゲーム」に参加した地域住民と地権


者により、共同建て替えによる小規模まちづくり事業の検討を行った。これを「災害に強


いまちづくり部会」の中の１つの分科会「エリア別チーム」として位置づけ、「担い手支


援事業部会」と情報共有を行いながら検討を進めた。 


 その結果として、地区全体のまちづくりの計画に、街区レベルの課題を解決するための


提案を取り入れることが可能となり、地区全体で議論された方針に即して、街区における


期待できる成果①：地区まちづくり計画の


合意 
 模型を使ったワークショップ等を通じて、複数のま


ちづくりプロジェクトの検討を行い、これらを連担さ


せた地域更新イメージを共有。さらに実行体制や


プログラムを整理した「地区まちづくり計画」を住民


組織の会で合意されることが期待できる。 
 


③個別ヒアリング／モデル街区勉強会による事業モデルの検討と事業化支援 
・細街路沿道／無接道敷地／商店街沿道／都市計画道路沿道等、様々な立地条件の権利者や


住民に個別ヒアリングを行い、建て替え等に向けた動機付けを整理し、事業モデルを検討 


・地区診断を踏まえて、特に危険性の高いモデル街区を選定し、権利者を対象とした共同建て替


え／協調建て替え／避難路整備等の事業化に向けた勉強会を開催 


①住民組織運営の支援と体制づくり 
・ 計画策定から事業実施時における住民組


織／行政／大学等による連携体制を提案 


・ 計画検討ワークショップにおいて、個々の


取り組みや事業における行政／住民組織／


地域住民の役割分担を整理 


・ 途中段階で、行政の担当者へ随時報告 


 内容の実現性や体制について検討 


②事業制度等の技術的検証 
・ 密集事業、防災街区整備事業、優建事


業等の事業制度の適用の比較検証と、防


災街区、街並み誘導型等の地区計画制度


の適用の比較検証による適用検討 


・ ＧＩＳ活用による延焼シミュレーション、街環境


評価／危険度分析等の詳細な地区診断 


・ ３次元モデルや模型による可視化 


期待できる成果②：小規模連鎖型まちづく


り事業の事業計画の合意 


 特に危険性の高いモデル街区における権利


者を対象とした共同建て替え／協調建て替え／


避難路整備の実現に向けた事業計画を事業関


係者で合意されることが期待できる。 
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小規模まちづくり事業を検討することが可能となった。すなわち、地区レベルの都市基盤


整備の計画と街区レベルの小規模事業連鎖の整合性を図ることができた。 


 建替えデザインゲームは、対象とした街区を縮尺 1/00 で再現した模型を用いて、その街


区の地権者へのヒアリングにより把握した土地の活用方法や既存の建物の建て替えの意


向などをもとに、ワークショップ参加者が、街区の住民になりきり、共同建て替えや協調


建替えのシミュレーションを行うことを目的としたワークショップである。袋小路・建て


詰まり・未接道敷地などの街区内の問題が改善された空間イメージを模型で検討し、それ


を参加者の間で共有することができる。 


 まず、「担い手支援事業部会」に参加する地域住民が、木造住宅が密集する街区を対象


にして、建て替えデザインゲームを行った。その結果、大規模な共同建替えによって中庭


を創出し、延焼遮断帯となる緑道を整備し、その緑道で中庭をつなぐことで街区の防災性


を高めた空間イメージが生み出された。  


図 4-4-3 上高田地区のまちづくり計画の策定プロセス 
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 次に、地権者が共同建替え検討を行うために設置された「エリア別チーム」では、同じ


街区の模型を使って、実際の地権者の意向に即して条件を設定し、建替えデザインゲーム


を実施し、共同建て替えによる小規模まちづくり事業が連鎖的に展開した空間イメージが


作成された。その空間イメージを実現するために、実際の地権者の権利床を踏まえて、小


規模まちづくり事業の収支計画を検討した。 


 


                                              


 


 


 


 


 


 


 


                    


  


 


 


 


 


 


  


写真 4-4-3 建替え後の模型 写真 4-4-2 建替え前の模型 


写真 4-4-1 建て替えデザインゲームの様子 
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(3)地区のまちづくり計画をまとめた「まちづくり提言書」 


 「災害に強いまちづくり部会」で検討されたまちの目標像の空間イメージをもとに、地


区のまちづくりの会が、その実現に向けた体制やプログラムを整理した地区のまちづくり


計画を策定し、これをとりまとめた「まちづくり提言書」を 2009 年の秋に区長に提出し


た。 


 


 


図 4-4-4 まちの目標像の空間イメージと地区のまちづくり計画 
早稲田大学都市・地域研究所(2009)「まちづくり計画策定担い手支援事業報告書」より引用 
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図 4-4-5 まちづくり提言書における提案の一覧 


早稲田大学都市・地域研究所(2009)「まちづくり計画策定担い手支援事業報告書」より引用 
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4-4-3 モデル街区における小規模まちづくり事業とその事業連鎖の計画 


 


(1)小規模まちづくり事業とその事業連鎖の検討 


 2010 年 3 月までに計 6 回の勉強会を開催し、地権者と地域住民が、街区のガワとアンコ


の条件の違いによって生じている課題を解決するための方策について話し合った。さらに、


模型を使って、1)協調建て替えによって改善する計画、2)共同建替えによって改善する計


画、3)避難路協定で改善する計画、の 3 つの計画パターンを検討した注 6)。 


 それらの計画を実現するための方法として、1)事業区域外の飛び地の権利者の小規模ま


ちづくり事業への参加、2)まちづくり会社などによる街区内の残地の買取り、3)その土地


の小規模まちづくり事業を実施する際のまちづくり用地としての活用、の 3 つを検討した。 


 その結果として、図 4-4-3 に示した街区計画案がとりまとめられた。その計画を実現す


るために、2010 年度から、小規模まちづくり事業の連鎖的展開に向けた事業検討が始まっ


た。 


 また、まちづくりの会では、上述の「小規模まちづくり事業の連鎖的展開に向けた事業


検討」に加えて、「避難所とその周辺の環境改善の検討」「生活環境軸（幅員 6m の避難


道路）とその沿道の不燃化の検討」が進められた。以上の 3 つ検討については、災害に強


いまちづくり部会の中に、プロジェクトチームを設置して検討を進めた。 


 


  


写真 4-4-1 模型を使ったシミュレーション 
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図 4-4-3 モデル街区における計画案 


写真 4-4-2 小規模まちづくり事業の模型 
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(2)小規模まちづくり事業の事業シミュレーション 


 建替えデザインゲームで検討した 2 つの小規模まちづくり事業の事業計画案の事業化の


ために、以下の手順で、事業シミュレーションを行い、その効果を示した。 


 第一に、建て替え前と後の比較するために、小規模まちづくり事業によって創出される


通り抜け通路や小広場を平面図とパースで示し、小規模まちづくり事業の用途構成を断面


図で示した（図 4-4-4、図 4-4-5、図 4-4-6、図 4-4-7）。 


 第二に、小規模まちづくり事業が連鎖的に展開した場合の街区の環境の性能の向上を示


すために、延焼シミュレーションを用いた防災性能の評価、日影シミュレーションを用い


た住環境性能の評価を行なった（図 4-4-8）。 


 第三に、建て替え前と建て替え後の比較し、権利者の従前と従後の権利の変化を図に示


した。これをもとにして、小規模まちづくり事業の権利変換計画、事業収支計画を検討し


た（図 4-4-9、表 4-4-1）。 


 


 


  


                                                    


 現況  路地の奥の３ 軒による共同建て替え                          A 案  道路沿いの建物１ 軒を取り込んだ４ 軒による共同建て替え    
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図 4-4-4 小規模まちづくり事業の検討敷地 図 4-4-5 小規模まちづくり事業の計画(A案) 
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 B 案  道路沿いの建物３ 軒を取り込んだ６ 軒による高齢者住宅を併設した共同建て替え                        
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図 4-4-6 小規模まちづくり事業の計画(B案) 


                                                     


 C 案  上高田本通り沿いの建物を取り込んだ６ 軒による介護施設を併設した共同建て替え                      
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図 4-4-7 小規模まちづくり事業の計画(C案) 
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図 4-4-9 小規模まちづくり事業の権利変換計画 
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■現況と計画案の比較-延焼シミ ュレーショ ン


図 4-4-8 小規模まちづくり事業の防災および日影のシミュレーション 
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●優良建築物等整備事業（共同建て替えの補助） 
 国は、地方公共団体が補助金交付要綱により施行者に補助する額の 1/2 以内、かつ補助対象


事業費の 1/3以内を地方公共団体に対して補助する。  


（つまり事業に対しては、下記の補助対象事業費の 2/3以内の補助ということ） 


 


●補助対象： 
１ 調査設計計画費（地盤調査、基本設計、建築設計）  


２ 土地整備費  （除却、整地、補償費）  


３ 共同施設整備費（空地費、供給処理施設、共用通行部分整備、立体遊歩道等、駐車場、ﾃﾚﾋﾞ


障害防除施設、電気・機械室、生活基盤施設、高齢者生活支援施設） 


 


●地区の従前状況 
 ・土地所有者数 ３名 


 ・敷地面積 ８筆１０権利者 敷地合計 ８３０㎡   


 ・土地価格（仮定） 


   本通り沿い：500千円／㎡ それ以外：450千円／㎡ 


 ・従前建物建物評価額 


   木造、ＣＢ造、鉄骨造、ＲＣ造とも木造評価並として、60千円/㎡ 


 ・建物数 ８棟（家屋台帳より）延べ床面積合計 810㎡ 


 


●計画施設建築物想定 ※16番地に建設する建物 
 ・地区面積：800㎡ 


 ・敷地面積 ：700㎡ ※17番地は駐車場 4台分（100㎡） 


 ・施設建築物：鉄筋コンクリート造 ５階建て 


 ・計画建物延床面積 １，５００㎡（約２１５％）※容積対象 1,200㎡（約１７０％） 


 ・店舗他施設床面積  ２００㎡ 


   ・住宅面積     １０００㎡ 


   ・専有床面積計   １２００㎡ 


 ・共有部分面積    ３００㎡ 


 ・従後の敷地は一筆共有の所有権、建物は区分所有と設定 


 


●総事業費 ４７２，７００千円 


 


●補助額 
 １）優良建築物等整備事業補助金 ７０，９００千円 


 ２）東京都医療・介護連携型高齢者専用賃貸住宅モデル事業 ２０，０００千円 


 ３）中野区木造住宅建替え助成事業 125㎡未満：４０万円（125㎡以上：８０万円） 


   ８棟×４００千円＝３，２００千円  


 １）～３）の合計＝９４，１００千円（補助は２割程度）  


 


●保留床処分金＝総事業費－補助額＝３７８，６００千円 
（保留床は分譲住宅として売却、一部は地権者が買い戻して、店舗や福祉施設としてテナント貸し） 


 
表 4-4-1 小規模まちづくり事業の事業収支計画 
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4-4-4 小結 


 


 東京都中野区上高田地区を対象とした、平時のまちづくりにおける小規模多主体事業連


鎖と都市基盤整備による複線型まちづくりの適用事例より、平時のまちづくりにおいて複


線型まちづくりを推進する上での課題を示した。 


 


(1) 小規模多主体事業連鎖と生活環境軸の整備による複線型シナリオの可能性 


 上高田地区では、地域住民は、密集市街地の改善について、行政による道路整備や広場


整備などの都市基盤の整備に頼っていたため、行政が、それらの都市基盤の整備に着手し


ない限り、密集市街地の改善が進むことはない状況であった。 


 そのような状況の中、地権者と地域住民が、特に危険度の高い街区約 1ha を対象に、小


規模多主体事業連鎖と都市基盤整備（生活環境軸）の整備による街区計画を検討した。そ


の計画に基づいて、地権者や地域住民が共同建て替えや個別建て替えを行い、それらを地


区全体に波及させることにより、生活環境軸整備し、密集市街地の改善を図ることが可能


であることが認められた。 


 以上のように、行政主導による都市基盤整備が先行されずとも、地域住民が主体となっ


て、行政と連携し、小規模多主体事業連鎖を展開させるシナリオにより、密集市街地を改


善するというまちづくりのシナリオが、地域住民と行政との間で共有された。 


 


(2)平時のまちづくりにおける複線型まちづくりの推進に向けた課題 


 小規模多主体事業連鎖と生活環境軸の整備による複線型シナリオによりまちづくり w


進めるために、地区おまちづくり協議会に加えて、街区単位で地権者による計画検討と合


意形成を図るための部会が設立され、地区レベルと街区レベルの 2 つのスケールの検討が


同時並行で進められた。これにより、街区レベルで検討した小規模まちづくり事業の計画


に合わせて、地区レベルのまちづくりの計画が調整され、小規模まちづくり事業により共


同建て替えを実現するための事業検討合意が図られた。 


 しかし、その後検討は進められたが、事業の施行および計画の実現には至っていない。


また、共同建て替え事業の支援制度が十分ではないこと、小規模まちづくり事業との相互


調整が必要となる行政による都市基盤整備の検討が進んでいない。事業の実現に向けた課


題として、以下の 3 つがあげられる。 


 第一に、小規模な事業とは言え、地域住民や地権者が個人で事業リスクを負うことは困


難なため、資金調達を行うことのできるまちづくり法人などの事業実施主体を組成するこ


とが課題としてあげられる。 
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 第二に、地域住民や地権者に加えて、行政および事業協力者の参加のもとで建て替えデ


ザインゲームを実施し、地域住民による小規模多主体事業連鎖と、行政による都市基盤整


備との相互調整を図ることが課題としてあげられる。 


 第三に、行政による支援制度の拡充または創設、事業協力者による事業化支援の後押し


を得るために、小規模多主体事業連鎖が及ぼす地区のまちづくりによる市街地環境の質の


向上などの効果を、事業シミュレーションにより示すことが課題としてあげられる。 
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4-5 第４章の結論 


 


 本章では、気仙沼市内湾地区の複線型復興まちづくりを対象として、小規模多主体事業


連鎖と都市基盤整備の複線間の相互調整の分析、空間整備のパターンを分析、事業評価を


行い、その結果に基づいて、以下の 4つの相互調整による複線型復興まちづくりのシナリ


オの一般モデルを示した。 


 第一に、地域住民の建物再建の希望や社会状況の変化に応じて、先行する防潮堤や道路


などの都市基盤整備の計画を修正し、段階的にその計画を決定すること、第二に、地権者


の意向の調整により集約換地を行い、先行街区に建物の再建を誘導すること、第三に、岸


壁・公園・歩道・建物の敷地内のセットバック空間などのオープンスペースのデザインを


調整し、一体的な空間として整備すること、第四に、地域の中心の道路となる生活環境軸


などの主要な道路空間と沿道の建物による街並みを調整すること、である。 


 以上のように、小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備との複線間の相互調整による複線


型復興まちづくりにより、地域住民の再建の希望に対応した質の高い空間整備が進められ、


過剰な都市基盤整備による空き地・空き住戸・空き床の問題の発生が回避された。 


 


 なお、小規模まちづくり事業及び小規模多主体事業連鎖に合わせて、途中段階で、都市


基盤整備の計画を修正することによって、復興の遅延や事業費の増額などが生じることが


懸念されがちである。しかし、気仙沼市内湾地区では、都市計画決定および復興交付金の


スケジュールにより都市基盤整備の計画決定が必要となる時期までに修正を行うことを


原則とし、修正期限に段階性を持たせることにより、行政による大幅な都市基盤整備の手


戻りが生じることは無かった。 


 


 また、気仙沼市内湾地区の複線型復興まちづくりの分析結果から、行政主導の大規模な


開発によるまちづくりと比較した小規模多主体事業連鎖のまちづくりの優位性として、以


下の 3つがあげられる。 


 第一に、身の丈の事業規模の小規模まちづくり事業により、過剰な事業規模の整備が進


むことを回避された。また、1つの小規模まちづくり事業のみでは、市街地環境の質の向


上を図ることができないが、複数の小規模まちづくり事業の段階的な連鎖により、最終的


に地区全体の市街地環境の質の向上が図られた。 


 第二に、小規模な単位で事業が検討されることにより、関係者の意見の反映、丁寧な合


意形成、地域の文脈に基づいたきめ細かい計画および設計が行われた。 
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 第三に、地域に関わる多主体の協働による小規模まちづくり事業が組み立てられたこと


により、住宅再建に加えて、被災前の生業の復旧・継続、新規事業の起業、コミュニティ


ビジネスなどの地域産業の発展に資する場が創出された。  
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補注 


注 1) 表 4-2-1 の各プロジェクトの事業費や規模をまとめた諸元表は、2018 年 4 月から 10 月にかけ


て、筆者が実施した事業主体へのヒアリングおよび気仙沼市のホームページ


https://www.kesennuma.miyagi.jp/li/fukko/100/010/index.htmlより得た情報をもとに筆者が作成した


ものである。 


注 2)「重点密集市街地」は、特に大火の可能性の高い危険な市街地として、国が 2003 年に、住宅


密集度、延焼危険性、避難や消火などの困難性などを条件に全国で約 8000ha 定めた地区。2009


年度の目標達成は約 4 割にとどまり、その目標達成が困難な状況にあったことなどから、2010


年度には、地鎮時等に著しく危険な密集市街地（＝新重点密集市街地）が設定された。 


注 3)まちづくり計画策定担い手支援事業は、密集市街地、中心市街地、都市再生緊急整備地域等に


おいて、市街地の整備改善につながる都市計画の提案の促進を図ることを目的として、地権者


組織をはじめ、地域におけるまちづくりの担い手に対して必要な経費を補助する国土交通省の


事業であり、上高田地区は、2008 年度と 2009 年度の 2 カ年で本事業を実施した。 


注 4)早稲田大学都市・地域研究所は、地方自治、都市政策、都市計画、都市デザイン、中心市街地


及び地域活性化、都市基盤整備などを総合的に研究し、都市・地域づくりの現場で、市民・行


政・専門家の参加のもと、都市・地域づくりの研究・実践機関である。 2001 年度に早稲田大学


の佐藤滋教授が設立し、2009 年度より筆者は、研究員として研究プロジェクトに参加してきた。 


注 5) 新井薬師前駅周辺地区では、2004 年から、住民、中野区、早稲田大学都市・地域研究所の 3


者の参加のもと「新井薬師前駅周辺まちづくりの会」が平均月 1 回のペースで開催され、鉄道


立体交差化後のまちづくりを目指した議論が進められてきた。この会の中では、鉄道立体交差


化事業に直接関連することだけでなく、道路や防災の問題等、駅周辺の密集市街地のまちづく


りについて話し合ってきた。 


注 6) 新井薬師前駅周辺まちづくりの会は、「住まい・まちづくり担い手事業（長期優良住宅等推


進環境整備事業）」の支援を受けて、モデル街区の検討会を開催した。 
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５章 平時に復興のシナリオと目標像を検討するための事前復興まちづくりの 


     手法 


 


 


5-1 研究の目的と方法 


 


 本章では、東京都新宿区内の 3 地区の地域住民を対象として、平時に、復興まちづくり


における小規模まちづくり事業の連鎖的展開によるシナリオと目標像を検討するための


訓練およびワークショップを実施し、その有効性を明らかにすることを目的とする。 


 


 「東京都震災復興マニュアル」には、地域力を活かした住民主体の復興のために、震災


の発生後に区市町村が認定される「地域復興協議会」を住民が設立し、「協働復興区」に


おける復興まちづくりを担うことの重要性が示されている注１）。特に、阪神・淡路大震災


の被災地復興の教訓から「地域復興協議会」の担い手となる復興市民組織の育成を図るた


め、「復興市民組織育成事業」により、東京都が企画運営費を都内の区市に助成し、復興


模擬訓練が実施されてきた（平成 16 年度〜平成 18 年度）。事業が終わってからも復興模


擬訓練を継続的に実施している自治体は多く注 2）、本章が対象とする新宿区もそのひとつ


である。 


 復興模擬訓練では、まちが首都直下地震被災したことを想定し、被災したエリアを復興


するプロセスを住民、行政、専門家、大学が模擬的に体験し、復興まちづくりの課題を共


有することを目的としている。ただし、都内各地区で実施されてきた訓練の方法は、それ


ぞれの地区によって異なる注 3）。特に、新宿区内の密集市街地の中には、復興模擬訓練を


契機に、平時の住環境整備のまちづくりに取り組み始めた地区もある注 4）。 


 


 筆者は、新宿区内の 3 地区で実施した復興模擬訓練と、対象地区の復興シナリオを事前


に作成するためのワークショップ（以下、事前復興 WS）を実施するにあたって、その企画


検討と運営の支援を行い、各地区で実施した復興模擬訓練と事前復興 WS の各参加者の発


言を質的データ分析法により分析し、事前復興 WS の有効性を明らかにした。 
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5-2 復興模擬訓練のプログラムと実施概要 


 


 新宿区では、各地区の地区協議会・町会連合会、行政、早稲田大学が協働で、2006 年度


は榎地区、2007 年度は箪笥地区、2008 年度は落合第二地区、2009 年度は大久保地区、2010


年度は戸塚地区、2013 年度は柏木地区の計 6 地区で、復興模擬訓練を開催してきた。復興


模擬訓練のプログラムは、表 5-2-1 に示した通り、以下の手順で進める。 


 1)阪神淡路大震災で被災市街地の復興まちづくりのプロセスを学習する。また、地域住


民で、訓練を開催する地区の大震災における被害想定を確認する。2)まちあるきを行い、


地区の復興まちづくりの課題や資源の実態を共有する。3)震災復興疑似体験めくりめくり


ゲームを行い、ロールプレイ形式で被災者のプレーヤーになりきって、生活再建プロセス


とまちの復興プロセスを体験することを目的としたワークショップを実施する。4)復興ア


イデア旗さしゲームを行うことによって、地域の課題と資源の実態を踏まえて、災害直後


から本格的な復興まちづくりまでの課題の解決方法および資源の活用方法を話し合い、地


区の復興まちづくり計画の素案を検討する。 


 本稿は、6 地区のうち、それぞれの地区で復興模擬訓練を開催した後に、事前復興 WS


を開催した落合第二地区、戸塚地区、柏木地区の 3 地区を研究対象とする。 


 


表 5-2-1新宿区における復興模擬訓練のプログラム 


 ① ガイダンスと被害想定 


- 阪神淡路大震災の被災地復興のプロセスの学習と訓練目標の共有 


— 町丁目・町会などのミクロな単位での被害想定の紹介 


 ② まちあるき・ガリバーマップ 


- まちの危険箇所と仮想の復興まちづくりの資源の発見と共有 


 ③ 震災復興疑似体験めくりめくりゲーム 


震災復興後の個人の生活を再建するロールプレイングゲーム 


- 生活復興およびまちの復興のプロセスの共有 


- 首都直下地震のゆれによる建物倒壊と地域内の複数箇所における炎上出火の発生を想定した際の 


  延焼シミュレーション 


 ④ 復興アイデア旗さしゲーム 


事前復興まちづくりのアイデアが書かれた旗を地域模型にさしていくワークショップ 


- 地区の復興まちづくり計画の素案の作成トレーニング 


- 上記シミュレーション結果を元にした仮想の重点復興地域における事前復興まちづくりのアイデア検討 


 ⑤ 成果共有のための発表会 


- 訓練成果をふまえた専門家による仮の復興まちづくり計画の提案 


- 協働復興模擬訓練とその後の継続的議論を目指すための地域内における復興まちづくりの布陣形成 
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図 5-2-1 震災復興疑似体験めくりめくりゲームのプロセス（落合第二地区の例） 
2009年 3月 落合第二地区協働復興模擬訓練報告書（新宿区）より引用 
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図 5-2-2 復興アイディア旗さしゲーム結果（落合第二地区の例） 
2009年 3月 落合第二地区協働復興模擬訓練報告書（新宿区）より引用 
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5-3 市街地火災の延焼シミュレーションによる町丁目単位の被害想定 


 


 復興模擬訓練では、①ガイダンスと被害想定や、②まちあるきガリバーマップなどの前


半のプログラムを通じて、参加者が地域の被害を想像することを目的としている。しかし、


東京都や内閣府から示されている首都直下地震の被害想定（広域被害想定）は、都や県な


ど広域の単位とした数値やメッシュによる分布で示されているため、地域住民が生活して


いる町会にどのような被害が想定されているのかをイメージすることは困難なものであ


る。それどころか、大規模な被害による全壊棟数や死者数などの数値が一人歩きし、地域


住民にとって被害想定が絶望を与え、危機感を煽ることだけにとどまっていると考えられ


る。 


 そこで、新宿区の復興模擬訓練では、都や区市町村を単位とした広域の被害想定の数値


に基づいて、以下の方法で町丁目単位のミクロな被害想定（近隣被害想定）を推定した。


その結果をもとに延焼シミュレーションなどを実施し、参加者にとって、それぞれの地区


の危険性の理解度を高める、イメージ示めすこととした。 


 


 


5-3-1 被害想定の推定方法 


 


 近隣被害想定の推定のために町丁目毎に危険性を相対的に評価した「地震に関する地域


危険度測定調査（東京都）」のデータを用いた。 


 


①被害想定(D)の設定 


i 市区町村、j町丁目の近隣被害想定における建物倒壊棟数を D1(i,j)[棟]、焼失棟数


D2(i,j)[棟]とする。 


②危険(H)の設定 


i 市区町村の広域被害想定における建物倒壊棟数を H1(i) [棟]、焼失棟数を H2(i) [棟]と


する。 


③脆弱性(V)の設定 


脆弱性は、地震モデルや前提条件に依らない絶対的な指標である。「地震に関する地域危


険度測定調査」の建物倒壊危険量を V1(i,j) [棟/ha]、焼失危険量を V2(i,j) [棟/ha]とす


る。建物倒壊危険量及び、焼失危険量に町丁目の面積 S(i,j)[ha]を乗じた数値をそれぞれ、


建物倒壊絶対数[棟]、焼失絶対数[棟]と呼ぶこととする。 
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 以上の設定で、図 5-3-1 のフローに示した流れで、以下の建物倒壊被害と焼失被害の推


定式を導出した。 


 


図 4-3-1 近隣被害想定の推定フロー 


 


 


(1)近隣被害想定における建物倒壊被害の推定式 


   ---(1) 


(2)近隣被害想定における焼失被害の推定式 


   ---(2) 


 ここで、(1),(2)ともに 


・k(i): i市区町村内の町丁目の通し番号(1〜m(i)) 


・m(i): i市区町村内の町丁目の数 


 


 この数式を用いて、特定の条件下における特定の町丁目の近隣被害想定を具体的な数値


で推定し、表 5-3-1 に示した。 
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表 5-3-1 広域被害想定と近隣被害想定の推定値 注 5） 


地区 町丁目 
建物倒壊棟数(棟) 焼失棟数(棟) 


絶対数 推定値 絶対数 推定値 


落合第二 


地区 


上落合１ 83.25 60 54.5 57 


上落合２ 94.24 68 71.44 75 


上落合３ 101.16 73 79.74 84 


柏木 


地区 


北新宿１ 72.75 53 13.75 15 


北新宿２ 77.94 56 57.96 61 


北新宿３ 105.5 76 68.5 72 


戸塚 


地区 


高田馬場１ 71.28 52 33.36 35 


高田馬場２ 50.6 37 42.1 44 


高田馬場 3 104.76 76 50.49 53 


高田馬場４ 83.25 60 26.5 28 


新宿区全体 5,081.54 3,681 2,065.46 2,174 


東京都全体   116,224   201,249 


地震モデル 東京湾北部地震 


規模 マグニチュード 7.3 


季節・時刻 冬 夕方 18時 


気象条件 風速 8m/秒、風向 北北西 
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5-3-2 延焼シミュレーションの実施 


 


 さらに、前項で示した方法で推定した被害想定を踏まえて、防災まちづくり支援システ


ムによる延焼シミュレーション注 6）の技術を用いて空間的被害として示す。延焼シミュレ


ーションは以下の手順で行い、例として、図 5-3-2 に K 地区での被害イメージを示した。 


①前提条件を「首都直下地震等による東京の被害想定（平成 24 年 4 月）」注 7）と揃え、風


速 8m/秒、風向 北北西とする。 


②出火点を可燃建物に設定し、シミュレーションを行い、焼失棟数を求める。 


③出火点を変更して、②を全パターンで試行する。 


④全試行の中から焼失棟数が、最も近隣被害想定の推定値と近いものを空間情報として採


用する。 


 


 


図 5-3-2 K地区の延焼シミュレーションの例示 
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5-3-3 被害想定に関するアンケート調査 


 


 K 地区の復興模擬訓練では、町丁目単位のミクロな被害想定の結果をスライドで紹介し、


訓練終了直後に参加者 51 人を対象にアンケート調査を実施した。アンケートでは、表 5-3-1


の推定値とそれを踏まえた図 5-3-2 の延焼シミュレーションの結果を比較し、広域被害想


定と近隣被害想定の印象の差について回答を得た。（図 5-3-3） 


 東京都の公表する広域の被害想定の内容については、「実感が持てる」人は 3 割であっ


たが、今回の町丁目単位のミクロな被害想定や延焼シミュレーションの結果については 7


割の人が「実感を持てる」と回答していることから理解を深めることに寄与したことがわ


かる。 


 また、「被害想定は大きいと思うが、実際にはもっと大きくなると思う」と回答した人


が、東京都の公表する被害想定に関しては 26%であったが、今回の町丁目単位のミクロな


被害想定に関しては 43%であった。更に、その増加分に該当する人は前アンケートで「広


域の被害想定には実感が持てなかったが、町丁目単位のミクロな被害想定には実感を持て


るようになった人」であることから、自分の住む町会の危険性の認識に寄与したことが明


らかになった。 


 


 


図 5-3-3 ミクロな被害想定の結果についてのアンケート結果 
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5-3-4 小結 


 


 近隣被害想定が、新宿区の復興模擬訓練の参加住民に地域の危険性を認識させることに


寄与したことが明らかになった。本研究における近隣被害想定は、参加住民にとって身近


な「地震に関する地域危険度測定調査」のデータを用いたことで、参加者の理解度が高ま


ったと言える。しかし、推定方法の妥当性に課題が残るため注 8）、今後の課題として、地


震モデルに応じた町丁目毎の地震動の大きさを正確に反映する推定方法を検討する必要


がある。 
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5-4 復興模擬訓練の参加者の発言の分析 


 


 


5-4-1 参加者の意見の質的データ分析の方法 


 


 新宿区の復興模擬訓練で得られる効果として「①ガイダンスと被害想定」及び「②まち


あるきガリバーマップ」で大地震時の被害イメージの確認と、減災のための地域資源のリ


ストアップを行うことができ、「③震災復興疑似体験めくりめくりゲーム」では、住まい・


まち・生活の復興プロセスを学習することができる。以上の基礎的な学習を踏まえ、「④


復興アイデア旗さしゲーム」では各地区における大地震の被害想定をもとに「避難所や仮


設住宅の設置と運営に関するスタディ」「地域協働型復興の地域役割と組織体制など災害


時の支援ネットワーク検討」など、発災後の課題について話し合われてきた。さらに、震


災後の課題に留まらず、事前に大震災の被害を軽減するための「防災やまちなみのルール


や地区計画等の検討」「共同・協調建て替え、避難通路や道路整備などの不燃化・耐震化


などの住環境整備」についても議論がなされてきた。 


 上述の議論の結果のうち、研究対象の 3 地区で開催された「④復興アイデア旗さしゲー


ム」の参加者のワークショップ中の発言をレコーダーに記録したものをテキスト化し、コ


ーディングよる質的データ分析手法（以下、コーディング分析）を用いて抽出されたキー


ワードを「a. 避難所や仮設住宅等」「b. 災害時のネットワーク」「c.ルールや地区計画等」


「d. 住環境整備（共同・協調建て替え、避難通路や道路整備、耐震化等）」の 4 つにカテ


ゴリー化して分析を行った。 


 


 


5-4-2 各地区の質的データ分析の結果 


 


 落合第二地区（以下、落合）の発言数 92（3 班）、戸塚地区（以下、戸塚）の発言数 132


（4 班）、柏木（以下、柏木）の発言数 140（5 班）から、その発言の趣旨を表すキーワー


ドを抽出した。 


 落合では 86 が抽出され、4.1 で示した abcd のカテゴリー別のキーワード数の内訳は、a：


10、b：42、c：4、d：30 という結果だった。また、発言回数の上位のキーワードは、「拡


幅,袋小路,ケア,発電,備蓄」で、それぞれ 3 回だった。 
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 戸塚地区では 131 のうち a:7、b:76、c:10、d:35 であった。発言回数の上位は、「若い人」


が 8 回、「みなし仮設」および「仮設用地の協定」が 5 回、「安否確認」および「公園」


が（4 回）であった。 


 柏木地区は 119 で、内訳は、a:8、b:59、c:12、d:40 であった。発言回数の上位は、「仮


設住宅」が 9 回、「南北」が 7 回、「東西」「外国人」が 6 回、「避難所」が 5 回、「生


け垣、袋小路、防災軸、消火器、消防車」が 4 回だった。 


 


 


5-4-3 小結 


 


 図 5-4-1 のように、すべての地区において「b 災害ネットワーク」のキーワードが半数を


占めた。特に戸塚は約 6 割を占めていた。また、「d 住環境整備」のキーワードも各地区


とも約 3 割あったが、「b 災害ネットワーク」と比べると圧倒的に少なく、「c ルール、地


区計画」 


についてのキーワードはほとんど無かった。以上から、復興模擬訓練は、復興プロセスに


おける体制づくりに関する議論が中心であったことが分かった。一方で、「d 住環境整備」


や「c ルール、地区計画」など、小規模まちづくり事業の連鎖的展開によるシナリオと目


標像に関するテーマの議論の割合は小さいため、その必要性や課題についての議論にとど


まっていた。 


 


 


 


 


図 5-4-1 復興アイデア旗さしゲームのキーワードの発言数 
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5-5 事前に復興まちづくりのシナリオを作成するためのワークショップ 


 


 


5-5-1 事前復興ワークショップの実施概要 


 


 対象とした 3 地区では、一連の復興模擬訓練プログラム終了後に、復興模擬訓練に参加


した町会長などの地域住民の代表者による会議を開催した。会議では、事前から復興まち


づくりの計画を検討しておきたいという要望があったため、事前復興 WS の企画を検討し、


に取り組みたいというご意見があった。以下の経緯を踏まえて各地区において表 5-5-1 に


示した事前復興 WS を実施した。 


 


 事前復興 WS は、1)市街地火災の延焼シミュレーションによる町丁目単位の被害想定の


確認、2）地区の中で特に大きな被害を受ける街区の確認、3)街区模型を使った復興まちづ


くり計画の空間イメージの検討、4)小規模まちづくり事業の連鎖的展開によるシナリオの


作成と目標像の検討、を基本的な手順とし、以下のように、3 地区で、計 4 回の事前復興


WS を実施した。 


 


①戸塚地区（その１）：災害時ネットワークの検討 


 戸塚地区では、災害時の対応を町会などの地域団体だけで行うことに限界を感じていた。


事前復興 WS を通じて、検討した復興シナリオの進行と、目標像の実現のために、NPO や


NGO などの災害時の支援団体と町会などの地域リーダーによる災害時の体制について検


討した。 


 


②戸塚地区（その２）：復興まちづくり計画の検討 


 さらに、戸塚地区では、事前に復興まちづくりの計画や方針を検討しておきたいという


声も上がっていた。事前復興 WS において、地図や模型を用いて、仮設市街地と復興まち


づくり計画の素案を検討した。 


 


③落合第二地区：まちづくりの方針と復興まちづくり計画の検討 


 落合第二地区では、特に道路も狭い木造住宅が密集する 2 つの町会エリアの問題が認識


されたため、そのエリアの防災性を高める具体的な方法の検討が求められていた。事前復


興 WS によって、防災まちづくりの課題を整理し、地区計画等の方針やルールをまとめた


計画の素案を検討した。 
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④柏木地区：共同建替え事業の検討 


 柏木地区は、老朽木造住宅が密集する街区の改善が課題としてあがっていた。事前復興


WS によって、地区の中で特に大きな被害を受ける街区の確認し、模型を使って、共同建


て替えによる小規模まちづくり事業の検討を行った。 


 


 


表 5-5-1 各地区の事前復興ワークショップの実施概要と特徴 


 


 


 


  


実施概要  各地区の検討内容の特徴  実施の様子 


 ①災害時ネットワーク 


の検討 


開催日時： 


2013.11.29 


参加人数：53名 


開催地区：戸塚 


災害支援団体（NPO,NGO,医療福祉団


体）と地域団体（町会長、小中学校


等）が、災害発生〜本格復興までの


様子を表現したパネルと 1/300の模


型を使って、災害時体制について話


し合った。 
 


 ②復興まちづくり計画     


の検討 


開催日時： 


2011.10.26 


参加人数：42名 


開催地区：戸塚 


地域のリーダー（町会長や役員、防


災部長、地区協議会メンバー）が、


専門家や行政職員と相談しながら、


地図や 1/300の模型をつかって仮設


市街地とその後の復興まちづくり計


画の素案を検討した。 
 


 ③まちづくりの方針と 


復興まちづくり計画の 


検討 


開催日時： 


2010.11.7 


参加人数：23名 


開催地区：落合第二 


1/500の地区の建替模型と住環境整


備のアイデアに関するカードを使っ


て、防災まちづくりにおける「行政


／協議会／住民」の各主体の役割を


整理し、結果を踏まえて、必要とな


る地区計画等のルールを検討した。 


 


 ④共同建替え事業の検討 


開催日時： 


2014.10.20 


参加人数：12名 


開催地区：柏木 


木造住宅の密集する街区を再現した


1/100の模型をベースに、共同建て替


え、協調建て替え、街なみ誘導型地


区計画によるセットバック等の建て


替え模型を使って、小規模まちづく


り事業の検討を行った。 
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5-5-2 事前復興ワークショップの参加者の意見の質的データ分析 


 


 以上の 4 つの事前復興まちづくり支援手法について、各地区で試行し、参加者の意見の


コーディングによる質的データ分析を行い、復興模擬訓練で実施した「旗さしゲーム」の


分析結果と比較する。なお、いずれも具体的な空間イメージの検討を可能にするために


1/500〜1/100 スケールの模型注 9）を使って行った。 


 


①災害時ネットワークの検討（戸塚地区）では、発言回数 180 から 169 のキーワードが抽


出された。それらのカテゴリー別の内訳は、a：28、b：121、c：3、d：17 という結果だっ


た。発言回数の上位は、「避難所」が 19 回、「ボランティア」が 7 回、「学生」および


「共助」が各々6 回、「帰宅困難者」が 5 回であった。 


 


②復興まちづくり計画の検討（戸塚地区）では、発言回数 87 から 106 のキーワードが抽


出された。それらのテーマの内訳は、a：1、b：29、c：23、d:53 であった。発言回数の上


位は、「共同化」および「福祉施設」が 7 回、「避難路」が 4 回、「袋小路・イベント・


安全な道路・買い物・未接道・交流の場・情報共有」がそれぞれ 3 回であった。 


 


③まちづくりの方針と復興まちづくり計画の検討（落合第二地区）では、発言回数 77 か


ら 89 のキーワードが抽出した。それらのカテゴリー別の内訳は、a：1、b:40、c:22、d:27


であった。発言回数の上位は、「セットバック」が 12 回、「消防水利」及び「井戸」が 7


回、「ブロック塀・電柱・消火器」が 4 回、「ルール」が 3 回であった。 


 


④共同建て替え事業の検討（柏木地区）では、発言回数 41 から 49 のキーワードが抽出さ


れた。カテゴリー別の内訳は、a：0、b:6、c:8、d:35 であった。発言回数の上位は「公園」


が 3 回、「安全な道路」が 2 回で、その他「共同化」「合意形成」「都市開発」等も抽出


された。 
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5-5-3 事前復興ワークショップの効果 


 


 図 5-5-1 のように、復興模擬訓練とのキーワードの占める割合を比較すると、事前復興


まちづくり支援 WS の以下の効果が読み取れる。 


・復興模擬訓練と比較して、①と④では、「d.住環境整備」に関するキーワードが約 2 倍


であり、小規模まちづくり事業の連鎖的展開によるシナリオと目標像に関する議論ができ


た。 


・復興模擬訓練では、「c.ルールや地区計画」についての議論まで到達することは難しか


ったが、③では、まちの方針に止まるもとなく、地区計画の議論ができた。 


 


 


 


図 4-5-1 事前復興ワークショップにおけるキーワードの発言数 


 


 


 


 また、図 5-5-2 に復興模擬訓練のキーワードと事前復興まちづくり支援 WS で新たに抽


出されたキーワードをカテゴリー別に整理した。 


・復興模擬訓練では「b.災害時のネットワーク」についての課題については十分議論され


ていたが、①では、災害時の支援団体の職能や情報ツールなど、支援ネットワークの形成


のための具体的な方策まで議論がおよんだ。 


・③では、地区計画等の規制と助成制度についても議論された。 


・④では、建て替えの必要性の議論に止まることなく、建て替えに合わせて地区に必要と


なる施設の提案のキーワードも抽出された。 
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図 5-5-2 復興模擬訓練のキーワードと事前復興まちづくり支援 WSで新たに抽出されたキーワードのカテゴリー化 
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5-6 事前復興まちづくり支援手法の評価 


 


 


5-6-1 参加者へのアンケート調査 


 


 事前復興 WSのうち、「④共同建替え事業の検討（柏木地区）」の参加者 12 名を対象に、


ワークショップの実施後に会場でアンケートを実施した。図 5-6-1 のように参加者の 8 割


のかたが、模型を使ったワークショップによって、事前復興まちづくりにおける道路拡幅


整備、防災広場や避難路、共同建替え等が重要であること認識され、小規模まちづくり事


業の連鎖的展開によるシナリオに関連する議論がなされていることが分かった。 


 また、①〜④の事前復興 WS 参加者 16 名を対象に、ワークショップの実施後に参加者


のお宅に訪問してアンケートに回答して頂いた結果、全員が事前復興 WS を経験すること


によって復興模擬訓練の理解が深めることができ、その継続的な活動に取り組むことの重


要性を認識されていることが分かった。 


 復興模擬訓練では「災害時のネットワーク・体制づくり」が議論の約半数を占めていた。


しかし、図 5-6-2 のように、事前復興 WS によって、震災の発生後、復興まちづくりを推


進するために、事前に行っておくべきことは、「安全な建物への建て替え・耐震性の向上」


や「地区計画などのルールづくり」など、建物の再建に関する準備であることが認識され


た。 


 


 


 


 


図 5-6-1 「④共同建替え事業の検討」に関するアンケート結果 
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図 5-6-2 事前復興まちづくりに関するアンケート結果 


 


 


 


5-6-2 3地区の事前復興ワークショップの実施後のまちづくりの成果 


 


①落合第二地区 


 落合第二地区では、復興模擬訓練によって特に危険性の高い街区の問題を再認識し、そ


の街区に絞って小規模まちづくり事業とその連鎖的展開によるシナリオと目標像を検討


した。 


 平成 21 年度から、当時、東京都の地域危険度における火災危険度の順位が都内で 113


位と、比較的危険度の高い上落合 3 丁目地区を対象として、地域住民によって設立された


まちづくりの会により、事前復興まちづくりの継続的な活動が始まった。 


 具体的には、「共同建て替えなどの小規模まちづくり事業の連鎖的展開による街区内の


袋小路や細街路などの密集市街地の課題の改善」「防災軸となる落合銀座通りの沿道建物


のセットバックと、それに合わせた沿道の建物の耐震補強や共同建て替えの推進」による


街区計画を検討し（図 5-6-3, 図 5-6-4, 図 5-6-5）、その計画を推進するために、平成 25 年


2 月に「上落合中央・三丁目地区まちづくり提言・まちづくり構想」としてとりまとめ、


新宿区長に提案した。 


 さらに、地域住民と行政の協議を経て、検討した事業の実現に向けたルールとして「上


落合中央・三丁目地区 まちづくりガイドライン」が策定され、平成 26 年 8 月には、東京


都の新たな防火規制が導入され、平成 30 年度には、地区計画が策定される予定である。 
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図 5-6-3  上落合 3丁目地区で検討した街区計画（その１） 
早稲田大学都市・地域研究所，佐藤滋研究室(2013)「新宿区復興模擬訓練開催 3 地区における事前復興まちづくり計画の提案」より 
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図 5-6-4  上落合 3丁目地区で検討した街区計画（その２） 
早稲田大学都市・地域研究所，佐藤滋研究室(2013)「新宿区復興模擬訓練開催 3 地区における事前復興まちづくり計より画の提案」より 
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図 5-6-5  上落合 3丁目地区で検討した街区計画（その３） 
早稲田大学都市・地域研究所，佐藤滋研究室(2013)「新宿区復興模擬訓練開催 3 地区における事前復興まちづくり計画の提案」より 


 







 - 227 - 


②戸塚地区 


 戸塚地区では、復興模擬訓練を通じて、発災後に町会を中心とした地域組織だけでは直


後の対応、避難所運営、仮設市街地、復興まちづくりを推進することは難しいことを認識


し、災害時支援ネットワークの構築に向けて取り組んできた。行政（区、警察、消防）、


NPO、NGO、社会福祉協議会、医療関係者、商店街などが同じテーブルで震災後のプロセ


スを共有し、各主体の役割を整理した手引書の作成と災害時支援ネットワークを考える会


を設立に至った。 


 


③柏木地区 


 柏木地区では、以前から課題とされていた老朽化や空き室など木造住宅が密集する街区


と、ボトルネックになっていた区画道路（幅 6m）の問題を解消することの必要性が復興


模擬訓練で認識された。事前復興 WS では、町会長などの地区のリーダーの参加のもと、


特に危険性の高い街区や道路の問題の解決するための共同建替え事業の検討を行い、小規


模なまちづくり事業を連鎖的に展開させることによって、その課題を解決できることを確


認した。事前復興 WS が契機となり、その街区の町会役員と地権者による共同建て替えや


地区計画による建物のセットバック等の検討会の開催に至った(図 5-6-6)。 


 


 


  図 5-6-6  柏木地区で検討されている共同建て替えの計画
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5-7 第５章の結論  


 


 本章では、東京都新宿区内の 3地区の地域住民を対象として、1)阪神・淡路大震災の復


興過程を模擬的に体験するための訓練（以下、復興模擬訓練）を行った上で、2)市街地火


災の延焼シミュレーションにより、特に大きな被害を受ける街区を想定し、その街区模型


を使ったワークショップ（以下、事前復興 WS）を各地区で実施した。次に、各地区で実施


した復興模擬訓練と事前復興 WSの各参加者の発言を質的データ分析法により比較分析し、


事前復興 WSの有効性を示した。 


 復興模擬訓練は、1)阪神・淡路大震災の復興まちづくりの経験や教訓の学習、2)対象地


区の復興まちづくりの課題と地域資源の発見、3)被災者の生活再建のプロセスの模擬体験、


の手順で進めた。 


 復興模擬訓練は、1)阪神・淡路大震災の復興まちづくりの経験や教訓の学習、2)対象地


区の復興まちづくりの課題と地域資源の発見、3)被災者の生活再建のプロセスの模擬体験、


の手順で進めた。 


 


 復興模擬訓練は、1)阪神・淡路大震災の復興まちづくりの経験や教訓の学習、2)対象地


区の復興まちづくりの課題と地域資源の発見、3)被災者の生活再建のプロセスの模擬体験、


4)地区の復興まちづくり計画の素案の検討、の手順で進めた。 


 事前復興 WS は、1)市街地火災の延焼シミュレーションによる町丁目単位の被害想定の


確認、2）地区の中で特に大きな被害を受ける街区の確認、3)街区模型を使った復興まちづ


くり計画の空間イメージの検討、4)小規模まちづくり事業の連鎖的展開によるシナリオの


作成と目標像の検討、の手順で進めた。 


    その 2つの取り組みの参加者の発言を質的データ分析法により分析することによ


り、事前復興 WS について、以下のことを明らかにした。次に、各地区で実施した復興模


擬訓練と事前復興 WSの各参加者の発言を質的データ分析法により比較分析し、事前復興


WSの有効性を示した。 


 


 第一に、発言の比共同化や道路・広場の整備などに関する議論が活発になされたことこ


とが明らかになった、第二に、平時に復興まちづくりにおける小規模多主体事業連鎖と都


市基盤整備による複線型シナリオ及び目標像を検討する手法として有効であること、であ


るといえる。 
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補注 


注1) 東京都震災復興マニュアル（平成 15 年 3 月 東京都）による。 


注2) 東京都内の区市で実施した復興模擬訓練については饗庭伸ら(2004)に詳しい。 


注3) 復興模擬訓練の効果については市古太郎ら(2012)に詳しい。 


注4) 新宿区の協働復興模擬訓練が事前復興まちづくりのきっかけになっていることは古川尚彬・


佐藤滋ら(2010)が明らかにしている。 


注5) 表 5-3-1 の各地区の結果は、東京都都市整備局より公表されている最新データの「地震に関


する地域危険度測定調査（第 7 回）」平成 25 年 9 月を活用した。ただし、上落合地区及び戸


塚地区の復興模擬訓練では、その開催時点で公表されていた最新のデータを活用した。 


注6) 本研究で用いた延焼シミュレーションは，東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻都市情


報・安全システム研究室が開発したものである。なお、木造密集市街地における延焼シミュ


レーションなどを用いた評価手法に関する研究は、大佛俊泰・沖拓弥(2014)に詳しい。 


注7) 上落合地区及び戸塚地区の復興模擬訓練では、H18.5 公表の「首都直下地震による東京の被


害想定」における前提条件を用いた。 


注8) 「地震による地域危険度測定」は「広域被害想定」は前提条件となる地震動の大きさの設定


の考え方が異なる。全地区一律の大きさの地震動を設定しているのに対し、後者は特定の地


震モデルによる地震動の大きさを空間上で算出している。本論では、広域被害想定における


対象地区の各地の揺れの大きさの分布が揺れやすさの分布と概ね一致していることから、便


宜的に前者の考え方を後者にも適応した。 


注9) まちづくりにおける模型を使ったワークショップの有用性については、志村秀明ら(1999)に


詳しい。 


注10) なお、本章の内容は「復興模擬訓練継続活動（新宿区と早稲田大学による共同研究、2011 年


-2012 年）」と「文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業・市民参加型都市・地域再


生まちづくりのための支援システムの開発と実践（早稲田大学都市・地域研究所、2009 年-2011


年）」の成果の一部をまとめた阿部俊彦ら(2016a)の研究を加筆、構成しなおしたものである。 
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６章 


事前復興まちづくりの成果を復興に活かすための 


GISデータベースの開発 
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６章 事前復興まちづくりの成果を復興に活かすための GISデータベースの開発 


 


 


6-1 研究の目的と方法 


 


 


6-1-1 研究の背景と目的 


 


 大規模な地震によって著しい被害を受けた被災市街地では、白紙状態から復興まちづく


りが始まることにより、地域固有の空間や暮らしに基づいた目標像の検討がなされず、地


域の文脈に基づいて注 1)復興まちづくりを推進することが難しい。その結果、過去の災害で


は、多くの地域住民が地区外に移転し、地域コミュニティの離散が進行するといった問題


が生じている。また、復興事業は、地域住民の意見を聞いた上で進められるが、迅速性と


効率性が優先されるため、地域住民が、災害復興の目標像を検討し、合意形成を図るため


の時間を十分に持つことができない注 2)。発災後に、速やかに合意形成を図るため、発災前


に、コミュニティ・地域資源・まちづくりの課題などの計画情報を整理し、復興まちづく


りの準備を行うための取り組み、すなわち「事前復興まちづくり」が有効である。 


 本章は、発災後の復興まちづくりにおいて、地域の文脈に基づき、速やかに事業計画レ


ベルの目標像の合意形成を図るために、5 章の事前復興 WS で検討したシナリオや目標像


などに関する情報を GIS に蓄積したデータベース（以下、事前復興 DB）を開発し、事前


復興 DBを活用した合意形成プロセスの模擬実験により、事前復興 DB の有効性を明らかに


することを目的とする。 


 


 


6-1-2 既往研究 


 


 災害復興のための GISを用いたデータベースの開発に関する既往研究は、1)災害の発生


直後の被害情報の集約、2)発災後の復興まちづくりの計画策定の支援、を目的としたもの


に大別され注 3)、本研究は、そのうちの 2)を目的としたものである。 


2)の既往研究には、佐々木愛郎ら（2004）による発災前の地域の基礎情報の空間データベー


スの開発や、加藤孝明ら(2005)による発災前の地域の基礎情報を活用した復興まちづくりの


支援システム開発がある。しかし、いずれの研究も、復興まちづくりの初動期の地区全体
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の基本計画決定までの支援を対象としており、その後の事業計画レベルの目標像の合意形


成までは対象としていない。 


早田宰ら(1995)により住環境整備事業における目標空間イメージの合意形成に関する研


究がなされており、事業計画レベルの目標像の合意形成のためには、建物の再建や、公園・


道路などの公共施設の整備などの事業を空間イメージとして視覚化することが有効であ


ることを示している。しかし、これらの事業の三次元表現による空間イメージの視覚化と、


GIS を連動させた整備案の合意形成支援ツールの開発に関する既往研究には、辛島一樹ら


(2014)により、平時の防災まちづくりにおける活用を想定した支援ツールの開発はなされ


ているが、発災後の復興まちづくりにおける活用を想定したものはない。 


 


 


6-1-3 研究の方法 


 


 本研究は、事前復興 WS を実施した東京都新宿区内の 3 地区のうち、模擬実験への地域


住民の協力を得られた戸塚地区注 4)を対象として、以下の方法で行った。 


 


①事前復興まちづくりの成果を蓄積した事前復興 DBの開発 


戸塚地区の事前復興まちづくりの取り組みとして実施した復興模擬訓練及び事前復興


WS の成果として得られた復興まちづくりの課題・地域資源・計画情報などを地図情報と


関連づけて GIS に蓄積した事前復興 DB を開発する。 


 


②発災後を想定した合意形成プロセスの模擬実験 


発災後の復興まちづくりを想定した模擬実験を実施する。事前復興 DB に蓄積されてい


る計画情報をもとに、建物の再建や公共施設の整備などの事業の空間イメージを三次元表


現により視覚化し、地域住民により事業計画レベルの目標像の合意形成を図る。 


 


③地域住民及び専門家による事前復興 DBの評価 


②の模擬実験の終了後に、模擬実験に参加した地域住民、専門家を対象としたグループ


ヒアリングをそれぞれ実施し、その結果をもとに復興まちづくりの目標像の合意形成プロ


セスにおける事前復興 DB の有効性について評価を行う。 
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6-2 事前復興まちづくりの成果を蓄積した事前復興 DBの開発 


 


 


6-2-1 事前復興 DBの基盤となる GISのソフトの選定 


 


 本研究では、1)ジオデータベース形式による各情報の作成及び編集、2)各情報レイヤー


の表示／非表示の切り替え、3)三次元表現との連動、が可能な ESRI ジャパン社の Arc GIS 


Pro 注 5)選定し、データベースを構築した。 


 


 


 


 


 


図 6-2-1 ArcGIS Proの機能と戸塚地区のデータの閲覧画面の例 
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6-2-2 事前復興 DBへの基礎情報の入力 


 


 基本となる土地建物・道路・地形などの基礎情報を収集し、データベースに入力した。


なお、それらのデータの入手方法・搭載情報・データの形式について表 6-2-1 に整理した。 


 


 


 


 


 


 


 


6-2-3 復興模擬訓練と事前復興まちづくりの情報の蓄積 


 


 以下の方法により GIS 上の既存の基礎情報を新たな情報に更新し、復興模擬訓練と事前


復興 WS の成果として得られた復興まちづくりの課題・地域資源・計画情報などを加えた


（図 6-2-2、表 6-2-2）。 


1)既存の基礎情報を変更する際には、既存の情報レイヤーの属性テーブルの情報を修正し


た。 


2)既存の基礎情報に関連する新たな情報を追加する際には、既存の情報レイヤー内の属性


テーブル内に新たに情報の項目としてフィールドを作成し、図上に新たな情報を追加した。 


3)既存の基礎情報とは関連性の無い新たな情報を追加する際には、新たに情報レイヤーを


作成し、点・線・面・複合情報の種類を選び、消火栓・道路・建物などをベクターデータ


化した個々の地物（＝フィーチャ）として図上に書き込んだ。 


 


表 6-2-1 事前復興 DBに入力した基礎情報のリスト 
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図 6-2-2 事前復興 DBの基礎情報の変更と新たな情報の更新方法 


表 6-2-2 事前復興 DBに蓄積した情報の一覧 
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6-2-4 事前復興 DBに蓄積した事前復興まちづくり計画 


 


(1)事前復興まちづくり計画の作成の手順 


 発災後の復興まちづくりの計画を検討する際の計画情報となる戸塚地区の「事前復興ま


ちづくり計画」を、以下の手順で作成し、事前復興 DB に蓄積した（図 6-2-3）。 


 第一に、GIS に蓄積されている地形や土地利用現況などの地理情報をもとに、大地震を


想定した延焼シミュレーションにより被害想定を行った。第二に、その結果を、地域住民


の参加するワークショップで確認し、災害発生後の復興まちづくりを想定した場合の地域


住民の意向を把握した。第三に、地域住民の意向をもとに、事前復興データベースに蓄積


された環境・産業・福祉に関する地域資源に関する情報を活用し、事前復興まちづくり計


画を作成した。 


 事前復興まちづくり計画には「小規模まちづくり事業による建物再建」「小規模まちづ


くり事業の連鎖による街区計画」「地区全体のまちづくり計画の策定」の 3 つのスケール


の計画策定が含まれている。これらの情報を事前復興 DB の地図情報からリンクさせ、計


画検討の際に、閲覧できるようにした。 
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事前復興まちづくり計画の作成の手順 図 6-2-3 
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(2)事前復興 DBに蓄積した戸塚地区の事前復興まちづくり計画の情報 


 平成 22 年度に復興模擬訓練を開催した戸塚地区には、当時、東京都の地域危険度にお


ける火災危険度の順位が都内で 306 位と、比較的危険度の高い高田馬場 3 丁目地区を始め、


大地震による著しい被害が想定される街区がまだら状に存在していた。それらの街区を対


象に事前復興まちづくり計画を作成した。 


  対象とした街区の基礎情報とまちづくりの課題を踏まえて、「共同建て替えなどの小規


模まちづくり事業による崖地及び袋小路などの密集市街地の課題の改善」「防災軸となる


戸三小通りの拡幅整備による幅員 6m の確保などの公共施設整備と、それに合わせた沿道


の建物の耐震補強や共同建て替えの推進」「避難路として活用可能な神田川の遊歩道及び


小広場などの公共施設の整備」などの計画を作成した（図 6-2-4、図 6-2-5）。 
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図 6-2-4 戸塚地区の事前復興まちづくり計画の一例（現況、方針図） 
早稲田大学都市・地域研究所，佐藤滋研究室(2013)「新宿区復興模擬訓練開催 3 地区における事前復興まちづくり計画の提案」より 
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図 6-2-5 戸塚地区における事前復興まちづくり計画の一例（計画案） 
早稲田大学都市・地域研究所，佐藤滋研究室(2013)「新宿区復興模擬訓練開催 3 地区における事前復興まちづくり計画の提案」より 
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図 6-2-6 戸塚地区における事前復興まちづくり計画の一例（計画案、模型写真） 
早稲田大学都市・地域研究所，佐藤滋研究室(2013)「新宿区復興模擬訓練開催 3 地区における事前復興まちづくり計画の提案」より 
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(3) 事前復興 DBに蓄積した小規模まちづくり事業の連鎖の事例に用いられている 


  空間整備手法 


 事前復興まちづくり計画を検討する上で、小規模まちづくり事業の事業連鎖の事例を参


考にして、計画案を検討することが有効であると考えらえる。 


 佐藤滋(2007)は、「現代日本の大部分の密集市街地においては、歴史的に見出される建


築の型（京町家など）は存在せず、かと言って地域性を無視した理想のモデル（近代建築


など）を押し付けても意味がなく、（中略）まちづくりを進める上では、地域が創り出す


都市建築のおおよその型（＝建築の元型、アーキタイプ）と規範を共有しなければならな


い」と述べている。 


 阿部(2002)では、東京都住宅局が整理した木造密集住宅地域の建替促進事業による共同


建て替えリストの中で、小規模まちづくり事業が連鎖的に展開していると思われる 15 地


区注 6)、全 18 事例を抽出し、それらの事例に用いられているアーキタイプを抽出した。 


 これらのアーキタイプをカタログとして整理し、地域の文脈に基づいた建物再建のモデ


ルに計画案の検討を行う際に活用するために、事前復興 DB に蓄積した。 
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小規模まちづくり事業
の配置 


都市基盤 
との調整 連鎖的展開のための空間整備手法 


 密集市街地における小規模まちづくり事業の連鎖的展開の事例に用いられている空間整備手法の例 図 6-2-7
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6-2-5 事前復興 DBの閲覧システム 


 


 事前復興 DB に蓄積した情報を以下の 4 つの種類に分類し、図 6-2-8 のように、復興ま


ちづくりの協議の場で、必要な情報を円滑に閲覧することができるようにした。 


 ・点(ポイント)データ…道路の行き止まり、一時集合場所等 


 ・線（ライン）データ…4m未満道路、坂、ブロック塀等 


 ・面（ポリゴン）データ…駐車場、公園、空地等 


 ・複合情報…事前復興まちづくり計画などの計画図、写真等 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


図 6-2-8 事前復興 DBに蓄積された情報の閲覧画面 
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 また、蓄積した GIS データを、Esri 社の Arc GIS Online(組織向けプラン) にアップロー


ドし、Arc GIS Online 上でデータを組み合わせてマップを作成し注 7)、ID とパスワードによ


る制限により、行政・まちづくり協議会の地域住民・支援専門家などの関係者のみが事前


復興 DB を端末機器から閲覧できるようにした(図 6-2-9)。 


 


 


  


図 6-2-9 端末機器による事前復興 DBの閲覧システム 
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6-3 事前復興 DBを用いた発災後を想定した合意形成プロセスの模擬実験 


 


 


6-3-1 模擬実験の概要と参加者 


 


 発災後の復興まちづくりの協議の場を想定した模擬実験を①2015 年 12 月 7 日と②2016


年 6 月 30 日の 2 回実施した。①では、事前復興 DB に蓄積されている復興まちづくりの課


題や資源に関する情報の確認、被害想定の確認、事前復興 DB に蓄積されている計画案の


比較を行った。②では、その計画案の三次元シミュレーションを行い、目標像の合意形成


のための協議を模擬的に行った。 


 ①及び②は、いずれも同じ地域住民 5 名を被験者とし、その他に、新宿区職員 2 名、学


生スタッフ 2 名、筆者が支援専門家として参加した。事前復興 DB に蓄積したデータを PC


のモニターで常に閲覧できるようにし、その操作を学生スタッフが行った。被験者の提案


や質問に関連する情報を、随時、筆者や学生スタッフが事前復興 DB から検索し、それら


の情報を提供しながら進めた。 


 


 


6-3-2 模擬実験における被害想定 


 


 模擬実験の対象地区は、戸塚地区のうち高田馬場 1 丁目（24ha）とし、事業計画レベル


の検討を行うために、地区に想定される被害の詳細を参加者に示すことにした。阿部ら


(2016a)の方法を用いて、地震に関する地域危険度測定調査（東京都）に示されている都お


よび区市町村を単位とした広域の被害想定の数値に基づき、町丁目単位のミクロな被害想


定を推定した。その結果、建物倒壊棟数 52 棟、焼失棟数 35 棟となった。この推定値と同


等の延焼シミュレーションの結果を防災まちづくり支援システム注 8)を用いて導き出し、模


擬実験の仮の被害想定とした。なお、発火点は新宿区内で想定されている出火件数に基づ


いて、対象地区では 1 カ所とした（図 6-3-1,図 6-3-2）。 
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図 6-3-1 延焼シミュレーションによるワークショップの被害想定 


図 6-3-2 延焼シミュレーションにおける焼失棟数 
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6-3-3 事前復興 DBに蓄積されている計画案の比較（①2015年 12月 7日） 


 


 6-3-2 の被害想定をもとに、著しい被害を受けた街区に対象を絞り、被験者に、事前復


興 DB に蓄積されている当該街区の情報を閲覧させた（図 6-3-3）。被験者は、事前復興


DB から、事前復興 WS で検討してあった当該街区の共同建て替えなどの小規模まちづく


り事業の連鎖的展開による建物の再建と公共施設の整備の組み合わせによる 3 つの二次元


表現の計画案を入手し、それらを比較した（図 6-3-4）。 


 そのうち、計画案１（大規模共同化）については、「多くの復興住宅の戸数が確保でき


るが、周辺の住環境への影響は無いのか分からない」「焼失していない建物も含めた共同


建て替えを行う必要があるため、その合意形成が困難」などの意見があった。計画案２（中


庭創出型）について、「公園を確保できるのは良いが、どのような公園に整備されている


のか分からない」などの意見があった。計画案３（抜け道創出型）について、「避難用の


通路は、暗い裏路地のような防犯上の問題はないのか」「図面の小さな広場はどの程度の


大きさなのか分からない」などの意見があった。 


 以上のように、被験者が、二次元表現の計画案では、空間イメージを十分に認識できな


かったため、計画案の比較検討を十分に行うことができなかった。 


/3625


1 2 3 4 5 6


WS


写真 6-3-1 事前復興 DBによる計画案の比較のための 


            模擬実験 
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図 6-3-3 事前復興 DBに蓄積されている計画案の閲覧画面 


 ６階 ４０戸 公園 600 ㎡ 


 容積率 240% 建蔽率 64%    


 緑地率 60%  


  ４階 ３５戸 公園 400 ㎡ 


  容積率 180% 建蔽率 72%  


  緑地率 40%  


  ３階 ２４戸 公園 100 ㎡ 


  容積率 107% 建蔽率 45%  


 緑地率：28% 


 


図 6-3-4 被験者が事前復興 DBから入手した 3つの計画案の比較 
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6-3-4 三次元シミュレーションによる目標像の合意形成（②2016年 6月 30日） 


 


 6-3-3 で検討した二次元表現の計画案を、三次元表現の空間イメージとして視覚化し、


復興まちづくりの事業計画レベルの協議の場を想定し、目標像の合意形成のためのワーク


ショップを模擬的に行った（写真 6-3-2）。 


 


①事前復興 DBの計画案の三次元シミュレーションの方法 


 三次元シミュレーションを行うために Arc GIS Pro との互換性のある Esri ジャパン社の


3D モデリング景観シミュレーションソフト City Engine 注 9) を用いた。City Engine を用い


た三次元シミュレーション機能の概要を図 6-3-5 に示した。 


 まず、City Engine に、事前復興 DB に蓄積されている二次元の建物（ポリゴンデータ）


及び道路（ラインデータ）のデータを取り込み、計画案の建物の階数・高さ・屋根形状・


ファサード、道路境界からの建物のセットバック距離、公園などの広場などの空間情報を


選択または、数値を入力することにより、6-3-3 の図 6-3-4 の 3 つの計画案を三次元表現の


空間イメージに変換した（図 6-3-6）。 


 さらに、地区内で建物倒壊により被災した他の街区において、それぞれの計画案と同様


の事業が連鎖的に展開し、区画道路や公園が整備された場合の、地区全体の災害復興の目


標像の三次元シミュレーションを行った（図 6-3-7）。その空間イメージを様々な高さや


角度から確認しながら、電柱・電線の有無、街路樹の配置・樹種、道路・歩道の幅員など


の公共施設のデザインの比較検討を行った（図 6-3-8）。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 写真 6-3-2 三次元シミュレーション機能を 


  用いた模擬実験の様子 
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図 6-3-6 三次元シミュレーション機能で検討した小規模まちづくり事業の 


                 計画案の比較検討 


図 6-3-5 三次元シミュレーションの概要 
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図 6-3-7 計画案が連鎖的に展開した場合の地区の目標像の比較例 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 以上のように、三次元シミュレーション機能を用いて、計画案とその連鎖的展開による


地区のまちなみや住環境の変化を被験者に確認させ、災害復興の目標像として望ましい空


間イメージに関する意見を聴取した。その意見を踏まえて、計画案の空間情報の各項目の


数値を入力し直すことにより即時的に空間イメージを修正し、その場で被験者が確認する


というプロセスにより模擬実験を進めた。 


  


図 6-3-8 小規模まちづくり事業の計画案に合わせた公共施設の計画調整のための 


          比較検討 


計画案１（大規模共同化） 計画案２（中庭創出型） 
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②三次元シミュレーションによる目標像の合意形成プロセス 


 第一に、計画案１及び２で焼失した住戸数を確保できることを確認した。第二に、計画


案１を低層の住宅地の中に建てることにより、計画案２及び３よりも、近隣への日影によ


り住環境を悪化させていることを確認した。また、計画案３は、細い通路が防犯上、危険


性が高いことを確認した。第三に、計画案１は、計画案２及び３よりも、道路を通行する


歩行者が圧迫感を感じることを確認した。第四に、全ての計画案で、不燃化率が高まり、


避難路が確保されていることを確認した。第五に、計画案１及び２は、計画案３よりも広


い広場を確保でき、特に計画案２は、中庭型のため、近隣住民のコミュニティの活動の拠


点に利用しやすい規模及び形態であることを確認した（図 6-3-9）。 


 以上のように、3 つの計画案を比較した結果、被験者は、計画案２によって、計画案１


及び計画案３の両者の問題を解決できることを確認することができた。 


 


 


図 6-3-9 参加者の意見の変遷と目標像の合意形成プロセス 


 


 


 


6-3-5 小結 


 


以上のプロセスを経て、計画案２の事業を、被災した複数の街区で連鎖的に展開させ、


災害復興の目標像を実現するための地区の復興まちづくり計画が被験者間で合意された。


その合意形成のために求められた計画情報として、1)再建建物の住戸数、2)近隣の住環境


（日影、日照）、3)まちなみ（建物の圧迫感、街路樹や垣根）、4)防災性能（不燃化率や


避難経路など）、5)コミュニティ活動の場（公園など）の 5 つがあげられる。  
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6-4 地域住民及び専門家による事前復興 DBの評価 


 


  


6-4-1 地域住民による事前復興 DBの評価に関するグループヒアリング 


 


 6-3 の模擬実験の実施後の 2016 年 12 月 22 日に、実験に参加した地域住民 5 名の被験者


を対象とした事前復興 DB の評価に関するグループヒアリング調査を実施した。筆者から、


1)情報の蓄積及び閲覧、2)シミュレーションによる計画策定及び合意形成、3)データベー


スの維持管理と情報の更新、について質問し、それに対する被験者の回答の録音データ及


びアンケート結果をテキスト化し、個々の回答を「有効性」「問題点」「その他」に分類


し、末尾に同じ内容の回答をした被験者の人数を記した（表 6-4-1）。 


 1)について、被験者の全員が、「事前復興 DB を閲覧することで、地域住民が、過去に


実施した復興模擬訓練や事前復興まちづくりでの議論を思い出すことができるため、後戻


りすることなく、議論を積み重ねていくことができる」と回答した。一方で、「事前復興


DB を操作性の問題があげられ、地域住民が使用するためには、サポートが必要である」


という指摘があった。 


 2)について、被験者の半数以上が「過去に実施した復興模擬訓練や事前復興まちづくり


の成果を活用して、復興まちづくりの事業の計画を作成し、目標像の合意形成を図ること


ができる」と回答した。一方で、1)と同様に、操作性の問題が指摘された。 


 3)について、被験者の全員が「事前復興 DB の維持管理と情報の更新を地域住民だけで


行うことは困難である」とした。また、「事前復興 DB を地域住民によるまちづくり団体


で管理することが望ましい」という意見があった一方で、「情報管理の面において、行政、


専門家、町会などの地域組織との連携が必要である」という指摘があった。 


 


 


6-4-2 専門家による事前復興 DBの評価に関するグループヒアリング 


 


 専門家による事前復興 DB の評価を行うために、まちづくりコンサルタントや建築士な


どの専門家 7 名注 10)を対象に、グループヒアリング調査を 2016 年 9 月 6 日に実施した。 


 まず、筆者から、事前復興 DB の機能と操作方法を説明し、専門家に一部の操作を体験


させた後、地域住民による事前復興 DB を用いた復興まちづくりの目標像の模擬実験の結


果を報告した。次に、前節の地域住民への質問と同様に、筆者から、1)情報の蓄積及び閲


覧、2)シミュレーションによる計画策定及び合意形成、3)データベースの維持管理と情報
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の更新、について質問し、それに対する専門家の回答の録音データ及びアンケート結果を


テキスト化し、個々の回答を「有効性」「問題点」「その他」に分類した（表４）。 


 1)について、専門家の全員が、「ノート型パソコンやタブレット型端末を用いて、専門


家が必要な情報を閲覧することができるため、協議の環境の場が十分に整っていない発災


後のまちづくりの現場においても、アドバイスができるという点で有効である」という評


価があった。一方で、「事前復興 DB を操作性については、地域住民だけでなく、GIS の


操作に慣れていない一部の専門家にとっても、操作が難しい」という問題の指摘があった。 


 2)について、「様々なシークエンスを確認しながら、瞬時に三次元のまちなみを修正でき


るため、限られた時間の中で、事業の計画を検討し、丁寧に目標像の合意形成を図ること


ができる」「地区・街区・建築のスケールの検討を同じ画面上で、行き来しながら検討で


きるため、異なるスケールの事業の計画の整合性を図ることができる」という評価があっ


た。一方で、「建築の外観のデザインや看板、道路と歩道の舗装や外構など、空間の詳細


部分の表現の自由度が低いため、建築や公共施設の設計段階における協議には使用できな


い」という問題の指摘があった。 


 3)について、「定期的に模擬実験を実施することで、事前復興 DB の維持管理と情報の更


新と、継続的な事前復興まちづくり活動につながる」という評価があった。一方で、「行


政から専門家への委託業務が無い限り、平時における事前復興 DB の維持管理や情報の更


新を持続的に行うことは難しい」という指摘があった。 


 


 


6-4-3 地域住民と専門家による事前復興 DBに対するそれぞれの評価の比較 


 


 地域住民と専門家による事前復興 DB に対するそれぞれの評価を比較した結果、以下の


3 点が明らかになった。 


 1)地域の基礎情報をベースにした情報の蓄積と閲覧機能により、迅速性が求められる復


興まちづくりにおいても、地域の文脈に基づき、確実に議論及び成果を積み重ねることが


できることを、地域住民と専門家の両者が評価した。また、専門家のみが、場所や時間の


制約を受けずに、端末機器から入手できることの有用性を評価した。 


 2)事前復興 DB に蓄積されている複数の計画案を閲覧し、比較できることを、地域住民


と専門家の両者が評価した。さらに、三次元シミュレーションにより、二次元表現の計画


と比較して、空間イメージを理解しやすいため、事業計画レベルの目標像の合意形成を行


う上で十分有効であることを、両者が評価した。一方、専門家は、その目標像の実現のた


めに必要となる建築や公共施設の設計レベルの検討を行うことは難しいとした。 
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 3)事前復興 DB の維持管理と情報の更新が困難であることの問題について、地域住民と


専門家の両者が指摘した。一方で、行政による支援やまちづくり団体による体制などの必


要条件が整えば、地域で管理することが可能であると両者が評価した。 
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表３ 地域住民を対象とした事前復興 DBの評価に関するグループヒアリング調査の結果 
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表４ 専門家を対象とした DBの評価に関するグループヒアリングの結果 
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6-5 第６章の結論 


 


 本章では、まず、5 章で対象とした 3 地区のうち、戸塚地区の復興模擬訓練及び事前復


興 WS により得られた情報を、地図情報と関連づけて GIS に蓄積したデータベース（以下、


事前復興 DB）を開発した。次に、発災後の復興まちづくりを想定し、地域住民が、し、


事前復興 DB を活用した合意形成プロセスの模擬実験により、その有効性を示した。 


まず、戸塚地区の事前復興まちづくりの取り組みとして実施した復興模擬訓練及び事前復


興 WS の成果として得られた復興まちづくりの課題・地域資源・計画情報などを地図情報


と関連づけて GIS に蓄積した事前復興 DB を開発した。 


次に、事前復興 DB に蓄積された情報と、それを三次元 CG に変換した小規模まちづくり


事業の計画案を閲覧しながら、その連鎖的展開による災害復興のシナリオ及び目標像を検


討する模擬実験を実施した。模擬実験の終了後の模擬実験に参加した地域住民、専門家を


対象とした参加者へのヒアリング結果から、事前復興 DB について、以下のことを明らか


にした。 


 第一に、まちづくりの成果を蓄積することができるため、地域住民が円滑に議論を進め


られること、第二に、三次元 CG に変換することにより、地域住民の理解が深まること、


第三に、事前復興 DB の情報の更新を行うための地域の体制をつくることが重要であるこ


と、である。の指摘、の 3 つに要約された。 
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補注 


注1) 佐藤滋(2008)は、密集市街地のまちづくりにおいて、既存の空間やコミュニティ等の地域の


文脈に基づき、地域資源を活用し、創発的に新たな価値を生み出すことの重要性を述べてい


る。 


注2) 真野洋介(2009)は、阪神・淡路大震災の復興まちづくりのプロセスを踏まえ、復興都市計画


事業の制約により、発災後に、復興まちづくりの目標像としての空間像やシナリオの検討及


び合意形成のため時間を十分に持てないことを指摘している。 


注3) 佐々木愛郎ら(2004)は、都市防災分野における GIS を利用したシステム開発に関する既往研


究を 1)延焼シミュレーションなどの平時の被害抑止対策支援、2)災害直後の被害把握などの


災害情報の集約、3)災害後の復興期における土地区画整理事業の支援、に大別している。 


注4) 戸塚地区は、高田馬場 1～4 丁目、西早稲田 1～3 丁目、戸塚町 1丁目の地域にあたる。早稲


田大学など、学校や専門学校の多い地区。地域危険度（東京都）は 5 段階評価のうち、2～3


の地区であるが、災害時の高田馬場駅周辺における帰宅困難者、神田川周辺の崖地、一部の


街区内で木造建物が密集するなどの防災面での課題があげられる。 


注5) ESRI ジャパン公式ウェブサイト ArcGIS Pro 製品紹介ページ（最終閲覧日：2017 年 1 月 28


日）http://www.esrij.com/products/arcgis-pro/ によれば、ArcGIS Pro は、3D 対応、高パフォー


マンス、優れた操作性を実現した最新デスクトップ GIS アプリケーション。ArcGIS Online 


との親和性も高く、組み合わせて利用することでより効率的な活用ができるとされている。 


注6) 2001 年に東京都住宅局が整理した木造密集住宅地域の建替促進事業による共同建て替えリス


トの中で、小規模まちづくり事業が連鎖的に展開している事例の抽出対象とした 15 地区は、


練馬区北町地区、荒川区荒川 5・6 丁目地区、中野区南台 4 丁目地区、渋谷区本町地区、目黒


区上目黒祐天寺地区、江戸川区一之江地区、豊島区東池袋 4・5 丁目地区、大田区蒲田 2・3 丁


目地区、世田谷区太子堂地区、新宿区大久保百人町地区、目黒区目黒本町地区、中野区平和の


森公園周辺地区、板橋区仲宿地区、豊島区染井霊園地区、墨田区北部中央地区である。 


注7) ESRI ジャパン Arc GIS Online FAQ ページ （最終閲覧日：2017 年 2 月 20 日） 


http://www.esrij.com/products/arcgis-online/faq/ によれば、Arc GIS において、ベースマップと


して使用されている地図は、インクリメント P 株式会社より提供されている 2013 年秋の情報


であり（2016 年 12 月 1 日時点）、ベースマップの複製に関して、学術的な出版物への利用に


は米国 Esri 社への許可申請なしに、無償で複製成果物を作成できるとされている。 


注8) 「防災まちづくり支援システム」は、東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻都市情報・


安全システム研究室が開発したものである。なお、木造密集市街地における延焼シミュレー


ションなどを用いた評価手法に関する研究は、大佛俊泰・沖拓弥(2014)に詳しい。 


注9) ESRI ジャパン公式ウェブサイト Esri City Engine 製品紹介ページ（最終閲覧日:2017 年 1 月
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25 日）http://www.esrij.com/products/esri-cityengine/ によれば、Esri City Engine は、建築学、都


市計画、エンターテイメント、GIS、および一般的な 3D コンテンツ作成といった分野のプ


ロフェッショナル向けに、3D 都市および建物モデルを効率的に作成し、画期的なコンセプ


トデザインを行うソリューションを提供するソフトウェア製品であるとされている。 


注10) 2016 年 9 月 6 日に、筆者が主査をつとめる日本建築学会建築教育委員会地域再生コミュニテ


ィ WG に所属するまちづくりコンサルタントや建築設計事務所に務める専門家 7 名が参加の


もとで、専門家によるデータベースの評価を行った。 
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序-1 研究の背景と目的 


 


 東日本大震災の津波により、多くの建物が流失した市街地では、地域住民が復興の目標


像を十分に検討する間も無く、行政が、都市基盤の整備を目的とした大規模な復興事業を


先行して進めた。そのため、一部の地区では、次のような事態が生じた。第一に、復興事


業における基盤整備が広範囲で、かつ合意形成に係る権利者数が多かったため、長い時間


を要し、地域住民の望む早期の建物再建が叶わなかった。第二に、地域住民が建物再建の


計画を検討する前に、道路等の都市基盤の整備が先行したことにより、敷地条件やまちの


環境が、地域住民の再建の希望に合致しなかった。第三に、白紙状態から復興まちづくり


が始まることにより、地域固有の空間や暮らしに基づいた目標像の検討がなされず、地域


の文脈が継承されなかった。第四に、被災前から人口が減少傾向であったため、市街地の


規模縮小が課題とされていたにも関わらず、復興事業の規模は、被災前の人口の回帰を想


定したものだった。 


 以上のような要因により、多くの地域住民が地区外に移転し、地域コミュニティの離


散が進行し、未利用の宅地が放置されている。このような問題は東日本大震災に限らず、


阪神・淡路大震災などの被災市街地において、多かれ少なかれ生じている。 


 一方、平時の改善型まちづくりでは、小規模まちづくり事業の連鎖により、地域住民の


住み続けられるまちを実現している事例がある。小規模まちづくり事業は、地域住民の協


働組織などの多主体が、市街地環境の質の向上に資する空間整備を小規模な単位で行う事


業である。その規模は、地区面積 2000㎡未満かつ、10名以内の早期の合意形成が可能な


少人数の権利者の共同化による事業を対象とした。以上のような小規模多主体事業連鎖と、


復興まちづくりにおいて先行する都市基盤整備の計画とを調整することにより、社会状況


や地域住民の再建の希望に対応し、被災市街地の問題の発生を回避できることが、研究仮


説として導かれる。 


 本研究は、復興まちづくりの実践検証を通して、小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備


の複線型シナリオにおける相互編集による被災後の復興まちづくり及び平時の事前復興


まちづくりの方法を理論化することを目的としている。 


 本研究では、客観的な調査・分析に留まることなく、筆者自らが、復興まちづくりの現


場に参与し、小規模まちづくり事業の計画及び設計の試行を通して実証するまちづくりの


アクションリサーチの方法を用いて、以下の手順で論を進めた。 


 第一に、小規模まちづくり事業の連鎖によるまちづくりの事例を考察し、その到達点と


課題を整理する。第二に、東日本大震災の被災市街地の復興まちづくりの実践を通して、


小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備による複線型復興まちづくりの有効性を実証する
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ためのアクションリサーチを実施する。第三に、アクションリサーチにより得た知見をも


とに、小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備の複線型復興まちづくりのための計画・設


計・事業化の方法論を導き出す。第四に、平時から、上述の方法論を用いた復興のシナリ


オと目標像を検討するための事前復興まちづくり手法を平時の地区まちづくりのアクシ


ョンリサーチを通して開発する。 


 


 


＜用語の定義＞ 


・小規模多主体事業連鎖 


 地域住民、地権者、地権者組合、地域住民の協働による組織（まちづくり会社など）な


ど、個々の事業主体が異なる多主体の事業施行者による共同化・協調化などによる小規模


まちづくり事業が連鎖的に展開することと定義する。 


 高容積型の市街地再開発事業や土地区画整理事業による大規模開発型の面整備や、マス


タープラン型の市街地整備とは対極に位置づけられる。 


・小規模まちづくり事業 


 地域住民の協働組織が主体となり、市街地環境の質の向上に資する空間整備を小規模な


単位で行うまちづくり事業と定義する。 


 再開発事業や土地区画整理事業により面整備など、その事業のみでまちづくりを完結す


ることが可能な大きな規模ではなく、個々の事業をいくつもつないでいくことでまちづく


りを進めていくことが可能な規模。 


 目安として、規模は、地区面積 2000㎡未満かつ、10名以内の早期の合意形成が可能な


少人数の権利者の共同化による事業を対象とする。 


・都市基盤整備 


 都市における人々を災害から守り、人々の生活を支える基盤となる施設を整備すること


と定義する。 


 本研究が対象とする都市基盤整備として、土地区画整理事業による宅地造成、道路・街


路の整備、公園の整備、津波から人々の生活を守る防潮堤などの海岸施設の整備があげら


れる。 


 なお、広義では、上述の施設に加えて、鉄道、河川、上下水道、エネルギー供給施設、


通信施設などの生活・産業基盤や学校、病院などの公共施設を指す。また都市基盤整備」
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という言葉を使用した法律として、「新都市基盤整備法（昭和 47年施行）」があげられ


るが、本研究が対象とする既成市街地の復興および平時のまちづくりとは対象が異なる。 


 また、海岸法は、津波などの災害から国土を守ることを目的とした法律であり、防潮堤


などの海岸保全施設は、そのための施設であるとされ、本研究で定義した都市基盤整備の


目的とは異なるものである。しかし、研究対象とした被災市街地では、防潮堤は市街地に


隣接しており、都市における人々の生活を守るための施設でもあるため、都市基盤整備に


含むものとする。 


・複線型まちづくり、複線型復興まちづくり 


 小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備を同時並行で進める複線型シナリオにおいて、そ


の２つを相互に編集しながら推進されるまちづくりを複線型まちづくりと定義する。また、


復興における複線型まちづくりを複線型復興まちづくりと定義する。 


 土地区画整理事業のうち、小規模まちづくり事業の連鎖的整備を、道路や宅地造成など


の都市基盤整備と同時並行で行う連鎖型区画整理も、複線型まちづくりの具体的な手法の


１つに含まれる。 


・「まちづくり」と「まちづくり事業」 


 「まちづくり」は、行政と地域住民が、1)地区レベルの目標像とシナリオの合意形成、


2)目標像の実現のための計画検討、3)その実現のための空間整備、を行う一連の活動と定


義する。 


 「まちづくり事業」は、地域住民の協働の組織が主体となり、街並み形成や市街地環境


の質の向上などに資する空間整備により、地区レベルの目標像の実現するための事業と定


義する。 


 なお、上述の「都市基盤整備」の事業主体は、地域住民の協働の組織が主体ではなく行


政であるため、本研究では、「都市基盤整備」は「まちづくり事業」には含まないものと


する。 


・まちづくりの「技術」と「方法」 


 「技術」は、ワークショップ、デザインゲーム、三次元シミュレーションなどの復興ま


ちづくりの支援技術と定義する。 


 「方法」は、技術を使用し、まちづくりを推進するための手順と定義する。  
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●都市基盤の整備を目的とした大規模な復興事業が先行した復興まちづくりの問題 


 


●平時の改善型まちづくりにおける小規模まちづくり事業の連鎖によるまちづくり 


 


 


 


 


 


 


 


●小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備とによる複線型復興まちづくり(仮説) 
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序-1-1 小規模まちづくり事業の定義 


 


 本研究が対象とする小規模まちづくり事業の連鎖によるまちづくりの起点または接点


となる「小規模まちづくり事業」を以下の 4つの観点から定義する。 


 


(1)小規模な計画や事業の重要性 


 シューマッハー(1986)は、石炭や石油などの化石燃料に依存するエネルギー危機に対す


る変革のために、中間技術の開発と、それらの途上国発展に向けた適用の重要性を訴えて


いる。中間技術の目標として重要なことは「小さいこと」「簡素なこと」「安い資本でで


きること」「非暴力的であること」であると述べている。このことは、都市計画や地区ま


ちづくりにおいても、重要な視点であり、本研究では、「小規模な範囲を対象と計画」「弾


力的に計画変更や修正が可能な計画」「総事業費をおさえた身の丈の事業」「地域住民と


行政とが合意した計画をもとに進める事業」によるまちづくりの方法を探求する。 


 


(2)地域住民の協働の組織による「まちづくり市民事業」 


 まちづくり事業について、佐藤滋ら(2011)は、「住民参加のまちづくりでは、地域社会


の主体性が確立できず、最終局面では行政頼みになる傾向もあった。あるいは効果的な物


的環境改善へ住民の協力が得られず、事業成果があがらないなどが問題になっていた。こ


うした中で、自ら必要な事業を組み立て実現しようという動きが、ソフトハードを含めて


現れてきた。」と述べている。また、「公民共同事業を地域社会と連携することにより事


業化を図る動きもみえてきている。さらには、再開発事業における権利者と行政、あるい


は民間の協働の経験を生かし、それぞれがより市民的な立場で地域社会が主体となる事業


も見えてきている」と述べている。そして、「地域社会に立脚した市民による協働の組織


により、地域の資源と需要を顕在化することにより進められる自律したまちづくり事業の


総体」を「まちづくり市民事業」と定義している。 


 本研究が対象とする「小規模まちづくり事業」は、建設組合やまちづくり会社などの地


域住民の協働の組織が事業主体となり組み立てられた共同化・協調化による建築の整備を


行うための「まちづくり市民事業」とする。 


 


(3)優良建築物等整備事業が対象とする小さな事業規模 


 共同化・協調化の事業化のための国の制度として、「市街地再開発事業（以下、再開発


事業）」と「優良建築物等整備事業（以下、優建事業）」がある。再開発事業は、土地の


合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的とした制度であるため、地
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方公共団体の認可が必要であり、その施行区域の補助要件は、組合施行の場合は地区面積


5000 ㎡以上と定められており、大規模な事業になりがちである注 2)
 。 


 永田麻由子ら(2012)は、バブル崩壊後の再開発の行き詰まりの要因として、「高度利用


＝高容積利用」という解釈のもとで、地域の需要以上の保留床を作られていたバブル期の


高容積型の再開発の計画が主流になったことを指摘している。その反省のもと、「高度利


用＝土地の有効活用」を目的とした、その地域の身の丈に合った規模の計画に見直した「身


の丈再開発（土地有効活用型）」によるまちづくり事業の有効性について述べている。以


上のように、近年は、状況に応じて、まちづくり事業の規模の小規模化が求められており、


それに伴い、再開発事業の補助要件となる規模が見直されつつある。 


 一方、優建事業の補助要件は、地方公共団体の認可を必要としていない任意事業である


ため、計画の自由度が高く、原則的に、地区面積（敷地に接する道路の中心線以内の面積）


おおむね 1000 ㎡以上と定められており、中心市街地における共同住宅を供給する場合は


500 ㎡以上と定められている。特に、密集市街地では、地権者の権利関係が輻輳化し、合


意形成が困難なため、小規模な事例が多い。阿部俊彦(2002)に示した東京都住宅局による


「木造密集市街地の建替促進事業による共同建替」などを元にした調査結果によれば、密


集市街地における共同建て替え事例において、地区面積が 2000 ㎡以上のものは無い。 


 本研究では、「小規模まちづくり事業」を、共同化・協調化により、地区面積が概ね 500


㎡から 2000 ㎡未満の優建事業による建築物の整備をともなう空間整備の事業とする。 


 


(4)少人数の権利者数の合意形成により実現可能な共同事業 


 再開発事業の事業規模について、水谷圭司(2011)は、「2001 年から 2010 年までに竣工


した再開発事業 303地区の施工区域面積の平均値は 1.2ha、従前権利者数の平均値は 70名」


としている。一方で、優建事業による共同建て替え事例は、前述の阿部俊彦(2002)の調査


結果によれば、2 名から 10 名以内の少人数の権利者数による合意形成による事業が多く、


規模が大きなものも 30 名以上のものは無い。なお、優建事業を活用して建設した共同建


築物によって整備されている住戸数は、１事業あたり、おおむね 10 戸から 50 戸程度の小


規模なものが多い。 


 本研究では、「小規模まちづくり事業」を、少人数の権利者数による合意形成をともな


う共同建て替え、または一地権者の個別建て替えにより、建築物を整備する事業とする。 
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（5）地区の街並み形成や市街地環境の質の向上に資する空間整備をともなう事業 


 優建事業の空間整備の条件として、1)6m 以上の道路に 4m 以上接すること、2)階数が 3


階以上の耐火建築物、3)一定規模以上の空地を有すること（建ぺい率上の空地＋敷地の 20%


の空地）、4)地区計画などのルールに基づいて市街地環境の向上を目的とした区域内（た


だし、市街地環境タイプに限る）、などがあげられる。また、優建事業の補助対象は、オ


ープンスペース・廊下・エレベーター・供給処理施設・防災倉庫・立体街路などの共同施


設の整備が対象となる。 


  以上のように、優建事業による建築物をともなう空間整備は、敷地内の住環境の向上に


加えて、敷地の周辺および地区の市街地環境の質の向上などにも寄与するものである。本


研究では、「小規模まちづくり事業」を、地区の市街地環境の質の向上に資する空間整備


事業とする。 


 


 以上のような条件を全て満たす事業を小規模まちづくり事業とする。本研究では、小規


模まちづくり事業を「まちづくり市民事業のうち、建設組合やまちづくり会社などの地域


住民の協働の組織が主体となり、共同化・協調化により、地区の市街地環境の質の向上に


資する空間整備を、少人数の権利者による合意形成が可能な小規模な単位で行う事業」と


定義する。 
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序-1-2 小規模多主体事業連鎖の定義 


 


 本研究が対象とする「小規模多主体事業連鎖」は、地域住民・地権者・地権者組合・地


域住民の協働による組織（まちづくり会社など）など、個々の事業主体が異なる多主体の


事業施行者による共同化・協調化などによる小規模まちづくり事業が連鎖的に展開するこ


とと定義する。 


 すなわち、高容積型の市街地再開発事業や土地区画整理事業による大規模開発型の面整


備や、マスタープラン型の市街地整備とは対極に位置づけられる。 


 


(1)マスタープラン型の市街地整備との違いについて 


 マスタープラン型の市街地整備は、行政が地区の全体の構想と計画を検討し、規制・誘


導・事業により、その計画を実現するという手順で進められる。それに対して、小規模多


主体事業連鎖による市街地整備は、地域住民による個々の事業を検討し、少人数の合意形


成を一つ一つ積み重ね、それらを連鎖的に展開させ、地区全体の市街地環境を段階的に改


善するという手順で進められる。 


 ただし、小規模多主体事業連鎖による市街地整備を進めるにあたって、地区全体の構想


や計画が無いわけではない。大まかな目標像とその実現のためのシナリオを行政と地域住


民で合意し、そのシナリオを進めながら、個々のプロジェクトと都市基盤の整備を相互調


整しながら進められる。 


 以上のようなマスタープラン型の市街地整備とは対極に位置づけられる類似の市街地


整備として、「アーバン・カタリスト」や「バルセロナの多孔質化の手法」があげられる。 


 


(2)「アーバン・カタリスト」との違いについて 


 藍谷鋼一郎(2015)は、「地域のコンテクストを持続しつつ部分的な都市の改変繰り返し


て都市を発展させる方法を編集型アーバンデザインと定義し、その具体的方法の一つとし


て、連鎖的に周囲への好影響を与える建築単体の開発や公園整備などのアーバン・カタリ


スト（都市触媒）に着目した。」としている。また、「アーバン・カタリストは、都市の


変化を引き起こすことにより都市の再生を目指す方法であり、広域におけるスクラップ・


アンド・ビルドの土地開発とは異なり、アーバン・カタリストを投入することにより、事


業者が開発する範囲に留まらず、周辺地域に連鎖的な変化を促すことにその特徴がある。」


としている。 


 一方で、本研究が対象とした「小規模多主体事業連鎖」は、上記で定義されている「編


集型アーバンデザイン」に含まれる。ただし、以下の 3点が異なる。 
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 第一に、「アーバン・カタリストによる方法」が「都市触媒」となる 1つの事業を核に


周辺に波及させる手法である一方、「小規模多主体事業連鎖」は、複数のプロジェクトを


地区内で相互に関係しながら生まれる不連続的な展開を編集し、地区全体の市街地環境の


質を向上させる手法である。 


 第二に、「アーバン・カタリストによる方法」では、市街地の再生に資する再開発事業


など、比較的規模の大きな事業を対象としているが、「小規模多主体事業連鎖」では、小


規模まちづくり事業、すなわち地域住民の協働組織が主体となり、市街地環境の質の向上


に資する空間整備を小規模な単位で行う事業を対象としている点で異なる。 


 第三に、「アーバン・カタリストによる方法」では、建物の建設をともなう事業（以下、


建築プロジェクト）に限らず、公園などの都市基盤の整備もそれと同列の触媒として扱っ


ているが、「小規模多主体事業連鎖」では、建築プロジェクトと都市基盤の整備は、複線


的シナリオにより並行して進められる異なる次元のものとする。 


 


(3)バルセロナにおける「多孔質化の手法」との違いについて 


 「バルセロナの多孔質化の手法」は、阿部大輔(2006)に詳しい。マスタープラン的なア


プローチではなく、「部分から全体へ」のアプローチは、「小規模多主体事業連鎖」と同


様である。ただし、多孔質化は、密集市街地に広場を創出し、歩行者ネットワークの形成


を大きな目的としている。「小規模多主体事業連鎖」には、世田谷区太子堂地区のような


同じ目的の事例もあるが、バルセロナの事例は、規模が大きく、周辺に与えるインパクト


が大きく、個々のプロジェクトが「都市触媒」の役割を担っているものが多い。また、周


辺建物の建て替えや再建に限らず、修復に波及していることも異なる点としてあげられる。 


 


(4)連句的都市論と小規模多主体事業連鎖 


 中村良夫(1982)は、風景をつくっていくことは、「ちょうど連句の＜つけ合い＞の呼吸


に似ている」「風景とは育てていくものであってみれば、最初からすべてを設計し尽くし、


竣工時点の見ばえをもって完成しようとしないほうがよい」としている。 


 与えられた物を創造的に詠みながらそれに対して創造的に応えていく連句的都市論は、


複数の小さな建築プロジェクトが相互に関係し、補完し合いながら、つながり、部分的に


一体化し、一方で独立性を保ちつつ、地区の全体性をつくりあげていく「小規模多主体事


業連鎖」も共通している。 


序-1-3 小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備との複線型のシナリオ 


 


(1)地区レベルのまちづくりの目標像の実現のためのシナリオ 
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 川原晋・佐藤滋(2017)は、まちづくりのシナリオ・メイキングを「まちづくりが対象に


する領域において、社会経済的、物的環境の変化を見通して、多様な関係主体のまちづく


り活動を組み立てて、まちづくりの進行を筋道立てて目標像に導こうとする方法である」


と定義しており、まちづくりにおけるシナリオを描くことの重要性について述べている。


そこで、復興まちづくりと平時のまちづくりにおける、地区のまちづくりの目標像の実現


に向けた筋道としてのシナリオを「単線型」と「複線型」の 2 つに大別した注 1)。 


 単線型のシナリオによるまちづくりは、目標像の実現に向けて 1 つの筋道で進めるもの


である。例として、都市計画道路の街路拡幅事業や、土地区画整理事業による道路整備や


宅地造成などの基盤整備のみを目標としたまちづくりのシナリオがあげられる。 


 一方、複線型のシナリオによるまちづくりは、目標の異なる複数の事業を同時に進め、


それらの事業が補完し合い、目標像が実現されるものである。例として、地区計画などの


ルールによる自力建て替えの誘導と、骨格となる道路・小広場・細街路などの都市基盤の


整備を同時に進め、密集市街地の住環境の改善を図る改善型まちづくりがあげられる。 


 


(2)都市基盤整備が先行する単線型のシナリオによって生じている問題 


 単線型のシナリオによるまちづくりは、行政と地域住民などの関係者の間で初めに決定


した計画の合意が保持されれば、複線型のシナリオと比べて早期の実現が可能である。一


方で、決定した計画以外の選択肢は用意されていないため、一度計画を決定した後に、地


域住民の意向や地域の社会状況が変化した際に、予定調和を行うことが難しい。単線型の


シナリオのまちづくりにより、生じている問題として、以下のような例があげられる。 


 震災復興まちづくりでは迅速性が求められるため、復興過程の途中の段階では、一度決


定された復興事業の計画を見直し、別の案で進めることは困難なため、復興事業の完了後


に問題が発生している例がある。塩崎賢明(2016)は、震災復興区画整理事業において、震


災前には無かった道路や公園が整備されたものの、所々に住宅再建の目処が立たない空き


地が散在しており、被災者の合意を得ないまま、行政が公共事業を強行することによって


地域コミュニティに対立を生んでしまったことを指摘している。 


 東日本大震災の事例では、片山知史(2016)は、復興計画に基づいて進められている巨大


防潮堤について、一部の地区では整備が進むにつれて、地域住民や漁業者から工事に疑義


を呈する意見があがっているにも関わらず、その計画を見直すことなく進められているこ


との問題を指摘している。また、震災後、時間が経つにつれて、避難者は移転先で仕事を


探し、その場所での生活を根付かせ始め、時間が経つほど元の地区に戻って再建する人は


減少しているにもかかわらず、当初の嵩上げ造成による高台や、災害公営住宅などの計画
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が変更されずに整備が進められたことによって、未利用地や災害公営住宅の空き住戸の問


題が生じていることを指摘している。 


 また、平時のまちづくりでは、途中段階で計画の変更が必要となった場合の、単線型の


シナリオの問題が指摘されている。梅宮路子ら(2007)は、都市計画道路の拡幅事業に関し


て、行政から見直し案の提示された場合に、その後の意見調整期間内における住民間の合


意形成が重要であるにもかかわらず、複線型のシナリオで進めることに対応した合意形成


のシステムがないため、議論が十分になされず、計画の変更を行うことが困難なことを問


題としてあげている。 


  以上のように、単線型のシナリオによるまちづくりでは、都市基盤の整備のみが先行し


がちであり、一度、都市基盤の計画が定められた後は、地域住民の意向や地域の社会状況


などの変化が生じたとしても、その計画の調整や変更を行うことが難しい（図 序-1-2）。


当初の計画通りに整備が進めれた結果として、まちの環境が、地域住民の建物再建の希望


に合致しないがため、多くの地域住民が地区外に移転し、地域コミュニティの離散が進行


した例がある。 


 


 


 


 


 


 


 


図 序-1-2  都市基盤整備が先行する単線型のシナリオの概念図 


 


(3)複数のまちづくり事業の連鎖と都市基盤の整備とによる複線型のシナリオ 


 以上のような単線型のシナリオによるまちづくりによる問題の発生を防ぐためには、複


数のまちづくり事業による建物再建を連鎖的に展開させ、都市基盤の整備を関係づけなが


ら、それらを同時に進める複線型のシナリオでまちづくりを推進することが有効であると


考えられる。 


 また、複数のまちづくり事業の連鎖的展開と都市基盤の整備とによる複線型のシナリオ


であれば、建物再建及び都市基盤の整備が着手された後に、地域住民の意向や地域の社会


状況などの変化が生じた場合にも、建物再建の計画の変更に合わせて、都市基盤整備の計


画を調整しながら、地域住民の希望に即したまちづくりを進めることができると考えられ


る（図 序-1-3）。 


都市基盤整備


の完了 


地域住民の建物再建 


が実現しない 


（希望に合致しないため） 


都市基盤整備 


（道路,宅地造成,公園,防潮堤） 


都市基盤整備が完了しないと 


建物再建に着手できない 


 


完成した都市基盤 


付与される計画与件 
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図 序-1-3 小規模まちづくり事業と都市基盤の整備とによる複線型のシナリオの概念図 


 


 久保勝裕（2001）は、「連鎖的展開」を「都市や地域において、複数の市街地整備事業


を関係づけなら段階的に波及させていく事業展開の方法」と定義し、「権利者を市街地整


備地区内で柔軟に受け止め、地域コミュニティを持続させるという社会的側面からみた成


果」が挙げられていることを明らかにしている。特に、密集市街地における改善型まちづ


くりにおける調査を通じて、その実態を明らかにしている。 


  復興まちづくりの事例は、単線型のシナリオにより進められているものが多い一方で、


平時の密集市街地の改善型まちづくりの事例には、複線型のシナリオにより、まちづくり


事業が連鎖的に展開し、まちづくりが進められているものが多く見られる。それらの事例


のうち、複数の小規模まちづくり事業を連鎖的に展開させ、その展開に合わせて都市基盤


の計画の調整を図った改善型まちづくりのモデルとなる進めかたとして、序-1-4 で取り上


げる埼玉県上尾市仲町愛宕地区の事例があげられる。 


 埼玉県上尾市仲町愛宕地区では、以下の 3 つの方法により、複数の小規模まちづくり事


業を連鎖的に展開させ、地域住民の住み続けられるまちを実現し、その結果として、地域


コミュニティによる持続的な地域運営につながっている。 


1)地域住民の希望に即した建て替えの計画と都市基盤の計画を同時並行で進める、地区の


まちづくりの複線型のシナリオと目標像を、あらかじめ地域住民と行政とが共有し、地区


計画などの制度を活用し、地区全体のまちづくりの基本方針と建て替えのルールを担保し


ている。 


2)地域住民の希望に即した建物再建の方法としての小規模まちづくり事業の事業計画に合


わせて、都市基盤整備の計画を調整し、地区整備計画を弾力的に変更しながら、目標像の


実現に向けて、小規模まちづくり事業が連鎖的に展開している。 
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小規模まちづくり事業の


事業連鎖 
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3)小規模まちづくり事業を同時多発的に事業化させるために、協議会などの協議の場で異


なる地域住民及び地権者のグループ同士が、小規模まちづくり事業の検討状況を共有して


いる。また、小規模まちづくり事業の検討を支援する専門家と行政が連携し、小規模まち


づくり事業の実現とその連鎖的展開を促進させるための補助制度などの仕組みを用意し


ている。 


 


(5)地域の文脈に基づいたまちづくりのシナリオと目標像 


 小規模まちづくり事業の連鎖によるまちづくりは、白紙状態からまちづくりが進む全面


改造型のまちづくりとは異なり、複数の小規模まちづくり事業により、問題のある場所の


みを部分的に改善することにより、地区全体の目標像を実現するものである。すなわち、


既存の空間を活かしたまちで、多くの地域住民が、地区内に住み続けることが可能なため、


既存のコミュニティを継承し、持続的な地域運営につながると考えらえる（図 序-1-4）。 


 既往研究として、中林一樹ら(1999)は、近年、地域性を生かしたまちづくりが求められ


ているにもかかわらず、まちづくりを白紙状態から進めざるをえない復興まちづくりでは、


「地域資源の活用と地域文化の継承などの地域性の尊重」が安全・安心のまちづくりとと


もに重要であることを指摘している。また、田村博美ら(1999)は、阪神・淡路大震災の震


災復興土地区画整理事業を対象に、地域の文脈として、1)コミュニティ、2)まちづくり資


源、3)まちづくりの課題・目標、4)まちづくり計画情報、の 4 つを継承した復興まちづく


りを実践することの有効性を明らかにしている。 


また、佐藤滋(2008)は、「木造密集市街地での空間整備イメージは、有機的な構成から


なる街路などの都市基盤、近年のまちづくりの成果としての防災小広場、コミュニティ住


宅などのインフィルされた施設、商店街のような独自のコミュニティの骨格など（中略）


の空間要素や、それらを再デザインすることで、個性的で有機的な多様で豊かなイメージ


の空間構成が創出可能である。」とし、既存の空間構成やコミュニティの骨格などの地域


の文脈に基づき、地域資源を活用し、創発的に新たな価値を生み出すことの重要性を述べ


ている。 


 以上のように、小規模まちづくり事業の連鎖によるシナリオにより、既存の空間やコミ


ュニティの骨格を継承することが可能となり、特に、災害前の地域コミュニティの離散が


問題になりがちな復興まちづくりにおいては、地域の文脈に基づいたまちづくりの目標像


を実現することにより、その問題の発生を回避できると考えられる。 


 







 - 16 - 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


図 序-1-4  地域の文脈に基づいたまちづくりの目標像  


白紙状態 災害発生 


全面的な改造型のまちづくりの目標像 


（市街地再開発などの大規模な事業） 
地域の文脈に基づいたまちづくりの目標像 


（小規模まちづくり事業の連鎖） 


既存の空間構成や 


コミュニティの骨格など 


地域の文脈の継承 


発災前のまち 
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序-1-4 小規模まちづくり事業の連鎖によるまちづくりの事例の考察 


 


 筆者が、編集に関わった資料集成注 3)の編集の際に収集した「小規模なまちづくり事業が


連鎖的に展開しているまちづくりの事例」を対象に、建物の整備と都市基盤の整備の関係


をシナリオと空間整備の視点から考察し、小規模まちづくり事業の連鎖によるまちづくり


のシナリオの到達点と課題を整理した。 


 


(1)小規模まちづくり事業の連鎖による復興まちづくりの事例 


 我が国では、地震災害が多発しており、その被災状況に応じて、各地区で多様な復興ま


ちづくりのシナリオにより建物の再建や都市基盤の整備が進められてきた。著しい被害を


受けた被災市街地では、復旧が急がれる中、都市基盤の整備が先行した。一方で、まだら


状の被災市街地では、平時のまちづくりにも見られるように、建物の再建の検討に合わせ


て、都市基盤の整備が進められた地区もある。 


 


①震災復興区画整理と同潤会清砂通りアパートメント 


 関東大震災の復興は、帝都復興土地区画整理事業により被災市街地全域が 65の施行地


区に分けられて進められた。その都市基盤整備に合わせて、段階的にアパートメントと各


種の公共施設・福祉施設が建設され、復興をリードする拠点として整備されたのが同 


 


 


図 序-1-5 同潤会清砂アパートメントとその地区の復興状況の復元 
昭和 3年 4月末の状況、白抜きの道路は被災以前の道路パターン 


佐藤滋,他 4名(1998) 『同潤会のアパートメントとその時代』より引用 
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潤会清砂通りアパートメントである。 


 佐藤滋・真野洋介ら(1998)は、当事業について「区画整理による基盤整備とその上での


住まいづくり、公園や公共施設づくりを一体的に進めたこと」「清砂通りアパートメント


と小学校と小公園が一体的になったまち」「１カ所に施設を集めるのではなく、まちの主


要な場所に拠点を埋め込み、それらを街路でつないで周辺へ波及するまちづくりの骨格を


つくった」ことを評価している。また「清砂通りアパートメントは、最初から全体計画が


あって一体的に住宅団地を建設したのではない。復興区画整理の進捗、つまり換地が進み、


新しい街路や学校・公園などが計画決定され、姿を現すのに合わせて建設プロセスも進ん


だ」「この地区は、独特の雰囲気に包まれていてある種の空間的な文脈が成立しているの


を感じとることができる。それは復興区画整理により都市の基盤整備が進む中で、それと


一体で住宅と公共公益施設を中心とした上物が設計され建設されたからにほかならない」


と述べており、上物と都市基盤整備による複線型のシナリオによる都市空間形成のプロセ


スが検証されている。 


 上物と都市基盤整備の相互調整の具体的な例としてあげられるのが 1号棟である。1 号


棟が建設された時期はこの工区の換地を含む事業は完了していなかったのであるが、幹線


街路の位置が決まり、同潤会が所有していた土地で換地設計後も同潤会の土地となる敷地、


すなわち移動換地が必要のない敷地に、この地区の拠点となる象徴的な 1号館の建設に着


手した。その後、中庭を介して 2号棟が配置され、その 2 年後には、それに連続して 3号


棟が竣工し、区画整理前の敷地割りの面影の残る特徴的な空間がデザインされた。 


 


②阪神・淡路大震災の復興土地区画整理事業 


 阪神・淡路大震災の復興まちづくりは、第 1 段階で幹線道路や近隣公園の用地の先行取


得をもとに一度計画を決定し、第 2 段階で住民との協議を踏まえて、その他の都市施設（補


助幹線道路、区画道路、街区公園など）を決定する際に、都市計画を変更することを当初


から前提とした 2段階都市計画の手法によって進められた。中山久憲(2011)は、その成果


と意義についてまとめている。 


 しかし、2 段階目に都市計画が変更される際に、一部の地区では、行政と地域住民とで


まちづくりの目標像を検討が不十分なまま、都市基盤の整備が進められた事例がある。塩


崎賢明(2016)は、地域住民の希望に即した建物を再建できないことを理由に、地域住民が


元の地区に戻って再建しないため、未利用地の残存などの問題が多かれ少なかれ生じてい


ることを指摘している。 


 


④野田北部地区の復興まちづくり 
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 神戸市長田区野田北部地区は、戦前長屋等からなるいわゆる下町で狭小住宅の集積や住


宅の老朽化が進んでいた地区で、阪神・淡路大震災により、多くの建物が焼失するという


大きな被害を受けた。火災による大規模な延焼が起こったが、面積約 1900㎡の大国公園


と幅員 7ｍのコミュニティ道路により延焼が遮断され、全焼した東側の地区は、復興土地


区画整理事業により整備された。一方、延焼を免れてまだら状に被災した西側の地区は、


地区計画に基づいて、住宅市街地総合整備事業及び街なみ環境整備事業により、共同化や


協調化による建物再建と、細街路や小広場などの都市基盤の整備により、復興まちづくり


が進められた（図 序-1-8）。 


 


 


図 序-1-8 兵庫県神戸市野田北部地区における小規模まちづくり事業 


真野洋介(2006)「多主体連携により生み出される第 3 のフィールド -10 年の経験から-」,『復興まちづくりの


時代』より引用 


 


③兵庫県芦屋市若宮地区の住宅改良事業 


 地域住民の希望に即した復興まちづくりの計画が実現した事例として、兵庫県芦屋市若


宮地区があげられる（図 序-1-6）。当地区では、行政により、道路整備や大規模な災害公


営住宅の整備による復興まちづくりの計画が示めされたが、地域住民がその計画に反対し


た。その後、まちづくり協議会が、自力再建及び災害公営住宅を組み合わせた住宅再建に


よる地区の整備計画を代替案として検討し、それに合わせて、行政が都市基盤整備の計画


を調整した。その結果、通常の全面改良型の住宅改良事業とは異なり、発災前の住宅の敷
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地割や道路の骨格が基盤整備に生かされた。また、整備された街区公園には、地区の歴史


的資源がモミュメントとして再生された。さらに、多くの地域住民が地区内で住み替えや


建物再建が可能な計画としたため、他の事例と比較して、地区内での再建数の比率も高く、


発災前からの地区のコミュニティが継承された（図 序-1-7）。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1995年 5月に行政が示めした当初の計画案 


    


      


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1997年 6月 協議会が市長に提案し、最終的に決定した整備計画 


 


図 序-1-6 兵庫県芦屋市若宮地区における当初の計画案と変更後の整備計画の比較 


芦屋市／若宮地区まちづくり協議会(2002) 『若宮復興まちづくりのあゆみ-若宮震災復興住環境整備事業の記録』より引用  
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尼崎市築地地区の住み替え動向図  
 


 
芦屋市若宮地区の住み替え動向 


 


 


図 序-1-7 兵庫県芦屋市若宮地区における地区内の住み替えによるコミュニティの継承 
（左図）塩崎賢明,他 2 名(2006)「被災市街地における住宅・市街地特性の変化と居住者の『孤立化』に関する


研究-尼崎市築地地区の市街地復興事業を通して」より引用 


（右図）田中正人,他 2 名(2007)「被災市街地における住宅・市街地特性の変化と近隣関係の継承に関する研究


-芦屋市若宮地区の事例を通して-」より引用  
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⑤柏崎市えんま通り商店街の復興まちづくりの事例 


 中越沖地震の復興まちづくりでは、被災した地区が限定されていたため、地区毎に復興


まちづくりが進められた。新潟県柏崎市えんま通り商店街では、発災前から検討されてい


た街路拡幅事業により都市基盤整備と、被災者した地域住民や商業者の希望にもとづいた


共同再建による小規模まちづくり事業の検討及びその事業連鎖が、同時並行で進行した。


その結果、小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備との相互調整が図られ、「商店街の歩道


空間や公園」「民地内の庭をつないだお庭小路」「ガイドラインに基づいた街並み形成」


など、復興まちづくりの計画が実現している注 4)
（図 序-1-9）。なお、えんま通り商店街


の被害は、まだら状の被災にとどまっており、地区内の多くの建物が全壊した著しい被害


を受けた被災市街地ではなかった注 5)
。 


 


⑥東日本大震災の復興まちづくりの事例 


 東日本大震災の復興まちづくりでは、行政による都市基盤の整備を中心とした復興まち


づくりの計画が決定され、土地区画整理事業による大規模な嵩上げ造成、高台移転、大規


模な災害公営住宅団地などの整備が先行して進められた。一方、被災市町村の中心市街地


では、地域住民が主体となって進める復興まちづくりが見直され、地域住民や地域に関わ


る多様な主体の協働の組織として設立されたまちづくり会社が、商業施設や復興住宅を整


備し、地区の復興まちづくりを推進している注 6)
。 


⑦海外の復興まちづくりの事例 


一方、世界中で多発する自然災害により、海外でも多くの都市が著しい被害を受けてお


り、多様な復興まちづくりの事例がある。その例として、ハリケーン・カトリーナにより


市域の 8 割が水没する被害を受けたニューオーリンズでは、災害から 4 ヶ月後に示された


行政による復興計画に対して市民の反対の声があがり、その後、議会や連邦政府機関など


によって策定された複数の復興プランが並立して検討され、市民の納得がいくプロセスを


経て災害から 2 年後に最終的な復興計画が策定された注 7)
。2011 年の地震によって被害を


受けたニュージーランドのクライストチャーチは、災害から 1 年が経過した後も中心部は


立ち入り禁止とし、復興の完了の時期は復興計画に明示されなかった。クライストチャー


チでは、復興まちづくりを、都市をリニューアルする機会と捉え、仮設市街地でゆっくり


と復興する計画で進められている注 8)
。2012 年のイタリア・エミリアロマーニャ地震では、


被災した震災前からの街並みを一時的に凍結保存し、半恒久的な仮設市街地で営みを継続


しながら、時間をかけて歴史的な町並みの再生による復興まちづくりが進められている注


9)
。 







 - 23 - 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  図 序-1-9 新潟県柏崎市えんま通り商店街の計画と実現した小規模まちづくり事業 


益尾孝祐,他 6 名 (2014)『柏崎えんま通り商店街におけるまちづくり-市民事業による創造的復興まちづくり その 2-』より引用 


 


 


実現した小規模まちづくり事業の配置図 


 


地区の復興まちづくり計画 
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以上のように、上述の海外の復興まちづくりの事例は、計画策定において、迅速性より


も、地域の文脈が重視されている。 


 我が国では迅速性を重視した復興まちづくりによって、その完了後に、行政が地域住民


の合意を得ずに整備した防潮堤、災害公営住宅の戸数や商業施設の床の過剰供給、嵩上げ


造成や高台移転地における未利用宅地、公費解体による地域資源としての歴史的建造物の


喪失などの問題が生じている。これらの問題の発生を回避するために、地域の文脈に基づ


き、地域住民の希望に即した小規模まちづくり事業による建物再建を連鎖的に展開し、そ


れに合わせて、都市基盤整備の計画を調整し、復興まちづくりを推進することが有効であ


ると考えらえる。  
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(2)小規模まちづくり事業の連鎖による平時のまちづくりの事例 


 道路が未整備の状態で木造住宅が建て詰まった災害危険性の高い木造密集市街地は、3


大都市圏に集中しており、特に大火の可能性が高いとされている注 10)。その整備が進まな


い要因として、狭小敷地や狭隘道路、権利関係の輻輳化などがあげられる。特に、単独で


は建て替えが困難な無接道敷地では、敷地の共同化が必要となる。しかし、接道条件によ


って資産価値が異なる敷地の権利調整は困難であり、不整形な宅地や利便性が低い敷地で


は、民間の開発事業者による建て替え事業が成立しにくいため、建て替えが進まないこと


が課題としてあげられる。 


 一方で、駅周辺や広幅員の幹線道路の沿道など、高容積型の再開発ビルの建設と、完成


後のビルの保留床の処分ができる地区では、地区全体の整備方針を定めたマスタープラン


に基づき、市街地再開発などによる大規模な事業により、木造密集市街地の問題を解消し


ている事例が見られる。さらに、市街地再開発による建物整備と都市基盤の整備とを同時


に行っている事例として、「土地区画整理事業と再開発事業による合併施行」によるまち


づくりがあげられ、小林・鵤(2009)が、その有効性を明らかにしている。しかし、市街地


再開発や土地区画整理事業などによる大規模な面整備によって、既存の空間資源が失われ、


地域住民の移転により地域コミュニティが離散し、地域の文脈を継承できなかった地区も


ある。 


 ここでは、密集市街地において、権利調整が比較的円滑に進めることが可能な小規模な


まちづくり事業を連鎖させ、市街地環境の改善を図ってきた平時のまちづくりの事例を示


す。 


①埼玉県上尾市仲町愛宕地区の事例 


 小規模まちづくり事業の連鎖により、地域の文脈を継承しつつ、木造密集市街地の問題


を解消している事例として、埼玉県上尾市仲町愛宕地区のまちづくりがあげられる。この


事例では、共同建て替えによる小規模なまちづくり事業の連鎖により、無接道敷地の解消


し、住み続けられる建物の整備を進めつつ、その小規模なまちづくり事業に合わせて、段


階的に広場や区画道路などの都市基盤の整備を進めることにより、地区全体の市街地環境


の改善が図られた。 


 当地区では、地区計画が定められ、全ての整備が完了するまでの途中段階において、地


域住民の意向や社会状況の変化に応じて、計画が 4 回変更されている（図 序-1-10）。そ


の結果、中山道の短冊状の敷地割りを活かし、表に店舗、裏に住宅や庭を配置した空間整


備と、地域住民が住み続けられる事業計画による住宅の整備により、既存の空間構 


成と地域コミュニティが継承されている（図 序-1-11）。 
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図 序-1-10 埼玉県上尾市仲町愛宕地区の計画案の変遷 


上尾市都市整備部上尾駅周辺整備事務所(2001)『住み続けられるまちづくり-中山道沿道仲町愛宕地区住環境整備の取り組み-』より引用  
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図 序-1-11 埼玉県上尾市仲町愛宕地区における小規模まちづくり事業と都市基盤整備 


上尾市都市整備部上尾駅周辺整備事務所(2001)『住み続けられるまちづくり-中山道沿道仲町愛宕地区住環境整


備の取り組み-』を一部加工  
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②東京都江戸川区篠崎西部地区の事例 


 東京都江戸川区篠崎西部地区は、土地区画整理事業により、敷地を入れ替え、行き止ま


り道路をつなぎ、新しい道路を整備した後の残地を公園と整備し、木造密集市街地の課題


を解決した事例である（図 序-1-12）。 


 さらに、一部の街区では、行き止まり道路と狭小な宅地を解消する際に、共同建て替え


を希望する地権者の敷地を街区内に集約し、小規模まちづくり事業による共同建て替えの


敷地に活用した。以上のような修復型の土地区画整理事業により、既存の道路の骨格やヒ


ューマンスケールの空間を継承している（図 序-1-13）。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


図 序-1-12 東京都江戸川区篠崎駅西部地区の連鎖型土地区画整理事業 


土屋信行(2010) 「篠崎駅西部地区連鎖型土地区画整理事業」, 土地総合研究 2010 年冬号, pp.93-96 より引用 
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図 序-1-13 東京都江戸川区篠崎駅西部地区の共同建て替え 


上篠崎四丁目地区建設協議会(2008)「オアーゼ上篠」より引用 
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③富山県射水市放生津地区の事例 


 富山県射水市放生津地区は、既成市街地内の地域で、駐車場や空き地などの小規模かつ


不整形で散在した低・未利用地等、少数の敷地を対象として、土地の集約・入れ替えを行


うことにより敷地の整序を図る小規模な土地区画整理事業、すなわち敷地整序型土地区画


整理事業により、木造密集市街地の課題を解決した事例である。 


 改善が必要な街区のみを整備対象とし、既存の歴史的建造物の町並み・その他の歴史的


資源（曳山収蔵庫・地蔵尊など）・地域コミュニティを継承しつつ、高齢化と人口減少が


進む地区の社会的問題の解決のために、小規模まちづくり事業による共同建て替えにより


高齢者のための新しい住まいを供給し、戸建て住宅の再建のための画地を確保している


（図 序-1-14）。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


図 序-1-14 富山県射水市放生津地区の事例 


丸山豊(2013)「共同建替えを柱にすえた密集市街地の総合的再生」,建築とまちづくり,No.427,pp.6-9 より引用 
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④ UR都市機構による密集市街地の住環境整備の事例 


 独立行政法人都市再生機構（以下、UR都市機構）は、1970年代後半から、住環境整備


のまちづくりに取り組み始め、密集市街地の整備を推進してきた。その事例には、共同建


替えなどの小規模まちづくり事業の連鎖により整備された地区があり、行政の公共施設整


備や公的支援の介入の度合いと、住民や民間事業者による共同建替えなどの小規模まちづ


くり事業の合意形成の熟度より、整備内容が異なる。UR密集市街地整備検討会(2017)の事


例は、以下の 3つのパターンに類型化することができる（図 序-1-15）。 


 第一に、住宅市街地総合整備事業の中で複数の共同建て替え事業の連鎖と区画道路の整


備による事例として、東大利地区と阪神・淡路大震災の各地区がある。第二に、大規模な


拠点整備を契機とした道路整備と小規模なまちづくり事業の連鎖による整備として、神谷


一丁目地区、上馬・野沢周辺地区、西新井駅西口周辺地区があげられる。第三に、防災の


骨格軸となる幅員 6〜8m以上の道路の整備を契機とした共同建替えや自力建替えなどの小


規模なまちづくり事業の連鎖による整備として、太子堂・三宿地区、京島三丁目地区、二


葉三・四丁目、根岸三・四・五丁目地区、荒川二・四・七丁目地区、大谷口上町地区があ


げられる。 


 道路拡幅や広場整備などの都市基盤の整備が進められてきた地区のうち、一部の地区で


は行政の厳しい財政事情により、目標像の実現の前に、途中まで進められてきた事業が終


了することが問題としてあげられる。この問題の発生を回避するためには、行政による都


市基盤の整備のみに頼ることなく、地域住民が事業主体となって進めることが求められて


いる。また、高見沢（2017）は、「東京大都市圏の密集市街地については、家主が地域に


住んでいる場合が多く地域管理力が高いことが挙げられる。特に近年、エリアマネジメン


トが注目されるなかで、その特徴については再度認識する必要がある」と述べている。 


 密集市街地におけるまちづくりの主体が行政から地域住民に移行しつつある中で、今後


は、地域住民の協働の組織が小規模まちづくり事業の事業主体となり、それらを連鎖させ


ることによりまちづくりを進めることが求められている。 
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大規模な拠点整備を契機とした道路と小規模なまちづくり事業の連鎖的展開による整備 


     


      
独立行政法人都市再生機構（2007）『UR都市再生機構の密集市街地の整備』パンフレットより引用 


複数の共同建て替え事業と区画道路の連鎖的展開による整備 
 


 
独立行政法人都市再生機構（2007）『UR都市再生機構の密集市街地の整備』パンフレットより引用 


防災軸となる生活環境軸の整備を契機とした共同建替えなどの小規模なまちづくり事業の連鎖的展開による整備 


   


独立行政法人都市再生機構（2013）『京島三丁目地区防災街区整備事業』パンフレットより引用 


図 序-1-15  UR都市機構による小規模まちづくり事業の連鎖的展開による整備事例 
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(3)小規模まちづくり事業の連鎖による空間整備パターンの類型化 


 ここでは、(2)に示した小規模多主体事業連鎖によるまちづくりの事例における空間整


備のあり方に着目し、そのパターンを「街区内増殖型」「拠点集約波及型」「防災軸沿道


連続型」「地区ネットワーク型」の 4つに類型化した（図 序-1-16）。 


 


①街区内増殖型 


 共同建て替えなどの小規模まちづくり事業を、隣接敷地に次々に連鎖させ、小広場や通


路などで連結し、街区内の環境を改善しているパターンである。その例として、上尾市仲


町愛宕地区、江戸川区一之江地区があげられる。旧来型の宿場町の旗竿敷地や、耕地整理


済みの農地、路地を中心とした長屋の開発単位など、明確な事業単位が存在する場合に、


共同建て替えを連鎖的に展開させることができ、一定の住戸数の確保や道路や公園などの


公共施設のネットワークを形成することが可能である。なお、小規模まちづくり事業を連


鎖させる際に、当初に目標とした地区の計画を臨機応変に修正しながら進める必要がある。 


 


②拠点集約波及型 


 街区内の一ヶ所に、共同建て替えや拠点施設などの小規模まちづくり事業を集約し、そ


の周辺の細街路整備や個別建て替えに波及しているパターンである。その例として、射水


市放生津地区、江戸川区篠崎地区、寝屋川市東大利地区があげられる。土地区画整理事業


の換地による事業用地の確保や、跡地として利用できる敷地や、不良住宅の集積など、一


定規模のまとまった敷地を活用し、明確な拠点となる事業を位置づけ、その事業に集中し、


その後、周辺の事業が自然に展開するのを待つという戦略で進められる。地域のイメージ


を一新するようなプロジェクトに適している。 


 


③防災軸沿道連続型 


 商店街などの地区の骨格軸となる道路を避難路や延焼防止に資する街路空間として強


化（幅員 6m）するために、その沿道に小規模まちづくり事業を連続させているパターン


である。その例として、板橋区大谷口上町地区、墨田区京島三丁目地区があげられる。用


地買収による道路の拡幅整備のみが先行して進むことを避けるために、裏側の宅地を含め


た共同建て替えによる小規模まちづくり事業を連動させて進めるために、防災だけでなく、


住宅供給、福祉施設の整備、商店街の整備などを連携させた投資効果の高い小規模まちづ


くり事業を組み立てる必要がある。 


 


④地区ネットワーク型 
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 地権者の合意形成が可能な場所で、同時多発的に小規模まちづくり事業を連鎖させ、そ


れらの連携により、地区内にネットワークを形成しているパターンである。その例として、


北区神谷一丁目地区があげられる。工場跡地や幹線道路沿いなどで、臨機応変に事業を誘


導する方法であるが、種地が無い、もしくは集約して確保することができない地区で進め


ることはできない。  
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 小規模まちづくり事業の連鎖による空間整備パターン 事例 
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を連鎖させ、それ
らの連携により、
地区内にネットワ
ークを形成してい
る。（例）北区神
谷一丁目地区、神
戸市野田北部地区 


  


図 序-1-16 小規模まちづくり事業の連鎖による空間整備パターン 
早稲田大学都市・地域研究所(2002)「すまい・まちづくりのための新しい住民参加の仕組みづくり（総括編）」を参考に作成 
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・主要道路 公園 
まちづくり事業 


（計画） 


個別建て替え（計


画） 
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(4)まちづくりのシナリオにおける建物の整備と都市基盤整備の関係の考察 


 まちづくりのシナリオにおける小規模まちづくり事業などの建物の整備と都市基盤整


備の関係を比較し、以下の 4つに整理した(図 序-1-17)。 


①都市基盤整備が先行する単線型シナリオ（大規模被災市街地の復興まちづくり） 


 大規模な地震により著しい被害を受けた被災市街地において、地域住民や民間事業者に


よる建物再建の計画が検討される前に、土地区画整理事業などによる道路・宅地造成・公


園、防潮堤などの都市基盤の整備が先行して進める復興まちづくりのシナリオ。建物再建


を都市基盤の整備が完了するまで待つ必要があるため、その完了までの時間の経過により、


地域住民の建物再建の意向と、まちの環境や敷地条件が合致しないなどの問題が生じてい


る。 


②マスタープラン型の複線型シナリオ（上位計画に基づいたまちづくり） 


 平時や復興時に限らず、はじめに全体の計画を決定し、その計画通りに、建て替えまた


は建物再建、都市基盤整備を進めることにより、当初の計画通りの計画を実現するまちづ


くりのシナリオ。市街地再開発事業や住宅地区改良事業など、上物と都市基盤の整備を 1


つの事業の中で、一体的に整備するまちづくりに見られるシナリオである。全員同意のも


とで事業が進められるため、合意形成には長い期間を要する。また、一度事業が決定して


しまうと、計画を変更することが難しく、途中段階において、地域住民の意向や社会状況


の変化に対応することが難しい。 


③小規模連鎖による複線型シナリオ（改善型まちづくり） 


 当初決定した地区計画などに基づいて、建物再建と都市基盤整備の計画を相互の調整し


ながら、地域住民の意向や社会状況に応じて、弾力的に全体の計画を変更しながら段階的


に整備を進め、最終的に、地区計画の目標とするまちの環境と同等の質を確保するまちづ


くりのシナリオ。 


 平時のまちづくりにおける事例として、埼玉県上尾市仲町愛宕地区があげられる。密集


市街地の整備事業の中で、地権者による建設組合による複数の共同建て替えが連鎖し、そ


れに合わせて緑地や区画道路などの公共施設が整備された。 


 芦屋市若宮地区では、住宅改良事業により、マスタープラン型のまちづくりにより進め


られようとしていた。しかし、地域住民の意向により、行政が示した当初計画を変更し、


共同住宅や自力再建の連鎖による建物再建と都市基盤整備の計画やデザインが相互に調


整しながら進められた。 
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 復興まちづくりにおける事例として、隣接する公園や骨格道路により、隣接する地区の


延焼を免れた神戸市野田北部地区があげられる。隣接する地区では、土地区画整理事業に


より大規模な都市基盤整備が進められたのに対して、当地区では、住宅市街地総合整備事


業により、共同建て替えや協調建て替えの連鎖による建物再建と都市基盤整備が複線的に


進められ、地区計画に基づいて、相互調整が図られた。さらに、街なみ環境整備事業によ


り、協調建て替えのセットバックの連続空間及び細街路の舗装についてデザインの調整が


図られ、景観に配慮したまちなみが実現した。 


 また、柏崎市えんま通りは、中越沖地震により、まだら状に被災した商店街である。共


同建て替え事業の連鎖による建物再建と都市計画道路の拡幅事業との調整が図られた。な


お、新たに公園整備、街並みの調整などが図られ、民地を連担した「お庭小路」が実現し


ている。 


 以上のように、大地震による被災市街地の中でも、著しい被害を免れ、まだら状に被災


した市街地では、地区全体の道路や宅地造成などの都市基盤整備は必要とされなかったた


め、平時の改善型まちづくりと同様のシナリオにより復興まちづくりを進めることができ


た。 


④建て替えが先行する単線型シナリオ（修復型まちづくり） 


 平時の密集市街地などにおいて、個々の建て替えに合わせたセットバックによる協調建


て替えを連続させて細街路の拡幅、共同建て替えにより接道不良宅地の解消、行政による


小広場の整備や建て替え補助などにより、部分的に修復を進めることにより不燃化を進め


るまちづくりのシナリオ。 


 その事例として、独立行政法人都市再生機構（以下、UR）が行政と連携し、幅員 6m〜8m


程度の骨格道路（＝生活環境軸）の整備を推進している事例がある。これらの事例では、


URのコーディネートをもとに、上物の建て替えと、沿道の用地買収や代替地の提供などに


よる生活環境軸との整備を相互に調整しながら複線的に進められている。しかし、沿道の


地権者の権利調整や用地買収費の確保が困難なため、生活環境軸が当初の計画通りに整備


が完了している事例は少ない。 


 なお、生活環境軸の整備事例の中でも、京島地区のように、地区計画により、あらかじ


め道路位置を定め、それに基づいて一定の強制力を持って進められるまちづくりは、③の


改善型まちづくりに該当する。 
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(5)複線型まちづくりのシナリオの到達点と課題 


 以上の小規模まちづくり事業の連鎖によるまちづくりのシナリオの事例の考察から、以


下の到達点と課題を明らかにした。 


1)①都市基盤整備が先行する単線型シナリオ（大規模被災市街地の復興まちづくり）では、


その後の建物再建の段階において問題が生じている。その問題の発生を回避するためには、


建物再建と都市基盤整備を同時に進める複線型のシナリオが有効である。 


2)②マスタープラン型の複線型シナリオ（上位計画に基づいたまちづくり）では、当初の


計画を途中段階で変更することが難しい。一方で、④建て替えが先行する単線型シナリオ


（修復型まちづくり）では、建物再建が進まないと都市基盤整備が進まないという問題が


生じている。すなわち、③小規模連鎖による複線型シナリオ（改善型まちづくり）は、上


記 2つのシナリオにおいて生じている問題を回避するうえで有効である。 


3)③小規模連鎖による複線型シナリオは、小規模まちづくり事業の連鎖と都市基盤整備を


一つの事業として一体的に進めることが可能な場合は有効である。しかし、大規模な被災


により、都市基盤整備が先行する復興まちづくりにおいて、③小規模連鎖による複線型シ


ナリオにより進めることは難しい。 


4)復興まちづくりに事例において、③小規模連鎖による複線型シナリオにより計画が実現


している事例があるが、それらは、まだら状の被災にとどまった地区に限定される。まだ


小規模ら状の被災市街地では、行政が都市基盤整備を先行して整備する必要がないため、


まちづくり事業などの建物再建の検討を先に進めることができた。  


5)いずれの事例も、個々の小規模まちづくり事業は、それぞれ独立した事業主体により事


業化されたが、行政・地域住民・民間事業者などの多主体が参加する協議会な 


どのプラットフォームにおいて、地区全体のまちづくりの計画を検討する中で、その実現


のために必要な小規模まちづくり事業やその事業連鎖の計画が検討されている。 


 


 以上から、都市基盤整備が先行する被災市街地の復興まちづくりを進めるためには、②


マスタープラン型の複線型シナリオのように、建物再建と都市基盤整備を同時並行で進め


つつ、③小規模連鎖による複線型シナリオのように、都市基盤計画を多主体が検討する小


規模まちづくり事業による建物再建と、その事業連鎖に合わせて調整する必要がある。す


なわち、小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備との複線間の相互調整による複線型復興ま


ちづくりのシナリオにより進めることが有効であるということが、研究仮説として導かれ


る。 
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序-1-5 小規模多主体事業連鎖による複線型復興まちづくりの推進のための課題 


 


 平時の改善型まちづくりは、復興まちづくりと比べて、その実現に至るまでに時間を要


しており、埼玉県上尾市仲町愛宕地区では、目標像の検討から、複数の小規模まちづくり


事業が連鎖的に展開し、都市基盤の整備が完了するまでに約 20 年かかっている。しかし、


被災市街地の復興まちづくりは、迅速性が求められているため、平時の防災まちづくりと


同程度の時間をかけることができない。そのため、行政は、地域住民による建物再建の前


に、都市基盤整備を先行しがちである。 


 しかし、兵庫県芦屋市若宮地区および新潟県柏崎市えんま通り商店街の事例では、復興


まちづくりであるため、迅速性が求められていたにもかかわらず、地域住民による建物再


建の検討の前に、行政により土地区画整理事業などの都市基盤整備が先行するという問題


は生じていない。その要因として、兵庫県芦屋市若宮地区では、地域住民が行政の示した


復興計画に反対したことがあげられる。 


 また、新潟県柏崎市えんま通り商店街では、建物の被害がまだら状であったため、発災


後に大きな被害を受けた建物と、被害が少なかった建物が地区内散在していたため、大規


模な都市基盤整備が必要とされていなかったこと、があげられる。 


 また、上述のような復興まちづくりを推進する上で、行政と地域住民とで実施されたこ


ととして、以下の 3 つがあげられる。1)行政は、都市基盤整備に着手する前に、地域住民


の建物再建の意向を把握し、都市基盤の計画との調整を図った。2)被災市街地復興推進地


域などの、行政が復興事業を主導する地区に指定されていなかったため、地域住民が災害


復興の目標像を主体的に検討し、建物再建のための事業主体となる組織を組成し、復興ま


ちづくりを推進した。3)行政と地域住民とが、災害復興の目標像を合意した上で、はじめ


て復興事業に着手された。 


 以上のように、平時のまちづくりには、時間的な余裕があるため、整備に時間をかけら


れる。一方で、地域住民や地権者の建て替えの動機づけが無い限り、建物の敷地計画を検


討できないため、事業が停滞してしまうケースもある。一方、大規模な地震により著しい


被害を受けた市街地における復興まちづくりでは、時間的な余裕がないため、復興交付金


の制度と期間の制約により、都市基盤整備を先行して進めざるをえない。そのため、地域


住民や地権者の再建の希望を十分に計画に反映する間もなく、行政により敷地計画が進め


られがちである。 


 そこで、本研究は、大規模な地震により著しい被害を受けた市街地において、先行する


大規模な都市基盤整備の計画を小規模多主体事業の計画に合わせて変更および調整し、小
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規模多主体事業連鎖と都市基盤整備との複線間の相互調整による複線型復興まちづくり


を推進する上で、以下の 3 つの課題を解決するための方法を検討する。 


 第一に、地域住民の再建意向を踏まえた都市基盤の整備を行うこと、第二に、行政主導


によるマスタープラン型ではなく、地域住民などの多様な主体がまちづくり事業を推進す


ること、第三に、復興に求められる迅速性に対応した合意形成、である。 


 


(1)地域住民の再建意向を踏まえた都市基盤の整備 


 地域住民が再建する建物の計画を検討する前に、都市基盤の整備が先行したことにより、


一部の地区では、土地区画整理事業によって換地された宅地の規模・接道などの敷地条件


が、地域住民の希望に合致しないという事態が生じた。そのため、都市基盤の整備が目標


通りに完了しても、地域住民が希望に即した建物を再建できないという問題が生じている。 


 地域住民の再建意向を踏まえた基盤整備などの都市基盤の整備を行うためには、地域住


民の建物の再建意向をもとに検討された小規模まちづくり事業とその連鎖的展開に合わ


せて、都市基盤整備の計画を調整することが課題としてあげられる。 


 


(2)地域住民などの多様な主体がまちづくり事業の推進 


 大規模な地震によって著しい被害を受けた被災市街地の発災直後は、被災した地域住民


や事業者は、各々の住宅や事業所の再建を優先せざるをえない状況のため、自らが地域の


まちづくりに取り組むことは難しい。そのため、行政主導による基盤整備や災害公営住宅


などの都市基盤の整備を中心としたまちづくりが先行しがちである。しかし、都市基盤の


整備だけでは、地域コミュニティの再生や地域経済の活性化を図ることはできない。すな


わち、復興まちづくりの全てを行政に委ねることなく、地域住民が主体的に復興まちづく


りの事業を組み立てる必要がある。 


 しかし、まちづくり事業のリスクを負担することのできない被災した地域住民が、個人


でまちづくり事業を担うことは難しい。すなわち、地域住民が、行政・民間事業者・社会


福祉法人・NPOなどの多様な主体との協働により、個々の小規模まちづくり事業の事業主


体となる建設組合やまちづくり会社などの組織を組成することが課題としてあげられる。 


 


(3)復興に求められる迅速性に対応した合意形成 


 地域住民と行政との間で、復興まちづくりの目標像とシナリオについて、丁寧に合意形


成を図り、復興まちづくりを推進する必要がある。ところが、著しい被害を受けた地区で


は、復興事業の対象が広範囲にわたり、合意形成を図る上での関係者数が多く、地区の全


体の目標像の合意形成を図るために長い時間を要する。 
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 平時のまちづくりと比べ、行政と地域住民とで目標像の合意形成を図るための時間を十


分に持つことができない復興まちづくりにおいて、復興に求められる迅速性に対応した合


意形成を図るために、シミュレーション手法を用いて、地区のまちづくりの目標像の空間


イメージを視覚化し、行政と住民との合意形成の円滑化を図ることが課題としてげられる。 


 


 以上の 3 つの課題を解決する技術と方法を検討するために、1 章では、小規模まちづく


り事業に合わせた都市基盤の計画調整に関する研究を行い、2 章では、小規模まちづくり


事業の事業主体となる組織の組成に関する研究を行い、3 章では、シミュレーションによ


る合意形成の円滑化に関する研究を行う（図 序-1-18）。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


    図 序-1-18 小規模多主体事業連鎖による複線型復興まちづくり 


                 の推進のための 3 つの課題 
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課題(2)（２章） 


マスタープラン型から


小規模多主体型の事業 


目標像 


の 


合意形成 


目標像 


の 


実現 


災害 


発生 
小規模まちづくり事業


の連鎖 


 


平時 


・時間的な余裕があるため、整


備に時間をかけられる。 
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・再建希望が定まる前に、行政によ


る敷地計画の検討が進む。 







 - 43 - 


序-1-6 平時のまちづくりと復興まちづくりを連続的に進めるための課題 


 


(1)平時のまちづくりと復興まちづくりの目標像とシナリオの乖離による問題 


 大規模な災害よって著しい被害を受けた被災市街地では、平時で取り組んできた防災ま


ちづくりとは異なる目標像とシナリオで復興まちづくりが進められがちである。 


 中林一樹(2013)は、「被災地における復興まちづくりは、地区計画を事業基盤として現


状に対する修復型防災まちづくりで進めている平時の防災まちづくりの延長線上にはな


い。（中略）被災前には、木造密集市街地で土地区画整理による提案は、細街路であって


現実に存在している家屋で不足なく生活している現実に対して、非現実的な提案でしかな


い。（中略）木造密集市街地での防災まちづくり像とは、被災後に目指すであろう復興ま


ちづくり像と大きく乖離しているのである」と述べている。 


 阪神・淡路大震災で多くの建物が焼失した密集市街地では、震災の発生以前は、地区計


画などによる個別建て替えの誘導を基本とした修復型のまちづくりに取り組んでいた。し


かし、発災後に、行政が事業主体となり、土地区画整理事業や再開発事業による、既存の


全ての建物の除却を前提とした復興まちづくりを進められた。塩崎賢明(2009)は、一部の


地区では、震災復興都市計画と震災前の計画とのギャップによって、復興事業の完了後に、


発災前のまちなみが失われ、地域住民や地元事業者が、元の地区に戻って再建しないため、


発災前からの地域コミュニティが離散した問題を指摘している。 
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図 序-1-19 平時のまちづくりと復興まちづくりの目標像とシナリオの   


               乖離による問題 
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(2)平時のまちづくりと復興まちづくりを連続的に進めるための事前復興まちづくり 


 以上のような復興まちづくりの目標像とシナリオが、平時のまちづくりとものと乖離し


ている問題に加えて、復興まちづくりは、迅速性が求められるため、シナリオの検討や目


標像の合意形成のための時間を十分に持つことができないという問題があげられる。 


 真野洋介(2009)は、阪神・淡路大震災の復興まちづくりで進められたプロセスを踏まえ


て、「事業完了までには数年以上を要するにも関わらず、事業前と事業後の二時点の状況


に関連する情報しか示されないことが多い。そのために、これらのイメージや空間像を含


み、漸進的な変化を示す復興まちづくりのシナリオが必要となる。（中略）都市計画事業


は合意形成がなされない限り、手続きは進まず（中略）時間の経過はコミュニティの離散


やまちの活力の低下を生む。一方、事業の枠組みと手続きに合意し、事業スケジュールに


乗ってしまうと、合意形成の混乱を起こすのを避けるために、プロセスは後戻りしにくく、


空間像やまちづくりのシナリオを検討する時間が持てない。このような時間の制約と事業


協議の仕組みのもとで、都市計画決定や事業計画決定以前の早い時期に、（中略）復興ま


ちづくりのシナリオをどのように検討していくかが重要になる」と述べている。 


 そこで、地域住民と行政とで目標像と、それを実現するための筋道としてのシナリオを


発災前から検討することが、発災後にスムーズに復興まちづくりを推進する上で重要であ


ると考えられる。佐藤滋（2009）は、阪神・淡路大震災以降に展開した都市防災手法の１


つに「事前復興まちづくり」をあげており、これを「被災から復興へつなげるイメージを


持ち、被災後も連続的なまちづくりを進められるようまちづくりの体制を整備し、具体的


な計画づくりを進め、部分的にでも実行に移すこと」注 12)
と定義し、「事前復興まちづく


りは、震災復興模擬訓練やワークショップをきっかけにして進めてゆくことができる」注


13)
と述べている。 


 より速やかに復興まちづくりを進めるためには、発災前に取り組んだ「事前復興まちづ


くり」の成果を活かし、発災後に、連続的に復興まちづくりを進める連続復興注 14)が有効


であると考えられる。真野洋介(2009)は、阪神・淡路大震災の復興まちづくりのプロセス


を踏まえて、事前と事後の連続性を想起した連続復興のあり方について考察している。具


体的には、復興まちづくりにおいて、想起することが求められる事前と事後の連続性とし


て「地域の空間の連続性」「コミュニティの連続性」「まちづくりの担い手の連続性」「シ


ナリオ・プログラムの連続性」「ビジョンの連続性」「生活再建プロセスとしての連続性」


「地域が抱える課題に向き合う連続性」をあげている。 
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 以上の課題を解決する技術と方法を検討するために、5 章では、復興まちづくりのシナ


リオと目標像の検討を事前に検討し、平時からまちづくりに取り組むための技術と方法に


関する研究を行い、6 章では、平時の事前復興まちづくりの取り組みを復興まちづくりに


活かすためのツールとしてのデータベースに関する研究を 6 章行う（図 序-1-20）。 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


図 序-1-20 平時のまちづくりと復興まちづくりを連続的に進めるための 


                  事前復興まちづくり 


  


平時の防災 


まちづくり 
復興模擬 


訓練 


事前復興まちづくり 


（５章） 
発災 


復興 


まちづくり 


平時の事前復興まちづくりの蓄積を復興 


まちづくりに活かすためのツールを開発する。 


復興模擬訓練が契機となって、まちづく


り事業の事業化検討など、事前復興まち


づくりに展開させるための方法を論じる 


過去の復興まちづくりのプロセスを踏まえて、復興のシナリオ


を学習し、平時の事前復興まちづくりに活かす。 


事前復興データベース（６章） 
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序-2 研究の方法と対象 


 


序-2-1 研究のフロー 


 本研究は、以下に示した研究のフローによって進める（図 序-2-1）。 


序章では、事例を考察し、複線型復興まちづくりの到達点と課題を整理する。研究①では、


気仙沼で複線型復興まちづくりのアクションリサーチを行い、研究②で、抽象化した方法


論を導き出す。研究③で、その方法論を平時から進めるための事前復興の手法を開発し、


まとめとして平時と復興をつなぐ連続復興まちづくりの方法について論じる。 


  


都市基盤の整備を目的とした大規模な復興事業による復興まちづくりの問題 
地域住民の地区外移転／地域コミュニティの離散／未利用地（空地）の放置 


研究① 仮説に基づいた気仙沼の復興まちづくりのアクションリサーチ 
著しい被害を受けた被災市街地である気仙沼市内湾地区において、複線型復興まちづくりの実践し、


都市基盤整備／事業主体／合意形成、の 3つの視点により検証する.（1,2,3章） 


研究③ 平時から複線型復興まちづくりを進めるための 


事前復興まちづくりのアクションリサーチ（新宿区 3 地区） 
復興模擬訓練を契機とした事前復興ワークショップ及びデータベースの開発（5,6章） 


研究② アクションリサーチから複線型まちづくりの方法を導き出す 
気仙沼のアクションリサーチに基づいて、そのプロセスと空間整備を考察し、小規模多主体事業連鎖


と都市基盤整備との複線型まちづくりの一般モデルとその方法を導き出す.（４章） 


平時のまちづくりと復興まちづくりをつなぐ連続復興まちづくりの方法論（終章） 


小規模まちづくり事業の連鎖によるまちづくりの事例の考察（序章） 
「小規模連鎖の空間整備パターン」「小規模連鎖と都市基盤整備の関係」 


の２つの視点による考察により、小規模連鎖型まちづくりの到達点と課題を整理する. 


（仮説）小規模多主体事業連鎖により、社会況や地域住民の再建の希望に 


対応し、復興まちづくりの問題の発生を回避できる 
建物再建と都市基盤の連携による複線的シナリオ／ 


少人数による合意形成が可能な事業規模／地域の文脈に基づいた空間の継承 


 


図 序-2-1 研究のフロー 
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序-2-2 まちづくりにおけるアクションリサーチの定義 


 


 本研究では、筆者自らがまちづくりに参画し、地区のまちづくり協議会の運営支援とま


ちづくりの計画策定支援の実践を通して、まちづくりの課題を解決することを目的として


研究を行う実践的研究、すなわち「まちづくりのアクションリサーチ」の方法を用いるこ


ととした。 


 アクションリサーチは、Kurt Levin(1946)により、出来事が生起している「場」全体をシ


ステムとして捉え、現実の課題を解決するアプローチの過程に研究課題を見い出す研究手


法として提唱された。筒井真優美ら(2010)は、様々なアクションリサーチの定義がある中


で、1)研究者が現場に入り、その現場の人たちも研究に参加する「参加型」研究、2)現場


の人たちとともに研究作業を進めていく「民主的な活動」、3)学問的な成果だけでなく「社


会そのものに影響を与えて変化をもたらす」ことを目指す研究活動の 3 点が共通して用い


られていると述べている。 


 アクションリサーチは、様々な分野で取り組まれているが、まちづくりの分野では、プ


ロセスの客観的な検証に留まる研究が多い中、アクションリサーチに関する研究として、


欧米では、Cordova T.L.(2011)が、事業者による開発計画に対して住民が撤回を求める際に、


開発計画が近隣住民に及ぼす影響について住民へのヒアリング等の実践的研究法（＝コミ


ュニティ・インパクト・アセスメント）を用いて、情報収集・調査活動の結果を踏まえて


価値判断を行うアクションリサーチを実践している。 


 また、我が国では、JST 社会技術研究開発センター・秋山弘子(2015)による、高齢社会


におけるコミュニティを対象とした課題解決型のアクションリサーチの研究がある。その


一連の研究のうち、復興まちづくりの実践例として、菅野圭佑・佐藤滋（2015）による東


日本大震災の原発被災地である福島県浪江町を対象としたコミュニティ形成のためのア


クションリサーチがあげられる。上述の浪江町を対象としたアクションリサーチの結果を


踏まえて、佐藤滋(2017)は、まちづくりにおけるアクションリサーチを「要素技術の社会


実験としてのアクションリサーチ」「観察者・伴走者としてのアクションリサーチ」「まち


づくりプランナーとしてのアクションリサーチ」の 3 つに分類し、まちづくりの実践にお


いて、アクションリサーチを行うことの有効性について論じている。 


 以上の既往研究に基づき、本研究では、筆者自らが、1)まちづくりのプランナーとして、


地区のまちづくりの協議の場への参加とシナリオの検討、2)まちづくりの目標像の合意形


成のための技術の社会実験の実施、3)実践した技術と方法について、観察者・伴走者とし


ての検証、の 3 つによる「まちづくりのアクションリサーチ」を実施することとした。 
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序-2-3まちづくりのアクションリサーチの対象地区と方法（図 序-2-2） 


 まちづくりのアクションリサーチを実施した対象地区の概況と、選定の経緯を整理し、


各地区で実施したアクションリサーチの具体的な方法を以下に示した。 


 


(1)宮城県気仙沼市内湾地区を対象とした復興まちづくりのアクションリサーチ 


 東日本大震災の被災地の宮城県気仙沼市内湾地区（以下、内湾地区）を対象として、復


興まちづくりのアクションリサーチを行った。内湾地区は、地区内に市役所が立地する気


仙沼市の中心市街地である。 


 内湾地区は、基幹産業である水産漁業を核に、海を介した多文化との共生の中で発展し


てきた水産都市である。気仙沼には開放的・閉鎖的気質の２つの気質風土がり、遠洋漁業


で遠征し、世界の港町を見てきた水産漁業者を中心とする住民によってまちづくりが始ま


り、石油危機や 200 海里専管区域問題といった危機に直面しながらも、水産都市としての


地域性を見出し、外部の専門家の知見を積極的に取り入れながら、30 年来に及ぶ市民ま


ちづくり活動が展開され、「魚食健康都市宣言」「スローフード都市宣言」といった市と


の協働が図られながら、住民主体による海とまちのつながりを大事にしたまちづくりが展


開されてきた。その具体的な成果として、石山修武(1994)が設計した海の見える道のデザ


インがあげられる。 


 そのため、内湾地区の地域住民は、被災後に、行政から示された土地区画整理事業によ


る地区全体の嵩上げ造成や、海への眺望を阻害する防潮堤などの都市基盤整備の計画に反


対した。発災から約 1年後に気仙沼市が主催したまちづくりコンペにおいて、筆者の提案


が入賞したことを契機に、筆者が、まちづくり協議会の運営支援および、復興まちづくり


計画の策定の支援を行うことになった。 


 筆者は、以下のような PDCA サイクルを繰り返し、その一連の協議プロセスと、結果と


して得られた成果を検証した。1)まちづくり協議会の運営方法と地区まちづくりの計画策


定の方法の立案(Plan)、2)まちづくり協議会の体制づくりと運営支援、地区まちづくりの計


画の検討と地域住民による合意形成、および県知事・市長へのまちづくり提言書の提出(Do)、


3)一連の協議プロセス及びその成果の検証を踏まえた地区のまちづくり計画の修正


(Check)、4)地区まちづくり計画に位置づけられた小規模まちづくり事業の検討、事業体の


組成、および事業の連鎖的展開(Action)。  
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図 序-2-2 復興まちづくりのアクションリサーチにおける PDCAサイクル  


Plan 
・協議会の運営方法 


  及び計画策定方法 


  の立案 


発災 


小規模まちづくり事業の実施後に、新たな計画を連鎖的に展開さ


せるための協議会の体制や地区まちづくり計画を見直す 


Do 
・協議会の運営 


・計画の合意形成 


・提言書の提出 


Check 
・協議プロセスと 


  成果の検証 


・計画の修正 


Action 
・事業の検討 


・事業体の組成 


・事業の連鎖的展開 


プロセスを検証し、計画を


精査した提言書を再提出 
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(2)東京都新宿区内の３地区を対象とした事前復興まちづくりのアクションリサーチ 


 筆者が所属する早稲田大学都市・地域研究所と佐藤滋研究室は、東京都新宿区との共同


研究により、復興模擬訓練注 15)
を計 6 地区で実施し、そのうちの 3 つの地区で、継続的に


事前復興まちづくりの活動を支援した。その 3 つの地区を対象として、発災前から復興ま


ちづくりに取り組むための事前復興まちづくりのアクションリサーチを行った。 


 1 つ目の地区は、東京都の防災再開発促進地区注 16)
に指定されている密集市街地の上落


合 3 丁目を擁する落合第二地区である。2 つ目の地区は、JR 高田馬場駅と早稲田大学の立


地し、発災時の帰宅困難者が課題としてあげられる戸塚地区である。3 つ目の地区は、西


新宿の再開発区域に隣接し、木造住宅が密集する街区が残る柏木地区である。 


 以上の 3 地区を対象として、筆者は、以下のような PDCA サイクルを繰り返し、その一


連の協議プロセスと、結果として得られた成果を検証した。1)復興模擬訓練を契機に、事


前復興まちづくりに取り組むための事前復興まちづくり手法の立案(Plan)、2)事前復興まち


づくりの協議の体制づくりと運営支援、発災後の被害を想定した復興まちづくりのシナリ


オおよび目標像（＝事前復興まちづくり計画）の合意形成、および区長へのまちづくり提


言書の提出(Do)、3) 一連の協議プロセス及びその成果の検証を踏まえた事前復興まちづく


り計画の修正(Check)、4) 事前復興まちづくり計画で提案した小規模まちづくり事業の事


業化のための検討、地区計画などによる防災のための建築のルールの強化、発災時の地域


団体間のネットワークの構築など (Action)。  


 


 


  


 


 


 


 


 


 


図 序-2-3 事前復興まちづくりのアクションリサーチにおける PDCAサイクル 


Plan 
・復興模擬訓練を契


機とした事前復興ま


ちづくり手法の立案 


発災 


事前復興まちづくり計画に位置づけられた事業計画を、発災前か


ら着手し、事前復興まちづくり計画や協議体制を見直す 


Do 
・協議の体制づくり 


・復興シナリオと 


  目標像の合意形成 


Check 
・協議プロセスと 


  成果の検証 


・計画の修正 


Action 
・事業の検討 


・建築のルール化 


・ネットワーク構築 


プロセスを検証し、計画調整 


を行い、計画を精査する 
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序-3 論文の構成（図 序-3） 


 


 本研究は、序章と 5 つの章および終章で構成する。 


 序章では、研究の背景を踏まえて、小規模なまちづくり事業の連鎖的展開により復興ま


ちづくりを推進するための課題を整理した。また、研究の方法と対象、論文の構成を示し、


既往研究との関連から本研究の位置づけを行う。 


 1 章「小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備による複線型復興まちづくりの実践とプロ


セスの検証」では、東日本大震災の被災市街地である宮城県気仙沼市内湾地区（以下、内


湾地区）の復興まちづくりの支援を筆者自らが行い、小規模なまちづくり事業と、都市基


盤の整備との調整による複線型のシナリオにより、復興まちづくりを進めるための方法を


実践し、その有効性を示すことを目的とする。なお、1 章の内容は、阿部俊彦(2017b)の 1


章から 4 章をもとにして、加筆、構成しなおしたものである。 


 2 章「復興まちづくりにおける小規模まちづくり事業の主体となる組織の組成方法」で


は、質的データ分析法を用いて、内湾地区まちづくり協議会の地域住民の意見及び体制の


変化を分析することにより、小規模まちづくり事業の主体となる組織を組成するために有


効な方法を明らかにすることを目的とする。なお、2 章の内容は、阿部俊彦ら(2017a)をも


とにして、加筆、構成しなおしたものである。 


 3 章「複線型復興まちづくりのためのシミュレーションによる空間イメージの視覚化と


計画の実現」では、内湾地区のまちづくりにおける計画検討の内容に応じて、模型や三次


元ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｸﾞﾗﾌｨｯｸｽなどのツールを適宜選択し、シミュレーションにより空間イメージを


視覚化することの有効性を示すことを目的とする。なお、3 章の内容は、阿部俊彦(2017b)


の「ワークショップなどの合意形成支援ツール」に関する章と、阿部俊彦ら(2017d)に示し


たシミュレーション手法をもとにして、加筆、構成しなおしたものである。 


 4 章「復興まちづくりの実践的研究の成果を踏まえた複線型まちづくりの方法」では、


内湾地区の復興まちづくりで実践したアクションリサーチの結果に基づき、複線型まちづ


くりの方法を導き出すことを目的とする。序章の平時の複線型まちづくりの事例分析によ


り示めした、複線型まちづくりの進行モデル（序-1-3）と空間整備のパターン（序-1-15）


に基づき、1 章・2章・3 章の気仙沼市内湾地区を対象とした複線型復興まちづくりの進行


と空間整備のあり方を分析し、小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備とを複線的に進める


ための複線型まちづくりの一般モデルと、それを進行させるための小規模多主体事業連鎖


と都市基盤整備の相互調整の方法を示すことを目的とする。なお、4 章の一部の内容は、


阿部ら(2011a)及び阿部ら(2011b)をもとにして、加筆、構成しなおしたものである。 
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 5 章「平時に復興のシナリオと目標像を検討するための事前復興まちづくりの手法」で


は、東京都新宿区内の 3 地区を対象として、阪神・淡路大震災の復興過程を模擬的に体験


する復興模擬訓練を行った上で実施した復興まちづくりの計画を検討する事前復興ワー


クショップの有効性を明らかにすることを目的とする。なお、5 章の内容は、阿部俊彦ら


(2016a)をもとにして、加筆、構成しなおしたものである。 


 6 章「事前復興まちづくりの成果を復興に活かすための GIS データベースの開発」では、


5 章で対象とした 3 地区のうち、戸塚地区の復興模擬訓練及び事前復興 WS により得られ


た情報を、地図情報と関連づけて GIS に蓄積したデータベース（以下、事前復興 DB）を


開発し、その事前復興 DB の有効性を示すことを目的とする。なお、6 章の内容は、阿部


俊彦ら(2016b)をもとにして、加筆、構成しなおしたものである。 


 終章では、各章の結果を要約し、そこから導き出した技術と方法を用いて、著しい被害


を受けた被災市街地における復興まちづくりの推進において、平時と復興のまちづくりを


連続的に進めるための方法について論じ、全体の結論とした。 
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図 序-3 論文の構成  


事前復興まちづくりのアクションリサーチ（東京都新宿区内の３地区） 


復興まちづくりのアクションリサーチ（宮城県気仙沼市内湾地区） 


序章 研究の背景と目的、研究の方法、論文の構成、既往研究との関連 


 研究の背景を踏まえて、事例の考察を通して、小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備の


複線型復興まちづくりを推進するための課題を整理した。また、研究の方法と対象、論文


の構成を示し、既往研究との関連から本研究の位置づけを行う。 


 


6 章 事前復興まちづくりの成果を復興に活かすための GIS データベースの開発 


5 章で対象とした東京都新宿区の 3 地区のうち、戸塚地区の事前復興 WS で検討したシナ


リオや目標像に関する情報を GIS に蓄積したデータベースを開発し、それを用いた事業計


画レベルの合意形成を図るための模擬実験により、その有効性を示す。 


終章 まとめ 


3章 複線型復興まちづくりのためのシミュレー


ションによる空間イメージの視覚化と計画の実現 


内湾地区のまちづくり協議会における地域


住民と行政による計画策定のための協議の


中で、小規模なまちづくり事業の連鎖的展開


による復興まちづくりを推進するための空


間のイメージのシミュレーションを実施し、


その効果を示す。 


1章 小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備による複線型復興まちづくりの実践とプロセスの検証 


宮城県気仙沼市内湾地区の復興まちづくりの支援を筆者自らが行い、その一連のプロセスを


分析することにより、小規模なまちづくり事業と、都市基盤の整備との複線型のシナリオに


より復興まちづくりを進めるための方法を明らかにする。 


2 章 復興まちづくりにおける小規模まち


づくり事業の主体となる組織の組成方法 
内湾地区のまちづくり協議会における、1)


質的データ分析法を用いた地域住民の意


見の変化、2)まちづくりの体制の変化、の


分析により、小規模まちづくり事業の事業


主体となる組織を組成する上で有効な方


法を明らかにする。 


5 章 平時に復興のシナリオと目標像を検討するための事前復興まちづくりの手法 
東京都新宿区内の 3 地区を対象として、復興模擬訓練を契機に、災害復興のシナリオと目


標像を検討するためのワークショップを各地区で実施し、事前復興まちづくりの手法の有


効性を示す。 


4 章 復興まちづくりの実践的研究に基づく複線型まちづくりの方法 
気仙沼市内湾地区における複線型復興まちづくりの実践的研究に基づいて、そのプロセス


と空間整備のあり方を考察し、それに基づいて複線型まちづくりの方法を導き出す。 
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序-4 既往研究における本研究の位置づけ 


 


 


序-4-1 まちづくりのシナリオ及び目標像の合意形成に関する既往研究 


 


 研究の背景では、平山洋介(1999)、川原晋・佐藤滋(2017) )、内田奈芳美(2017)によるま


ちづくりのシナリオの定義を踏まえ、地区レベルのまちづくりにおいて、単線型のシナリ


オによって生じている問題を整理し、複線型のシナリオによりまちづくりを推進するため


の課題を整理した。 


 


 その他のまちづくりのシナリオに関する研究を整理し、既往研究における本研究の位置


づけについて論じた。 


 復興まちづくりに関するものとして、佐藤滋ら(2006)が阪神・淡路大震災の復興まちづ


くりにおけるシナリオの検討の時期と役割について述べている。真野洋介(2009)は、阪神・


淡路大震災の復興まちづくりにおける都市計画決定や事業計画の決定にかかる合意形成


の問題を通して、早期に復興まちづくりのシナリオを検討しておくことの重要性を述べて


いる。また、益尾孝祐・佐藤滋(2017)が、中越沖地震の復興まちづくりにおいて実践した


シナリオ・メイキングの方法を示しているが、その技術や方法の有効性の検証は行われて


いない。 


 一方、平時のまちづくりを対象としたまちづくりのシナリオに関する研究として、藤沢


直樹・糸長浩司ら（2004）は、都市基盤の利活用を起点としたまちの将来シナリオを住民


参加ワークショップにおいて提案・議論・評価を行っている。尾門あいり・瀬戸口剛ら(2015)


は、夕張市を対象に公営住宅集約化事業を事後評価し、地区の将来像シナリオを明らかに


している。朴鍾玄・佐藤滋ら(2012)は、木造密集市街地における空間整備や事業集積の実


態を分析し、地区固有の住環境整備シナリオを解明している。 


 以上のように、まちづくりシナリオに関する研究はあるが、本研究が対象としている、


大規模な地震によって著しい被害を受けた被災市街地において、まちづくりのシナリオを


検討し、復興まちづくりを推進するための技術や方法に関する研究は取り組まれていない。 


 


 次に、まちづくりの目標像と、その実現に向けたシナリオの合意形成に関する既往研究


を整理し、既往研究における本研究の位置づけについて論じた。 


 合意形成の総論的な研究として、猪原健弘(2011)は、理論・方法・実践の 3 つの側面か


ら合意形成についての体系化を試みている。地区レベルの建築とまちづくりの合意形成を
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対象とした研究として、早田宰・佐藤滋(1995)は、住環境整備事業における目標空間イメ


ージの合意形成プロセスを明らかにしている。道路や公園などの都市基盤の合意形成を対


象とした研究として、原科幸彦(2005)は、都市基盤整備の事例研究を踏まえて合意形成に


関する市民参加の仕組みについて述べている。高田知紀ら(2012)は、社会基盤整備の合意


形成プロセスのマネジメントに関する研究を行っている。 


 以上のように、まちづくりにおける合意形成に関する研究はあるが、道路や公園などの


都市基盤の社会基盤整備の合意形成と、建築や街並みなどの上物のまちづくりの目標像の


合意形成とを、1 つの計画論として論じている研究はない。 


 


 さらに、合意形成支援ツールに関する既往研究を整理し、既往研究における本研究の位


置づけについて論じた。 


 関連する既往研究を「地区の計画策定」「景観イメージの共有」「データベース」の 3 つ


に分類した。 


1)「地区の計画策定」に関するものとして、早田宰・佐藤滋(1994)による近隣レベルの計


画における合意形成手法として建替えデザインゲームに関する研究、志村秀明ら(1999)に


よる CCD カメラを用いた視覚的環境認識を導入した建替えデザインゲームの開発、阿部


俊彦ら(2001)による建替えデザインゲームを用いた地区レベルの住環境整備の計画提案の


作成手法に関する研究、志村秀明ら(2001)によるまちづくりにおける多様なスケールの模


型を活用したシミュレーションによるワークショップ技術に関する研究、辛島一樹ら


(2014)による GIS と VR を連動させた密集市街地整備案の検討支援ツールに関する研究が


ある。 


2)「景観イメージの共有」に関するものでは、三宅諭・後藤春彦ら(1997)による CCD カメ


ラと都市景観模型を用いた景観イメージの合意形成手法に関する研究 、志村秀明ら(2002)


による景観形成における目標空間イメージの編集によるまちづくり協議ツールの開発に


関する研究、古賀元也ら(2008)による景観まちづくりにおける空間イメージ共有手法に関


する研究がある。 


3)「データベース」に関するものでは、辰巳寛太ら(2001)による街路拡幅に伴う建て替え


による町並み形成支援のためのデータベースに関する研究、佐々木雅也ら(2004)による木


造密集市街地整備支援を目的とした情報データベース開発に関する研究がある。 


 以上のように、合意形成のための支援ツールの開発を目的とした研究はあるが、本研究


のように、これらの研究で開発されたツール（模型と CCD カメラ、GIS と VR、計画情報


データベースなど）を適宜選択し、目標像のシミュレーションを行い、まちづくりのシナ


リオの進行および目標像の実現のプロセスにおけるツールの有効性を検証する応用研究
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は取り組まれていない。 


 


 本研究は、まちづくりのシナリオ及び目標像の合意形成に関する既往研究を基礎として、


復興まちづくりを推進するためのシナリオ及び目標像の合意形成のための技術と方法を


明らかにすることを目的とした研究であり、既往研究により開発されてきた合意形成支援


ツールの応用によるまちづくりの実践的研究として位置づけられる。 


 


 


序-4-2 小規模多主体事業連鎖に関する既往研究 


 


 研究の背景では、佐藤滋(2008)、佐藤滋ら(2011)、UR 密集市街地整備検討会(2017 )の論


述を受けて、小規模まちづくり事業を定義し、日本建築学会(2014)の設計資料集成などに


掲載されている、復興まちづくりと平時の防災まちづくりにおいて、小規模まちづくり事


業が連鎖的に展開しているまちづくりの事例を考察し、小規模多主体事業連鎖による復興


まちづくりの推進のための課題を整理した。 


 


 その他、復興まちづくりにおける小規模なまちづくり事業とその連鎖的整備に関する研


究として、阪神・淡路大震災の復興まちづくりにおける共同建て替えを対象としたものが


多くある。安田丑作ら(2000)による共同建替え事業と実現プロセスに関する研究、野澤千


絵ら（2000）による共同建替えの実態と地区環境の変化に関する研究、三輪康一ら（2010）


による共同建替え住宅のコミュニティ形成と変容に関する研究、田中貢ら（2009）による


共同建替えの関係者の各立場からの事業化意識に関する研究がある。以上のように、共同


建て替えなどの小規模まちづくり事業の評価に関する研究はあるが、本研究のように、小


規模まちづくり事業の連鎖に着目した地区の復興まちづくりのプロセスに関する研究は


取り組まれていない。 


 一方、新潟県中越地震の復興まちづくりでは、益尾孝祐ら(2011)や益尾孝祐ら(2014)が、


中心市街地において、複数の小規模まちづくり事業の連鎖により目標像を実現した事例を


報告している。また、東日本大震災の復興まちづくりでは、被災した中心市街地において、


観光・商業の拠点施設や復興住宅などの小規模まちづくり事業によって進められており、


八甫谷邦明（2013）や阿部俊彦ら（2015）が、事例報告を行っている。以上のように、小


規模まちづくり事業の連鎖による復興まちづくりの事例報告はあるが、本研究のように、


復興まちづくりにおける小規模まちづくり事業の連鎖によるプロセスの検証は行われて


いない。 
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 次に、密集市街地の防災まちづくりにおける小規模なまちづくり事業とその連鎖的展開


に関する研究を整理し、既往研究における本研究の位置づけについて論じた。1970 年代後


半から取り組まれてきた密集市街地における防災まちづくりでは、道路整備や広場整備な


どの都市基盤の整備と、共同建替えなどの小規模なまちづくり事業の両輪によって住環境


整備が進められてきた注 17)。 


 共同建て替えの計画論に関する研究は、密集市街地における住環境整備に関する既往研


究に多く、高見沢邦郎ら(1982)による住宅系既成市市街地において共同建替えを検討した


研究、若林(1991)による既成市街地における共同建替えの連鎖的整備の実践的研究、野澤


康(1996) による共同建て替えを伴う街区単位による更新計画に関する研究、真野洋介ら


(2002，2003)による共同建て替えなどの小規模事業の連鎖的展開の促進に向けた支援シス


テムの構築に向けた将来的な展望、川副育大ら(2011)による密集市街地における共同建替


えの合意形成と空間更新プロセスに関する研究、がある。 


 共同建て替えの事業論に関するものとして、小滝晃ら(2015)による事業方式として委託


型組合方式の事業性に関する研究、久保勝裕ら(2001)による事業実績からみた密集市街地


における空間改善プログラムに関する研究、朴鍾玄ら(2012)による事業実績と自力建替か


らみた木造密集市街地整備プログラムに関する研究がある。また、UR 都市再生機構によ


る住環境整備におけるまちづくり事業の取り組みを対象とした研究として、千葉桂司ら


(2001)によって、密集市街地における地区整備計画と連携した共同建て替え等を伴う連鎖


的整備事業の重要性や課題に関する研究、森一晃・高見沢実ら(2013) による近年実現した


事例に関する研究がなされている。 


 以上のように、密集市街地における防災まちづくりでは、小規模まちづくり事業による


連鎖的展開により、一定の整備実績があがっており、その推進のための整備プログラム、


事業制度、計画論に関する研究がある。しかし、本研究のように、それらの研究成果を復


興まちづくりの推進に活かすことを目的とした研究は行われていない。 


 


 さらに、地方都市の中心市街地の活性化を目的としたまちづくりにおける小規模なまち


づくり事業とその連鎖的展開に関する研究を整理し、既往研究における本研究の位置づけ


について論じた。 


 片岡裕典・野嶋慎二(2000) による中心市街地の商店街における店舗経営者の多様性とリ


ノベーションによる空き店舗活用などのまちづくり事業の連鎖的展開に関する研究がな


されているが、対象としているまちづくり事業を既存の空き店舗活用に限定しており、本
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研究が対象としている小規模まちづくり事業により、新たに建物を再建する事業とは異な


る。 


 西郷真理子(2011)によって、まちづくり事業の連鎖による中心市街地の再生の事例が紹


介さされているが、個々のまちづくり事業は、市街地再開発事業により事業化された大規


模なものであり、本研究が対象とする小規模なまちづくり事業とは異なる。 


 海外における空間整備の連鎖的展開の事例研究として遠藤新(2006)があり、整備事業の


内容とまちづくり組織の関係分析から、事業連鎖の促進方法として「イメージの醸成」「イ


ンセンティブの提供」「事業意欲の向上」などの手法を明らかにしているが、歴史的建築


物のリノベーションによる事業を対象としており、本研究が対象としている小規模まちづ


くり事業による建物の再建とは異なる。 


 


 本研究は、小規模なまちづくり事業の連鎖的展開によるまちづくりの事例を対象とした


既往研究を基礎として、復興まちづくりを推進するための方法を明らかにするための実証


的な研究として位置づけられる。 


 


 


序-4-3 事前復興まちづくりに関する既往研究 


 


 研究の背景では、佐藤滋(2009)、真野洋介(2009)、塩崎賢明(2009)、中林一樹(2013)によ


る論述を取り上げ、発災前から災害復興のシナリオと目標像を検討するための「事前復興


まちづくり」の課題と、その事前復興まちづくりの成果を活かし、連続的に復興まちづく


りを推進するための「連続復興」の課題について論じた。 


 


 上述の文献の他に、中林一樹(2011)が、首都直下地震により大規模な被害が想定されて


いる東京都内の密集市街地において、地域住民や都区職員を対象に「復興模擬訓練」を実


施し、事前復興まちづくりを展開させることの必要性について述べている。 


 復興模擬訓練は、饗庭伸ら（2004）により、首都直下地震の発生の前に、復興まちづく


りのプロセスを学習することを目的とした具体的な手法として、「震災復興まちづくり模


擬訓練手法」として開発され、その訓練の基本フレームが提案された。その後、各地区で


「震災復興まちづくり訓練」「地域協働復興模擬訓練」などの名称で開催されており、本


研究では、これらを総じて復興模擬訓練とした。 


 事前復興まちづくりの具体的な展開の例として、一部の地区では、復興模擬訓練を契機


に、大地震により被害を受けたことを想定し、平時の防災まちづくりにおける住環境整備
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の取り組みに展開している。古川尚彬ら(2010)は、東京都新宿区を例とし、復興模擬訓練


が契機となり、事前復興まちづくりが展開していることを報告している。市古太郎ら(2012)


は、2001 年の世田谷区および北区の取り組みに始まった復興模擬訓練について、東京都全


体での実施特性を分析し、訓練プログラムと訓練成果を整理した上で、訓練後に各地区で


どのような取り組みに展開したのかを派生効果として比較分析をし、その達成点を考察し


ている。佐藤滋(2015)は復興模擬訓練が契機となり、地区まちづくりの持続的な活動につ


ながっていく可能性があると述べている。市古太郎ら（2016a）は、復興模擬訓練が、自


治体の「行動指針」である震災復興マニュアルにどのように反映されているのか、また復


興マニュアル策定がその後の自治体の事前復興まちづくりの展開にどのような効果を及


ぼしているか、の 2 点について考察している。 


 


 また、市古(2016 b)は、事前復興まちづくりを「長期間を要する大災害後の生活再建，


なりわい回復，まちの復興にしなやかに速やかに（Resilience）対応する主体を形成し，大


災害を最強の状態で迎えるため，事前から具体の多重防災まちづくりを進めること」と定


義し、都市防災対策からみた位置づけを整理している。特に、国外では、近年、災害復興


における Resilience についての研究が盛んに行われており、David Mammen (2011)は、ニュ


ーヨーク WTC テロ事件後の復興を例に復興スピードと合意形成の関係性について述べて


いる。また、Kathleen Tierney (2014)は、災害復興における Resilience（回復力、復元力）の


増進のためには Adaptive（適応性）と Inherent（固有性）を持ち合わせる必要性を述べて


いる。その他にも、災害復興に対する都市計画的なアプローチとして、Karl Kim ら(2014)


により、議論がなされている。 


 


 以上のように、復興模擬訓練を契機とした事前復興まちづくりの展開の意義や有効性に


ついて論じている研究はあるが、事前復興まちづくりに展開させるための具体的な手法の


開発とその有効性の検証に関する研究は取り組まれていない。また、発災前の事前復興ま


ちづくりの成果を、発災後の復興まちづくりに活かすための方法に関する研究も取り組ま


れていない。 


 本研究は、事前復興まちづくりに関する既往研究を基礎とし、平時の防災まちづくりと


復興まちづくりを連続的に推進するために、事前復興まちづくりを展開させるための手法


を開発し、事前復興まちづくりの技術と方法を発展させるための研究として位置づけられ


る。 
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補注 


注 1)平山洋介(1999)は、阪神・淡路大震災における被災者の「住宅復興のシナリオ」について、単


線型のシンプルな計画は予定調和が難しく、複線型の計画により多角的な選択肢を用意するこ


との重要性について述べているが、本研究では、地区の「まちづくりのシナリオ」について、


単線型と複線型のシナリオの違いに着目して論じる。 


注 2)第 1 種市街地再開発事業の施行区域面積要件が、組合施行は最低 5000 以上とされている。た


だし、個人施行の場合は、最低 1000 ㎡以上に緩和されている。なお、再開発事業及び優建事業


の補助要件については、国土交通省住宅局市街建築課編集(2017)「市街地再開発 2018（基本編）」


に詳しい。 


注 3)筆者は、日本建築学会(2014) 『コンパクト資料集成「都市再生」』の編集委員会（委員長：佐


藤滋）の担当幹事（阿部俊彦、太田浩司、真野洋介、柳沢伸也、山中新太郎）として、事例の


収集及び編集に関わった。 


注 4)益尾孝祐・佐藤滋(2017)は、自らが専門家として支援した中越沖地震で被災した柏崎市えんま


通り商店街の復興シナリオについて述べている。 


注 5)森千脩・他 3名(2017)によれば、えんま通り商店街のある新潟県柏崎市東本町二丁目の建物被


害状況は、168件のうち、被害大が 22件、被害無しが 95件であった。また、被災からの世帯人


数の変化は、29世帯のうち、5世帯のみで、そのいずれの世帯も 1名の減少にとどまっている


ため、被災後にも多くの住民が地区内に住み続けている。 


注 6)本研究の対象地区である宮城県気仙沼市内湾地区を始め、宮城県石巻市、岩手県大船渡市、岩


手県釜石市などの被災中心市街地では、まちづくり会社が事業主体となって、商業施設や復興


住宅などの復興まちづくり事業を担っている。 


注 7)牧紀男(2013) の pp.54-63 による 


注 8)牧紀男(2013) の pp.42-48 による 


注 9)野村直人・佐藤滋(2016)は、イタリアの歴史地区の復興計画手法に関する比較研究を行なって


いる。 


注 10) 2011 年に閣議決定をした住生活基本計画（全国計画）では、特に大火の可能性が高いとされ


ている地震時に著しく危険な密集市街地（＝新重点密集市街地）は全国に 5,745ha、そのうち東


京に 1,683ha、大阪に 2,248ha と約 7 割を占めており、これを 2020 年度までに概ね解消するとの


目標が定められている。また、2016 年に閣議決定された住生活基本計画（全国計画）によれば、


2015 年度末時点で 1,310 ㏊において延焼危険性等が改善されて最低限の安全性が確保されたこ


とにより新重点密集市街地が解消していたが、残りの 4,435 ㏊については、依然として、最低限


の安全性が確保されていない状態である。 
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注 11) UR 密集市街地整備検討会 編著：「序 密集市街地整備の変遷とまちづくり」『密集市街地


の防災と住環境整備』，学芸出版社，2017 


注 12)佐藤滋(2009)の P.270，13 行目による 


注 13)佐藤滋(2009)の P.284，1 行目による 


注 14)真野洋介(2009)は、阪神・淡路大震災の復興まちづくりのプロセスを踏まえて、事前と事後の


連続性を想起した連続復興のあり方について考察している。 


注 15)復興模擬訓練については、本研究の序-4-3 で解説した。 


注 16)防災再開発促進地区は、東京都の防災都市づくり推進計画の重点整備地域等を中心に展開さ


れる各種補助事業等との連携を図ることにより、防災街区の整備を促進するために指定された


地区。都内の 3769ha（64 地区）が指定されており、新宿区内では、上落合地区の他に 4 地区が


指定されている。 


注 17)朴鍾玄・佐藤滋(2011)は、木造密集市街地における共同建て替えなどの自力建て替えに関する


実績について明らかにしている。 
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講演 International Workshop: Planning 


Responses to ‘Shock’ and ‘Slow-Burn’ 


Events:The Role of Redundancy in 


Regional Resilience 


The University of 


Birmingham Presented 


by The Economic and 


Social Research Council 


2013 年 


1 月 


Peter Lee


早田宰 


阿部俊彦 


他 2 名 


講演 東日本大震災復興シンポジウム「東


日本大震災復興と自然文化安全都市へ


向けた課題」／報告①現代社会の脆弱


性の文明的・政策的課題の再整理 


早稲田大学小野記念講


堂（主催：東日本大震


災復興研究拠点・自然


文化安全都市研究所） 


2012年10


月 


早田宰 


阿部俊彦 


他 3 名 


講演 早稲田大学まちづくりシンポジウ


ム 2011「風景の再生」／気仙沼内湾


エリアの復興まちづくりの課題 


早稲田大学都市計画フ


ォーラム 


2011年12


月 


佐々木葉


阿部俊彦 


他 


講演 The renovation design program for 


Tokyo inner city by establishing the 


basin sector as a planning unit 


UIA201TOKYO, The 


24th World Congress of 


Architecture Design2050 


2011 年 9


月 


岡田春輝


阿部俊彦


他 7 名 


建築 


作品 


南町海岸スローシティ商業施設（宮


城県気仙沼市） 


 2018 年 


5 月竣工 


阿部俊彦 


津久井誠人  


建築 


作品 


八日町地区復興住宅 


（宮城県気仙沼市） 


2017 グッドデザイン


賞受賞 


2016 年 


7 月竣工 


阿部俊彦 


津久井誠人 


コンペ 気仙沼市魚町・南町内湾地区復興ま


ちづくりコンペ 


優秀賞受賞 2012 年 


1 月 


阿部俊彦 







 - 296 - 


 








 


 


 


 


 


 


終章 
  







 - 266 - 


  







 - 267 - 


終章 


 


 終章では、各章の結果を要約し、そこから導き出した技術と方法を用いて、著しい被害


を受けた市街地における復興まちづくりの推進において、平時と復興のまちづくりを共通


のシナリオで連続的に進めるための方法について論じる。 


 


 


終-1 各章の要約 


 


 序章では、研究の背景を踏まえて、事例の考察を通して、小規模多主体事業連鎖と都市


基盤整備の複線型復興まちづくりを推進するための課題を整理した。また、研究の方法と


対象、論文の構成を示し、既往研究との関連から本研究の位置づけを行った。 


 


 1 章「小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備の複線型シナリオによる復興まちづくりの


実践とプロセスの検証」では、宮城県気仙沼市内湾地区（以下、内湾地区）の復興まちづ


くりの支援を筆者自らが行い、その一連のプロセスを分析することにより、小規模なまち


づくり事業と、都市基盤の整備との複線型のシナリオにより復興まちづくりを進めるため


に、以下の 4 つの方法が有効であることを明らかにした。 


 第一に、復興まちづくり協議会を中心とした体制を構築すること、第二に、地域住民と


行政との合意形成を図る上での重要な局面を抽出し、その局面を打開するために、都市基


盤の計画を調整すること、第三に、小規模まちづくり事業を連鎖的に展開させるために、


1)土地区画整理事業の換地計画における、建物の再建が予定されていない土地の集約化、


2)公有地の土地利用の方針の変更による小規模まちづくり事業の用地確保、3)小規模まち


づくり事業の計画及び設計に対応した都市基盤の計画及びデザインの修正、の 3 つを実践


すること、第四に、一人の専門家がコーディネーターとして、まちづくりのプロセスに一


貫して参与すること、である。 


 


 2 章「復興まちづくりにおける小規模まちづくり事業の主体となる組織の組成方法」で


は、質的データ分析法を用いて、内湾地区まちづくり協議会の地域住民の意見及び体制の


変化を分析することにより、小規模まちづくり事業の主体となる組織を組成するために、


以下の 2 つの方法が有効であることを明らかにした。 


 第一に、小規模まちづくり事業の空間のイメージを視覚化するという方法である。第二


に、小規模まちづくり事業の事業計画を公開するという方法である。前者により、その事
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業に対する地域住民の理解が深まり、事業を推進することの必要性が認識され、事業検討


会が組成された。後者により、事業を実施することの責任を自覚した一部の地域住民が、


事業施行者となるまちづくり法人を組成した。 


 


 3 章「複線型復興まちづくりのためのシミュレーションによる空間イメージの視覚化と


計画の実現」では、内湾地区の復興まちづくりに用いたｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ手法と、合意された計画


内容との関係を考察し、1)スケールの異なる模型、2)CCD カメラによる模型映像、3)三次


元ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ（以下、CG）、の 3 つの手法を適宜選択し、空間イメージを視覚化す


ることが有効であることを明らかにした。 


 これにより、第一に、地区のまちづくりの目標像、第二に、災害公営住宅を併設した店


舗及び住宅の共同再建や、公有地を活用した観光・商業の拠点施設などの小規模まちづく


り事業の計画、第三に、小規模まちづくり事業を連鎖的に展開させるためのシナリオ、第


四に、小規模まちづくり事業の連鎖的展開に合わせた都市基盤の計画について、地域住民


と行政とにより合意形成が図られ、計画が実現した。 


 


 4 章「復興まちづくりの実践的研究に基づく複線型まちづくりの一般モデル」では、気


仙沼市内湾地区の複線型復興まちづくりを対象として、小規模多主体事業連鎖と都市基盤


整備の複線間の相互調整の分析、空間整備のパターンを分析、事業評価を行い、その結果


に基づいて、以下の 4 つの相互調整による複線型復興まちづくりのシナリオの一般モデル


を示した。 


 第一に、地域住民の建物再建の希望や社会状況の変化に応じて、先行する防潮堤や道路


などの都市基盤整備の計画を修正し、段階的にその計画を決定すること、第二に、地権者


の意向の調整により集約換地を行い、先行街区に建物の再建を誘導すること、第三に、岸


壁・公園・歩道・建物の敷地内のセットバック空間などのオープンスペースのデザインを


調整し、一体的な空間として整備すること、第四に、地域の中心の道路となる生活環境軸


などの主要な道路空間と沿道の建物による街並みを調整すること、である。 


 


 5 章「平時に復興のシナリオと目標像を検討するための事前復興まちづくりの手法」で


は、東京都新宿区内の 3 地区を対象として、1)阪神・淡路大震災の復興過程を模擬的に体


験する訓練（以下、復興模擬訓練）を行った上で、2)市街地火災の延焼シミュレーション


により、特に大きな被害を受ける街区を想定し、その街区模型を使って、復興まちづくり


の計画を検討するワークショップ（以下、事前復興 WS）を実施した。その 2 つの取り組
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みの参加者の発言を質的データ分析法により検証することにより、事前復興 WS について、


以下のことを明らかにした。 


 第一に、共同化や道路・広場整備などの具体的な事業を検討することができること、第


二に、平時に、復興まちづくりにおける小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備による複線


型シナリオ及び目標像を検討することができること、である。 


 


 6 章「事前復興まちづくりの成果を復興に活かすための GIS データベースの開発」では、


まず、5 章で対象とした 3 地区のうち、戸塚地区の復興模擬訓練及び事前復興 WS により


得られた情報を、地図情報と関連づけて GIS に蓄積したデータベース（以下、事前復興


DB）を開発した。次に、発災後の復興まちづくりを想定し、地域住民が、事前復興 DB に


蓄積された情報と、それを三次元 CG に変換した小規模まちづくり事業の計画案を閲覧し


ながら、その連鎖的展開による復興のシナリオ及び目標像を検討する模擬実験を実施した。


模擬実験の終了後の参加者へのヒアリング結果から、事前復興 DB について、以下のこと


を明らかにした。 


 第一に、蓄積した情報を用いることにより、地域住民が議論を円滑に進められること、


第二に、三次元 CG への変換により地域住民の理解が深まること、第三に、事前復興 DB


の情報更新のための地域の体制をつくることが重要であること、である。 


 


 以上各章の復興まちづくりの実践的研究を通して、以下の 3 つの結論を得られたため、


小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備の複線型復興まちづくりの方法が、復興及び事前復


興においても有効であることを明らかにした。 


 第一に、小規模多主体事業連鎖により、合意形成の円滑化及び早期の再建が実現できる


こと、第二に、小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備との複線型のシナリオにより、過剰


な規模の都市基盤が整備されることを回避し、地域住民の再建の希望に合致した質の高い


市街地環境を整備できること、第三に、シミュレーション技術を用いることにより、地域


に関わる多主体の合意に基づいて復興まちづくりを推進できること、である。 
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終-2 平時のまちづくりと復興まちづくりをつなぐ連続復興まちづくりの方法 


 


(1)連続復興まちづくりのフロー (図 終-2-1) 


 4 章の図 4-3-1 小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備の複線型復興まちづくりの一般「


モデル 6 章で開発した事前復興データベース（以下、事前復興 DB）を用いて、」に基づき、


平時のまちづくりと復興まちづくりをつなぐ連続復興まちづくりの手順を示した。 


 第一に、平時に、復興模擬訓練とそれを契機とした事前復興 WS の成果として蓄積した


1)地区の基礎情報（都市の文脈、地域資源）、2)大震災の被害想定、3)地域住民の意向、


を踏まえて、建て替えデザインゲームにより計画案を検討し、その防災性能の評価（避難


路、延焼シミュレーション）と住環境の評価（日影シミュレーション、緑地率）を行った。


その結果として、ｲ)共同化などの小規模まちづくり事業の建物基本計画、ﾛ)その連鎖的展


開による街区計画、ﾊ)街区計画の波及により改善された地区のまちづくり計画、をまとめ、


行政と地域住民とがまちづくり協議会などの協議の場で行政と地域住民とで共有する。そ


れらの計画情報を事前復興 DB に蓄積し、大地震の活用に備える。 


 第二に、発災時に、事前復興 DB の計画情報を活用し、実際の被害状況や地域住民の意


向に応じて、事前に検討したシナリオと目標像を修正し、小規模多主体事業連鎖と都市基


盤整備による複線型シナリオと、それにより実現可能な目標像を地域住民と行政とが共有


し、復興まちづくり計画として合意する。 


 第三に、大地震の発災後、地域住民が、事前復興 DB に蓄積されている小規模多主体事


業連鎖による街区計画および事業計画のモデルを参考に、小規模まちづくり事業による建


物再建の計画を検討する。さらに、アーキタイプのカタログから共同化事業や事業連鎖の


パターンを選択し、三次元空間シミュレーションにより街並みを検討し、事業シミュレー


ションによりフィージビリティを確認する。一方、行政は、事前復興 DB に蓄積されてい


る都市基盤整備の計画パターンを参考にし、防潮堤、宅地造成（換地計画、嵩上げ）、空


地整備、道路（車道と歩道）などの都市基盤整備の計画を検討する。 


 第四に、小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備との相互調整により、行政が都市基盤整


備の計画を修正する。これにより、小規模まちづくり事業の事業連鎖を促進させ、復興ま


ちづくりの計画を実現することができる。さらに、その復興まちづくりの成果の事業評価


を行い、その結果を再び事前復興 DB に計画情報として蓄積し、情報を更新する。 


 以上のような手順により、発災後に復興まちづくりを白紙から始めるのではなく、平時


に検討した小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備による複線型のシナリオと目標像に関


する計画情報や、その検討プロセスの蓄積に基づき、地域の文脈を活かした都市基盤整備


をともなう復興まちづくりを推進することができる。 
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 (2)連続復興まちづくりによる生活環境軸の整備（図 終-2-2） 


 以上のような事前復興データベースを用いた連続復興まちづくりにより推進すること


が可能となる 都市基盤整備との複線型まちづくりによる空間整小規模多主体事業連鎖と


備の例として、5章の 防災・コミュニティ・事前復興まちづくりの計画に示されている、


地域住民の暮らしを支える「生活環境軸」の形成があげられる。 


 密集市街地では、都市計画道路で囲まれた街区内の整備が課題とされている中で、地区


計画等による規制・誘導による建替えに併せた道路の拡幅や、除却や建替えへの助成措置


による建替えの促進を図る方法だけでは、街区内の整備を進めることができていなかった。 


 独立行政法人都市再生機構（以下、UR）は、地方公共団体から事業を受託し、街区内の


防災生活道路(幅員 6m 程度)を、道路事業として買収する手法により、沿道の建替えによ


る耐震化・不燃化、緊急車両の通行や避難路の確保、沿道の建物の買収や補償による建替


えの誘導、小規模な共同建て替えなどよる連鎖的な事業展開を推進した。 


 しかし、防災生活道路の整備により密集市街地の課題が改善された地区は、太子堂・三


宿地区や京島地区など、一部の地区にとどまっている。また、防災生活道路は、あくまで


も、緊急車両の通行や延焼遮断効果等、防災対策を目的として整備されがちである。その


沿道で小規模まちづくり事業の連鎖により、生活利便施設や地域コミュニティを支える施


設などを導入し、「生活インフラとなる地区のシンボルロード（＝生活環境軸）」を整備


することが可能となる。 


 5 章の事前復興まちづくりの計画には、本研究の 都市基盤整備小規模多主体事業連鎖と


との複線型シナリオによる生活環境軸の整備が示されている。各地区の事前復興まちづく


りの計画から、以下の 4 つの生活環境軸の整備パターンを抽出した（図 終-2-2）。「細街


路ネットワーク形成型」は、平時に、地域が大切にしてきたヒューマンスケールの路地を


保全しつつ、復興時に、それらを活かしつつ、中心となる生活環境軸を整備するパターン、


「拠点活用波及型」は、平時に、跡地活用により拠点を整備し、復興時に、それを避難拠


点として活用しつつ、周辺で小規模まちづくり事業の事業連鎖を展開するパターン、「拠


点間連結型」は、平時に、2 つの拠点を整備し、復興時に、それを避難拠点として活用し


つつ、2 つの拠点をつなぐ骨格道路の沿道で小規模まちづくり事業を連続させ、生活環境


軸を整備するパターン、「骨格軸沿道型」は、平時に、既存の商店街の特性を活かして不


燃化・耐震化を図り、復興時に、沿道で小規模まちづくり事業を連鎖させ、生活環境軸を


整備するパターン、である。 


 以上のように、平時のまちづくりで一定の整備を進め、その計画を継承し、災害発生後


の復興まちづくりにより、生活環境軸の整備を推進することができると考えらえる。  
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図 終-2-2 事前復興まちづくりにおいて検討された小規模多主体事業連鎖と 
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(3)都市のレジリエンスにおける連続復興まちづくりの必要性 


 都市のレジリエンスの観点から、平時から復興まちづくりの手法や計画の有効性や可能


性を検討しておくことが重要である。東日本大震災では、災害直後に、「環境配慮型のが


れき処理方法」、「本設利用を想定した仮設住宅」、「避難計画など、防潮堤以外の方法


で安全性を確保する地域の特性を活かした防災計画の策定」など、様々な提案がなされた。


しかし、復旧・復興に迅速性が求められていたため、国や行政は、各地域の異なる状況を


把握する時間および、きめ細かく対応する時間が無かったため、一部の提案を除き、採用


されなかった。 


 復興時に新しい手法を速やかに採用する上で、地域毎の情報を蓄積したデータベースを


あらかじめ作成し、その情報と新たな手法を照らし合わせ、地域に対応した手法を適用す


ることが可能なシステムを構築することが有効であると考えらえる。 
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終-3  今後の研究課題


 


 本研究で明らかにした小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備による複線型復興まちづ


くりを推進するための技術と方法により、本研究の対象地区では、その後、まちづくりが


以下のように展開している。 


 


 復興まちづくりの支援を行った宮城県気仙沼市内湾地区では、まちづくり会社により、


7 つの小規模まちづくり事業が連鎖的に展開し、そのうちの 5 つが完成しており、残り 2


つは 2019 年 3 月に完成する予定である。また、行政による道路・防潮堤・公園などの公


共施設の整備は、2020 年 3 月に完成する予定である。 


 これまで、まちづくり協議会が復興まちづくりの中心を担っていたが、その後、まちづ


くり会社により、平時の持続的なまちづくりに展開している。その例として、1)小規模ま


ちづくり事業の周辺の個々の宅地において建物が再建される際に、地区全体が調和したま


ちなみ形成を図るためのガイドラインの運用、2)小規模まちづくり事業による観光・商業


拠点や、行政が整備した公園や交流拠点などの公共施設の維持管理、3)小規模まちづくり


事業による復興住宅の管理業務を通じた、災害公営住宅の入居者と、震災の発生以前から


の地域住民との新たな地域コミュニティの形成、などがあげられる。 


 


 事前復興まちづくりの支援を行った東京都新宿区内の 3 地区では、小規模まちづくり事


業の連鎖的展開による事前復興まちづくり計画にもとづいて、事前復興データベースを活


用し、生活環境軸の整備を目指した建築のルールとしてのガイドライン・地区計画の策定


や、小規模まちづくり事業の事業化のための検討会、小学校の総合学習授業における防災


の課題や避難ルートの点検、などに展開している。 


 そのうち、戸塚地区では、行政、地域住民、鉄道事業者などの関係者による駅前の再開


発事業の検討が始まっており、その周辺を含めた地区のまちづくりのあり方についての協


議が始まっている。地域住民が中心となり、事前復興データベースを用いて、老朽化した


建物の建て替えや道路整備による防災まちづくりを推進する上で、整備後のまちなみのイ


メージや、小規模まちづくりの事業を検討している。 


 また、事前復興データベースの汎用性を高めるために、今後、1)事前復興データベース


を活用した継続的なまちづくり支援、2) 新宿区の職員向けの事前復興データベースの講習


会、 3)事前復興データベースの開発に関わったまちづくりコンサルタント・行政職員・建


築士らによる事前復興データベースの応用の可能性について勉強会、を実施する予定であ


る。 
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 以上のような取り組みに、筆者は、各地区のまちづくりのアドバイザーとして継続的に


参加し、企画運営の支援を行う予定である。本研究で明らかにした技術と方法によって推


進されたまちづくりが、その後、各地区においてどのように展開しているのかを継続的に


調査することが、今後の研究課題としてあげられる。 
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１章 


小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備の複線型シナリオ 


による復興まちづくりの実践とプロセスの検証 
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１章 小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備の複線型シナリオによる復興まちづ 


    くりの実践とプロセスの検証 


 


1-1 本章の目的と検証の方法 


 


1-1-1 背景と目的 


 


 津波被災地では、行政が策定した海岸保全計画に基づいて、防潮堤などの都市基盤の整


備が進められてきたが、地区によっては住民の反対もあり、当初の計画通りには整備され


ていない注 1)。2016 年 11 月末時点で、宮城県内の防潮堤工事の着手率は、総延長の 79％に


とどまっており、工事が完了しているものは 26％にとどまっている注２)。 


 また、東日本大震災で被災した市街地において、まだ防潮堤工事が着手されていない一


部の地区では、防潮堤の計画の見直し、行政と地域住民の合意形成を図ることが求められ


ている。また、全国で想定されている大地震に対する備えとして、地域住民の意向や地域


特性に応じて津波防護施設などの都市基盤を整備することが課題としてあげられる。 


 本章の対象地区である宮城県気仙沼市内湾地区（以下、内湾地区）は、気仙沼湾の湾奥


に位置する 19.1 ha のコンパクトな中心市街地である。内湾地区では、多くの建物が被災


し、被災直後から復興事業の早期着手が求められたため、行政が、地域住民と共に復興ま


ちづくりの目標像について検討する間もなく、道路整備・宅地造成・防潮堤などの都市基


盤の計画を決定し、整備に着手した。都市基盤整備の計画の中で、特に防潮堤の計画に対


しては、多くの住民が反対した地区の 1 つである。しかし、行政と住民が協議を重ね、防


潮堤の計画高さは当初の計画から低減され、海とまちが一体的となったウォーターフロン


トの景観形成に資する防潮堤の計画とデザインが合意された。その合意形成を図る場とな


ったのが、内湾地区復興まちづくり協議会（以下、協議会）である。筆者はそのコーディ


ネーターに任命され、防潮堤の計画とデザインについての協議体制の構築し、その合意に


至るまでの一連の協議プロセスの支援を行なった。 


 本章は、東日本大震災によって著しい被害を受けた宮城県気仙沼市内湾地区の復興まち


づくりの支援を筆者自らが行い、小規模なまちづくり事業と、都市基盤の整備とを調整し


ながら複線型のシナリオにより、小規模なまちづくり事業を連鎖的に展開させ、まちづく


りを推進するための方法を創案し、その方法の有効性を示すことを目的とする。 
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1-1-2 検証の方法 


 


 第一に、行政から示された防潮堤の計画内容、内湾地区で協議が始まった経緯、協議体


制、協議における筆者の位置づけなどの前提条件を示す。 


 第二に、まちづくり協議会において、配布された資料や協議の記録をもとに、防潮堤な


どの都市基盤整備の計画の合意形成に至るまでのプロセスを時系列で整理し、合意形成の


展開の局面を抽出する。 


 第三に、合意形成の展開の局面ごとに、筆者が、コーディネーター及び支援専門家とし


て創案し、試行した方法と、その結果として得られた効果を分析する。 


 なお、都市基盤整備の景観デザインの設計において、ワークショップなどの合意形成手


法によって住民と議論を重ねることの意味については、中井祐ら(2006) が河川公園の設計


の実践を通じて明らかにしている。また、その課題として、専門家が果たすべき役割や責


任を考える必要があるとしている。 


 本章のまとめでは、研究の成果に加えて、まちづくり協議会のコーディネーター及び支


援専門家の役割について考察する。 
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1-2  協議の前提条件 


 


1-2-1 内湾地区に示された防潮堤の計画の内容 


 


 内湾地区は、近世は浜街道の宿場町、漁師町として発展し、魚市場を中心とした水産都


市気仙沼の顔として賑わってきた地区である。昭和 31 年に魚市場が移転した後は、産業


や商業は新市街地への移転が進み、経済的には衰退傾向にあったが、海とまちのつながり


の感じられる防潮堤の無い美しい港町の景観は、観光客も訪れる魅力になっていた。 し


かし、東日本大震災の津波によって、内湾地区のうち、魚問屋の並ぶ魚町と商業集積エリ


アの南町が大きな被害を受けたため注 3、 4)、震災前から防潮堤の無かったまちに、新たに


防潮堤が建設される計画が示された（図 1-2-1）。 


 宮城県から、津波シミュレーションの結果をもとに、L1 津波（数十年から百数十年に 1


度程度の到達が想定される津波）を防ぐための防潮堤を被災地の沿岸に建設する計画が示


された注 5)。また、気仙沼市から、L2 津波（数百年から千年に 1 度程度の到達が想定され


る津波）がその防潮堤を越えた場合の想定浸水区域を災害危険区域に指定し、避難対策や


地域防災によって命を守る津波防護策が示された。 


 内湾地区には、東日本大震災と同じ津波の条件でシミュレーションを行うと、防潮堤が


ない場合は市役所の前で 2m の高さまで浸水するが（図 1-2-2）、計画高さの防潮堤を整備


した場合は 1m 未満まで低減されるという結果が示された（図 1-2-3）。しかし、その防潮


堤の高さは TP 6.2m であり、計画嵩上げ地盤面（TP 1.8m）から 4.4m の高さとなるため、


防潮堤によって、まちから海への眺望は遮られてしまう。多くの住民は、美しい港町の景


観が失われてしまうことを恐れ、防潮堤の計画に反対した。なお、防潮堤の計画高さを下


げることなく、海への眺望が確保できる高さまで、まち側の地盤面を嵩上 


図 1-2-1 当初の計画防潮堤の位置（平面位置は、図 1-2-3参照） 


 


 


 


 


安波山 


内湾 
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魚町 


南町海岸 







 - 68 - 


げする方法も考えられたが、内湾地区には、津波に耐えた建物がまだら状に残存し、これ


らの建物は修繕されて住宅や事業所として復旧されているものもあったため、地区全体で


大規模な嵩上げ工事を行うことはできなかった。  


図 1-2-2 防潮堤が無い場合に想定される浸水深さ 
2012年 6月 内湾地区まちづくり協議会 配布資料より引用 
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図 1-2-3 TP 6.2mの防潮堤が整備された場合の浸水深さ 
2012年 8月内湾地区まちづくり協議会 配布資料より引用 
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1-2-2 防潮堤に対する反対の意向の背景 


 


 防潮堤に対する反対の意向が、当該地域において震災直後から住民の間で概ね共有され


ていた背景として、以下があげられる。 


 まず、文化的な背景として、川島秀一(2012)に示されている「気仙沼漁港のみなと文化」


から以下の 3 つが読み取れる注 6)。 


 


・1956 年に移転する前までは、東洋一の魚市場のある自然の良港だったという歴史的経緯


があり、防潮堤によって、その空間構成が失われる。 


・港を中心とする社会的及び経済的営みの総体として形成されてきた気仙沼のみなと文化


の創造の地であり、防潮堤によって、その営みに必要な機能が失われる。 


・多くの市民が内湾を「気仙沼の顔」、すなわち「港町の景観の象徴的な場所」として認


識しているが、防潮堤によって、その象徴的な景観が阻害される。 


 


 一方で、物理的な背景として、背後に山を抱えている地形があげられる。高台への避難


距離が短く、平地が広がっている隣接地区の鹿折地区や南気仙沼地区に比べて、人命の被


害は少なかった注 7)。そのため、多くの住民は、高台への避難路の整備による津波対策を要


望し、防潮堤の整備の必要性を感じていなかった。 


 


 


1-2-3 気仙沼市によるまちづくりコンペ 


 


 住民の要望を受けて、2011 年 12 月に気仙沼市が「内湾地区魚町・南町まちづくりコン


ペ」注 8) を開催した。防潮堤の計画をまちづくりの中でどう位置づけるかが主な焦点とな


り、100 点以上の作品の応募があった。翌年 4 月にそのうち 10 作品のプレゼンテーション


が行われ、学識経験者と住民の代表者からなる審査員によって最優秀賞と優秀賞などが選


考された。防潮堤については、陸上に防潮堤を作る必要の無い唯一の案として、湾口の海


底に直立浮上式防波堤を設置する案が最優秀賞作品に選ばれた（図 1-2-4）。気仙沼市は、


この案の実現を宮城県に要望したが、前例が無いことを理由に宮城県は採用しなかった。 


 なお、防潮堤を岸壁に整備するのではなく、位置をセットバックさせて、防潮堤と建物


再建を一体的に整備し、土地利用などのまちづくりとセットでウォーターフロントの景観


をデザインすることを提案した筆者の案は、次点の優秀賞を受賞した（図 1-2-5）。その
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他にも、様々なまちづくりのアイデアの提案があり、気仙沼市は、これらを参考にしなが


ら、復興まちづくり計画の検討を進めることにした。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


図 1-2-4 海底から浮上する直立浮上式防潮堤のイメージ 
気仙沼市魚町・南町内湾地区復興まちづくりコンペ結果公開資料(2012年 3月)より引用 


 


図 1-2-5 まちづくりコンペにおける防潮堤の位置を岸壁からセットバックした案 


阿部俊彦＋早稲田大学都市・地域研究所(2012a)より 
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1-2-4 複線型復興シナリオの提案 


 


 筆者は、「内湾地区魚町・南町まちづくりコンペ」の提案において、図 1-2-6 のように


複数の小規模まちづくり事業の連鎖により復興まちづくりを推進する複線型シナリオを


提案した。 


 


 


 


 


  


図 1-2-6 小規模多主体事業連鎖による複線型復興シナリオの提案 
阿部俊彦＋早稲田大学都市・地域研究所 (2012a) より 
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1-2-5 協議会の設立と協議体制 


 


 コンペの結果発表の直後の 2012 年 3 月に、市長の呼びかけのもと、副市長、地元産業


人 3 名（後の協議会会長を含む）、コンペに参加した筆者を含む学識経験者 3 名の参加す


る会議で、協議体制や協議会メンバーの人選についての検討がなされた。これを踏まえて、


2012 年 6 月に「内湾地区復興まちづくり協議会（事務局は気仙沼市）」が設立され、協議


会のメンバー構成は、自治会長、自治会長が指名した地区住民、内湾地区に本社を置く地


元産業人数名の計 35 名となった。なお、協議会メンバーの全員がコンペの審査員であっ


た。また、協議会の設立総会で、会長、副会長が任命された。 


 協議会の設立当初は、気仙沼市が内湾地区の復興まちづくり計画を策定から事業を推進


するまでの間、住民の意見を聞きながら、協議するための組織として、土地区画整理事業


区域内の商店街や都市基盤などの配置や土地利用などを検討することが想定されていた。


しかし、防潮堤の位置と高さが決まらない限り、災害危険区域や嵩上げの区域が定まらな


いため、土地利用計画を検討できない。よって、協議会においても防潮堤について議論さ


れることになった。 


 筆者は、協議会に 3 つの部会（住宅部会、商業部会、都市基盤整備観光部会）を設置し、


各部会で出されたアイデアを会長、副会長、部会長で構成される運営会議でとりまとめ、


広く住民に説明しながら、まちづくりの計画の合意を図るための体制を提案した。  


 


 


1-2-6 協議体制における筆者の位置づけ 


 


 筆者は、2013 年の 4 月に協議会の会長からコーディネーターに指名された。協議会メン


バーの全員がコンペの審査員であったため、コンペでのプレゼンテーションや作品の印象


から、筆者が自らデザインした提案を押しつけるようなことはせず、協議会メンバーや行


政の意向を尊重しながら合意形成の支援を行う専門家であることが認識されていた。その


ため、会長以外の協議会メンバーや行政職員にも、コーディネーターとして適格であると


して認められた。 


 当初、筆者が気仙沼市から公的に依頼されていた内容は、「協議の円滑な進行」と「協


議会メンバーの意見調整」であった。しかし、協議会メンバーが期待していたことは、筆


者の協力によって、これまでのように、行政から示された計画に対して意見を述べるだけ


でなく、自らが創案した具体的な防潮堤の計画やデザインを行政に提案することであった。 
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 そこで、筆者は、協議のマネジメントを始める前に、以下の点を工夫し、協議会の体制


を整えた。 


 


・防潮堤計画に関する情報を広く収集するために「気仙沼防潮堤を勉強する会」注 9、10)（以


下、防潮堤を勉強する会）など、協議会以外の市民団体から情報を得た。 


・土木、建築、造園、照明の分野の専門家の協力を得て、筆者はその統括者として総合的


な検討を行う体制を整えた。また、宮城県の担当技術者と設計変更案のフィージビリティ


の検討を行う場を確保した。 


・各部会で、議論を拡散させることなく、テーマを絞って議論ができるように、協議会の


運営会議メンバーと相談して、部会のリーダーとメンバーの人選を行った。 


 


 なお、筆者の活動のための予算は、以下のように確保された。2012 年 4 月から協議会の


事務局運営については、土地区画整理事業の効果促進事業を活用し、気仙沼市がコンサル


タントに資料作成や計画の検討を委託していた。コーディネーターである筆者には、その


コンサルタントから交通費と謝礼金が支払われていた。2015 年 3 月に内湾地区復興まちづ


くり計画が策定された後は、NPO 気仙沼市まちづくりセンターのアドバイザー派遣制度に


より、筆者に交通費などの活動費が支払われていた。また、防潮堤や道路などのインフラ


の景観デザインの検討のための模型や CG の作成などは、震災復興国交省官民連携支援事


業（気仙沼市への補助、2015 年度）の中で実施された。  
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1-3  防潮堤の計画の合意形成に至るまでのプロセス 


 


 本章では、協議会設立後の防潮堤の計画とデザインの合意形成プロセスを時系列で整理


し、プロセスにおける合意形成の展開の局面を抽出した。まず、内湾地区における防潮堤


の計画変更と、関連するまちづくりの計画や事業などのプロセスを図 1-3-1 に記述し、そ


の途中にどのような局面があり、状況に応じてプロセスがどのように組み上げられたのか


を記した。また、各局面で宮城県から示された防潮堤の計画変更の内容と、それに対して、


協議会が要望した内容や提言書に盛り込まれた内容と、それに関連して気仙沼市や専門家


などが提案した内容を表 1-3-1 に整理した。以下では、(1)から(6)の 6 つの局面の具体的な


内容について詳述する。 


 


 


1-3-1 協議会での防潮堤に対する基本的な考え方の共有 


 


 2012 年 10 月に、「防潮堤を勉強する会」の要望などを受けて、宮城県議会で「海岸防


潮堤は、地域住民との合意をもとに建設されるべきもの」「地域の地形や地勢、市街地・


漁村などの背後地の状況によって、形状、位置及び高さなどを決めるべきもの」として、


「住民合意を尊重した海岸防潮堤の建設についての決議」が可決された。その後、宮城県


から「浸水範囲が局所的で広域に浸水する恐れがない場合において、集落や産業施設等が


存在しない地域や集落が孤立する恐れがない箇所については、過去の津波実績や高潮によ


る打ち上げ高を考慮した高さで整備することを基本とする」方針を示された。 


 2012 年 12 月に、上記に該当する気仙沼湾内の沿岸地区の防潮堤の高さが見直され、再


度、津波シミュレーションが実施された。その結果、内湾地区に必要な防潮堤の計画高さ


は、当初より 1m 低い TP 5.2m に見直され、この高さの可否について協議会で議論された


が合意されなかった。また、議論を経て、協議会メンバーの間では「内湾は、海とまちが


一体となった生業と景観によって成長したきた。防潮堤によって水産業や観光産業が衰退


してしまう恐れがある。まちから海への眺望が確保できない限り合意はできない。」とい


う基本的な考え方が共有された。一方で、宮城県としても、住民や観光客の安全性の確保


のためには、防潮堤の計画高さを低減することはできないため、協議会の場で議論が続け


られた。 
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 防潮堤の形状 宮城県による 


防潮堤計画 


協議会の要望や 


提言書の内容 


その他（気仙沼市、 


筆者など） 高さ（魚町） 


1) 


2011年  


9月〜 


TP 6.2m 


 


・県管理の防潮堤の計画


高さを示す. 


・各地で、 防潮堤計画に


対する議論があり、 これ


を踏まえて、県議会が「住


民合意を尊重した防潮堤


整備」を求める決議案を


全会一致で可決 


・まちから海が見えないの


で、防潮堤に反対する. 


・2012 年 4 月に、内湾


まちづくりコンペで、浮


上式防潮堤が最優秀賞


となる.→気仙沼市が宮


城県に採用を要望→県


は採用を否定 


2) 


2012年 


10月〜 


TP 5.2m 


 


・再シミュレーションに


よる計画高さを示す.（周


辺の防潮堤の位置変更な


どの影響によって、1m


減） 


・1m 下がっても、依然と


してまちから海が見えな


いので、防潮堤に反対す


る. 


・2012 年 10 月防潮堤を


勉強する会と気仙沼市


長による意見交換を行


い、防潮堤計画の見直し


を気仙沼市へ要請した. 


3) 


2013年 


7月〜 


TP 5.2m −余裕高 1m（防波堤） 


 


・湾口防波堤の採用によ


る特殊堤防高さ（余裕高


1m の低減）を示す. 


・当初からは 2m 下がって


も、依然としてまちから海


が見えないため、防潮堤の


計画高さを人の「腰の高


さ」まで低減することを要


望. 


・2013 年 9 月に、気仙


沼防潮堤を勉強する会


の主催による県知事と


の公開意見交換会を開


催.→県知事が高さの低


減や一部セットバック


の実現を約束した. 


4) 


2013年 


10月〜 


TP 5.1m 


 


・一部セットバックさせ


て、無堤のエリア（居住


禁止）を認めた. 


・再シミュレーションを


行った結果 10cm 低減 


・災害危険区域の住民か


ら不安が上がったため、


湾口防波堤の案を一度、


取り下げた. 


・堤防の高さが低減される


ことによって災害危険区


域が広がることを懸念し


た. 


・内湾の囲まれた湾の形状


を踏まえて、特殊堤防高さ


の採用による余裕高さ 1m


分の低減を要望. 


・災害危険区域のエリア


での住宅再建の制限す


る必要があることを住


民に説明（気仙沼市）. 


・災害危険区域とのバラ


ンスで、まちづくりと景


観を両立する必要性を


指摘（筆） 


5) 


2013年 


12月〜 


TP 4.8m −余裕高 1m（防波堤） 


 


・再度、湾口防波堤の設


置による特殊堤防高さの


採用によって、TP 3.8m


まで低減した案を示す. 


・提言書 ver.1：宮城県に


よる湾口防波堤の案を受


け入れた案を提言書にま


とめた. 


・災害危険区域が広がった


場合にも区域内で住宅再


建支援を行うことを気仙


沼市に要望. 


・湾口防波堤による水質


悪化を懸念し、湾口防波


堤を採用しないことを


要望（気仙沼市）. 


6) 


2014年 


3月〜 


 


魚町 


TP 5.1m −余裕高 1m（フラップゲート） 


 
南町 


TP 5.1m（斜面緑地）  


 


※ 南町側の防潮堤計画の平面図は、図 1-3-4


を参照 


 


・防潮堤計画高さを TP 


5.1m で決定.ただし、魚町


側のみフラップゲート式


1m を採用（見た目の高さ


は、地面の TP2.8m から


1.3m） 


・提言書 ver.2:余裕高さ


1m に 30cm 分も加えた高


さのフラップゲート式を


要望. 


・魚町側の嵩上高さの基準


を TP 2.8m で要望. 


・土地区画整理事業で、


魚町の一部のエリアで


TP2.8m までかさ上げす


ることを決定（気仙沼


市）. 


7) 


2014年 


8月〜 


・中央陸閘の幅 12m を確


保する. 
・避難施設として、斜面


緑地の整備（維持管理は


市） 


・提言書 ver.3:南町側の


中央陸閘の幅の 12m の確


保、イベント用の観客席に


もなる斜面緑地の整備な


どを要望. 


・ウォーターフロント施設


の事業勉強会を開始. 


・デザインの検討に、ラ


ンドスケープや照明計


画の専門家の参画の必


要性が指摘（筆者）. 


8) 


2015年 


3月〜 


・デッキの整備は難しい


が管理用通路の上空の占


用許可はする. 


・提言書 ver.4:防潮堤デ


ザインの提案のまとめ. 


・協議会の議論の場で、宮


城県と気仙沼市で管理区


分の調整を図る. 


・デザインだけでなく、


整備後の管理について


も検討する必要性を指


摘（筆者）. 


9) 


2015年 


9月〜 


・防潮堤の仕上げのﾓｯｸｱ


ｯﾌﾟの制作と現地確認. 


・原形復旧や限られた予


算の範囲内で、協議会の


要望事項に対応する. 


・1)観光客も訪れる漁港の


機能、2)原形復旧ではなく


新しい設備への更新、3)


信頼関係に基づいた協議


プロセス、を要望. 


・協議会による防潮堤デ


ザイン提案を宮城県に


よる防潮堤の設計に反


映させるための監修を


行う（筆者） 


 


表 1-3-1 防潮堤の計画変更プロセスと協議会や専門家の提案内容 
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1-3-2 宮城県による特殊計画堤防高さの採用 


 


 2013 年 9 月に、「防潮堤を勉強する会」の主催による県知事との公開意見交換会が開催


された。この意見交換の場で「岸壁の防潮堤の高さの低減を図るための湾口防波堤の設置」


や、「人が居住しないエリアの無堤化と、堤外地に必要な施設の設置」等の可能性が示さ


れ、県と地域住民の両者が合意できる防潮堤の位置や形態を検討するために協議していく


ことが確認された。ただし、県知事からは「L1 の基準自体の変更はしないこと」と、「主


務大臣への宮城県全体の海岸保全計画の提出に遅れを来すことはできないため、合意形成


のタイムリミットは 2013 年 12 月とすること」の 2 つの条件が告げられた。 


 これを契機に協議会は「防潮堤は絶対反対」という考えから「反対していてもまちづく


りは前に進まないし、被災者は内湾から離れてしまう。防潮堤の高さの変更が可能なので


あれば、住民が納得できる高さで合意し、早く防潮堤の計画を確定させて、まちづくりを


進めよう。」という考えにシフトした。協議会のメンバー自らが県庁に足を運び、津波シ


ミュレーションの仕組みについて勉強し、いくつものパターンの検討を宮城県に要望した。 


 まず始めに、震災前から海辺に建っていた「お魚いちば」や、震災直後に復興のシンボ


ルとして建てられ「Kport」などの観光施設から海への眺望確保するために、防潮堤の位置


を建物の後ろ側にセットバックさせることを要望し、これを宮城県は認めた注 11)。変更さ


れた防潮堤の位置で、再度、津波シミュレーションを実施したところ、元々TP 5.2m の計


画であったのが、わずかではあるが TP 5.1m に下げることができた。 


 さらに、湾口防波堤の設置によって津波減衰効果を認められれば、特殊計画堤防高さ注


12) を採用することができることが確認された。仮に湾口防波堤が採用されれば、岸壁の余


裕高 1m を除いた計画高さを TP 3.8m まで下げることができるため、海への眺望も確保で


きる。これを「内湾地区復興まちづくり計画に関する提言 ver.1」に盛り込み、2013 年 12


月に協議会から宮城県に提案した。 
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1-3-3 災害危険区域を最小規模にする可動式防潮堤 


 


 しかし、ここで問題になったのが災害危険区域である。気仙沼市の災害危険区域の指定


の方法では、L2 津波来襲時に、海水が防潮堤を越えて流入した場合の想定浸水深さが 1cm


でもあれば、そのエリアは災害危険区域に指定されることになる注 13)。災害危険区域での


住宅再建の際には、想定浸水深までの基礎の立ち上げ、または宅盤の嵩上げが必要となる。


さらに、災害危険区域内では、児童福祉施設を設置することができないことや、気仙沼市


の住宅再建の独自支援制度の補助対象外となることなど、気仙沼市条例注 14)に定められて


いる内容は、住商混在地区である内湾地区の再生の足かせとなる可能性があった。 


 協議会は災害危険区域の想定範囲を把握するために、気仙沼市に津波シミュレーション


の実施を依頼した。その結果、TP 3.8m の防潮堤の場合は市役所の前まで災害危険区域と


なり、内湾地区の大部分では、各宅地で 1m 以上の嵩上げをしなければ住宅再建ができな


いこと分かった。一方で、TP 5.1m の防潮堤の場合は、災害危険区域は海ぎわに限定され、


災害危険区域においても、一般的な住宅と同程度の 50cm 弱の基礎の立ち上がりを確保す


れば、住宅再建が可能であることが分かった（図 1-3-2）。 


 そこで協議会は、災害危険区域の範囲を最小規模におさえるために、TP 3.8m のコンク


リートの防潮堤の天端から余裕高さ 1m 分は、津波来襲時に鉄板が水圧と浮力で起き上が


るフラップゲートによる可動式防潮堤で対応することを要望した。湾口防波堤や可動式防


潮堤は、他地区の防潮堤と比べて費用がかかることが問題とされていたが、内湾地区は気


仙沼市の中心市街地であり、経済的な被害を想定した場合に、その費用をかけることの妥


当性があると判断され、県知事もこの案を認めた。 
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図 1-3-2 防潮堤の高さと災害危険区域（想定）の関係 
2013年 11月 11日 内湾地区まちづくり協議会ワーキング 配布資料より引用 
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1-3-4 嵩上げによる海への眺望の確保 


 


 これによって防潮堤問題は収束するかと思われたが、湾口防波堤の設置によって、湾内


の水質の悪化が懸念されることから、市長がその計画を見直すことを提案した。しかし、


協議会は防潮堤の高さの低減を重視し、湾口防波堤の設置による TP 3.8m＋余裕高さ 1m


分フラップゲートの採用の要望を取り下げなかった。 


 宮城県としては、主務大臣への宮城県全体の海岸保全計画の提出の期限までに計画を決


定する必要があった。そこで、湾口防波堤を設置しない場合の L1 津波を防ぐために必要


な TP 5.1m の計画高さのうち、特殊計画堤防高さ採用時のみに設置を許可していた余裕高


さ 1m 分のフラップゲートの採用について、囲まれた湾の形状による減衰効果が期待でき


るとして特別に認め、見た目の高さを TP 4.1m とした計画が宮城県から示された。 


 しかし、それでも元々の計画地盤高さ TP 1.8m のままでは TP 4.1m の堤防の見た目の高


さは 2.3m となり、大人の身長をもってしても海は見えない。そこで協議会は、防潮堤の


背後の地盤の高さを TP 2.8m まで嵩上げし、見た目の高さを 1.3m にすることを気仙沼市


に提案した（図 1-3-3）。この防潮堤計画が盛込まれた「提言書 ver.2」を協議会が宮城県


と気仙沼市に提出し、これが受け入れられたことで、2014 年の 3 月に内湾地区の防潮堤の


計画が確定し、その後、詳細設計が進められた。 


 


 


 


 


図 1-3-3 協議会と県と市で合意された魚町側の防潮堤計画 
2014年 3月 内湾地区まちづくり協議会 提言書 ver.2より引用 
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1-3-5 防潮堤の海側とまち側の連続性の確保 


 


 フラップゲート式防潮堤の採用は、海への眺望の確保が重視されていた魚町側に限定さ


れたため、南町側には TP 5.1m の防潮堤が整備されることになった。その代わり、防潮堤


の海側の岸壁とまち側の連続性を確保するために、以下の内容が「提言書 ver.3」に盛り込


まれた（図 1-3-4）。 


 第一に、南町の防潮堤の海側に、岸壁からまち側への避難施設として、景観にも配慮し


た斜面緑地や階段を整備し、これを休憩用のためのベンチやイベント時の観客席などにも


活用できるような一体的なウォーターフロント施設を整備することである。 


 第二に、南町の中央陸閘の開口幅は 12 メートルとし、それに加えて、南町側に 1 箇所、


魚町側に 3 箇所、計 5 箇所の陸閘を設け、海側とまち側を行き来できる動線を最大限に確


保することである。 


 以上の 2 点を前提として、協議会の議論の場に、防潮堤の設計と工事を実施する宮城県


の関係職員もオブザーバーとして参加していただき、筆者が協力専門家と検討したデザイ


ン提案をもとに、景観シミュレーションを導入したワークショップなどを行った。2015 年


3 月には「提言書 ver.4」が宮城県と気仙沼市に提出され、それまで協議会で検討してきた


防潮堤の計画とデザインに関する提案がとりまとめられた。 


 その後、この提案をもとに、各事業者がそれぞれ詳細設計と工事が進められることにな


ったが、完成後にそれらが統一性のあるデザインで、まち側と海側に連続性のある一体的


なウォーターフロント空間として利用できるようにすることが課題であった。防潮堤と岸


壁は、宮城県が整備するが、そのうちの公園部分は、気仙沼市が管理することになる。ま


た、防潮堤の管理に必要な県有地を気仙沼市が借りて、造成して公園として整備するなど、


内湾のウォーターフロントは土地建物の所有と管理区分が複雑であった（表 1-3）。そこ


で、筆者は一体的な景観を形成するために、関係主体が、整備後の管理区分や方法を検討


しながら、デザイン調整を図る必要性があることを指摘した。それを踏まえて、宮城県、


気仙沼市、気仙沼地域開発株式会社 注 15) の 3 者で管理区分についての調整を図られた。 
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表 1-3 防潮堤とウォーターフロント施設の所有及び管理区分 


 所有（事業者） 管理 


防潮堤 宮城県 宮城県 


魚町岸壁 宮城県 宮城県 


南町海岸桟橋 宮城県 宮城県 


南町海岸公園 宮城県 気仙沼市 


街区公園 気仙沼市 気仙沼市 


スポーツ・観光 


公共施設 


気仙沼市 気仙沼市 


南町海岸ウォーター 


フロント商業施設 


土地：気仙沼市 


建物：気仙沼地域開発（株） 


気仙沼地域開発株式会社 


道路（車道・歩道） 宮城県 


※気仙沼市が区画整理で整備 


宮城県・気仙沼市 


      ※各施設の配置は、図 1-3-4を参照    


 


 


  


図 1-3-4 南町の防潮堤とウォーターフロント施設の配置 


 b.魚町岸壁 


（フラップゲート式） 


 g.南町海岸ウォーター 


フロント商業施設 


 c.南町海岸桟橋 


 e.街区公園 


 d.南町海岸公園 


 f.スポーツ・観光 


公共施設 


 a.防潮堤 


 a.中央陸閘 


内湾 


 d。斜面緑地 
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1-3-6 詳細設計における原形復旧の考え方の見直し 


 


 2015 年 3 月に協議会から行政に提出された提言書 ver.4 には、防潮堤や公園の設計が始


まり次第、専門家の協力のもとで筆者が提案した詳細なデザインをもとに、協議会の場で、


宮城県や気仙沼市の関係各課と協議しながら、合意されたものから設計に反映していくこ


とが確認された。 


 しかし、その協議途中で、宮城県から「防潮堤は災害復旧事業によって整備されるため、


震災前に整備された施設を元に戻す原形復旧が前提条件となり、協議会の提案したデザイ


ンのうち、その条件に該当しないものは反映できない可能性がある」という説明があった。 


既に他地区の岸壁の復旧では、震災前に使用されていた設備が一部、再利用されていた。


しかし、これらは数十年前に整備されたもので、近年の漁港や公園に求められる性能を満


たしていないものもあった 注 16)。 


 協議会は、「原形復旧だけでは、市民や観光客に求められている岸壁の機能を充たすこ


とができないため、協議会の提案したデザインを全て受け入れて頂きたい」という内容の


要望書を提出した。これを受けて、宮城県は、必要に応じて震災前にあった設備とは異な


る設備を代わりに整備することを了承し、協議会が提案した防潮堤のデザインに変更され


た設計のもとで、2015 年の 10 月に着工した 注 17) 。  
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1-4 小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備との相互調整の方法 


 


 計画の合意形成に至るまでの展開の局面を打開するために有効な小規模多主体事業連


鎖と都市基盤整備との相互調整の方法を明らかにするために、前章で示した(1)～(6)の局面


ごとに実践した相互調整の方法、成果、未解決の課題を考察する。 


 


 


1-4-1 説明会ではない防潮堤の議論の場の設置 


 


 他地区が宮城県から示された防潮堤計画を受け入れ始めていた中で、内湾地区の計画高


さは TP5.2m に見直されたが、まちから海への眺望が確保できない高さであったため、協


議会として合意できなかった。しかし、その後、宮城県との協議が平行線になってしまう


ことはなく、合意に向けた協議を継続することができた。それを可能にした方法としてあ


げられるのが、筆者が、異なるステークホルダーによる情報交換の場を用意したことであ


る。 


 具体的には、宮城県の水産漁港部の担当職員に、協議会の場に参加して頂くようにお願


いし、海への眺望が失われてしまうことによって、自身が営む産業に直接的に悪影響を受


けてしまう協議会運営会議のメンバー4 名（水産関連事業者 2 名、観光業 2 名）から、デ


メリットを直接伝える場を設けた。宮城県主催の説明会は、宮城県の担当職員が、限られ


た時間の中で、一方的に説明をするのが一般的であるが、協議会では協議会会長が議論の


進行を行うため、協議会のメンバーの考えを宮城県の担当職員に伝える時間を十分に確保


することができた。それによって、住民が自宅からの海の眺望確保のためだけに防潮堤に


反対しているだけでなく、内湾地区の復興に不可欠な水産業や観光産業の事業継続に影響


があることを宮城県の担当職員に認識して頂くことができた。これを契機に、宮城県は、


これまでのように防潮堤計画を住民に受け入れてもらうために説得するのではなく、その


計画の代替案を協議会と一緒に検討するようになった。 
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1-4-2 「防潮堤を勉強する会」との連携 


 


 海への眺望の確保のための防潮堤の高さの低減と、まちの安全性の確保を両立させるた


めの方法として、特殊計画堤防高さが採用されることになった。それを可能にした方法と


してあげられるのが、当該地区以外を含む問題としての構造的理解を促す議論の場との連


携である。 


 具体的には、特殊計画堤防高さについて専門家と勉強を重ねていた「防潮堤を勉強する


会」との連携である。「防潮堤を勉強する会」のメンバーでもあった協議会運営会議メン


バー4 名と筆者が、協議会とは別の会議を設け、「防潮堤を勉強する会」で得た知識を活


かして、内湾地区において、宮城県に特殊計画堤防高さを採用して頂くための詳細な条件


設定を検討した。特殊計画堤防高さの効果と影響について、そのメンバーが、他の協議会


メンバーに理解してもらうために丁寧に説明し、最終的に協議会の総意のもとで提案され


た。  


 一方で、南町の自治会長を兼任されていた協議会メンバーから、本人は特殊計画堤防高


さの提案を認めてはいるものの、防潮堤の高さが下がることによる浸水被害の拡大の可能


性についての不安の声が住民からあがっているという報告があった。 
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1-4-3 災害危険区域との両立のための住宅部会での議論 


 


 協議会では、海への眺望の確保のための検討を優先することなく、まち側での住宅再建


に影響を及ぼす災害危険区域の範囲を最小限にとどめるための対策の検討を同時に行い、


これを両立した防潮堤の提案を行う必要があった。それを可能にした方法としてあげられ


るのが、復興まちづくり全体としての観点から必要事項を検討するために、部会に議論を


持ち込んだことである。 


 具体的には、筆者は、災害危険区域に関する検討事項を、協議会運営会議メンバーであ


る 4 名の自治会長とその他の自治会長で構成される住宅部会の議題にあげた。まち側の住


民の意見の取りまとめ役である彼らに、防潮堤計画によって住宅再建に支障をきたすこと


のないかどうかを確認して頂きながら検討を進めるためである。 


 これによって、津波シミュレーションの結果を踏まえた災害危険区域の想定範囲につい


ては、宮城県や気仙沼市による住民説明会に加えて、協議会メンバーからも自治会を通じ


て、住民に丁寧に説明がなされた。協議会から提案された可動式防潮堤の案は、他地区で


は採用されていない高価な形式であったが、宮城県は、住民の反対のない唯一の案である


と判断し、これを採用した。 
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1-4-4 小規模多主体事業連鎖ための先行街区の整備 


 


 魚町側は、最終的に、防潮堤の高さを下げることに加えて、まち側の嵩上げを行うこと


で、海への眺望の確保が実現した。しかし、嵩上げを行うためには、震災後も修復して使


い続けていた建物を一度取り壊す必要がある。また、嵩上げ工事が完了しないと建物再建


ができないため、再建のための金銭的な補償があるとは言え、土地建物の地権者に対して、


再建までに時間を要するなどの負担がかかることが懸念されていた。 


 筆者は、それらの懸念事項を解消するために、長期にわたる計画及び事業の時間スケー


ルを考慮した都市基盤整備の計画調整の方法を提案した。具体的には、土地区画整理事業


による嵩上げ工事を実施する主体である気仙沼市に対して、先行して嵩上げを行う街区を


決め、建物再建を急ぐ事業者や住民の土地をそこに集約換地し、共同再建による小規模ま


ちづくり事業を早期に再建できるようにするための方法を提案した(図 1-4-1)。  


 協議会の運営会議メンバーの全員が嵩上げの対象となる宅地の地権者であった。先行街


区が用意されれば、嵩上げによる負担は軽減されるので、これを受け入れたいという意志


を、運営会議のメンバー自らが住民に対して示したことで、住民も嵩上げ工事に合意した。 


 


 


  


図 1-4-1 復興土地区画整理事業の施行区域と先行街区 
2013年 12月 20日 内湾地区共同化事業概要説明資料（気仙沼市）を参考に作成 
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1-4-5 協議会メンバーによるまちづくり会社の組成 


 


 一体的なウォーターフロントの景観を形成するために、協議会や住民、宮城県、気仙沼


市の間で、整備後の管理の方法を見据えて、デザイン調整を図る必要があった。しかし、


防潮堤とその周辺の土地は全て公有地のため、協議会メンバーは提案や要望はできても、


最後は、宮城県と気仙沼市の責任のもとでデザインが決定されるのを第三者として受け入


れざるをえなかった。 


 一方、協議会では、都市基盤の整備については、行政の計画に対する要望についての議


論が中心であったが、2013 年 4 月に公共施設観光部会がウォーターフロント施設の実現の


ために事業検討会に発展し、民間主導で小規模なまちづくり事業による商業施設のプロジ


ェクトを事業化するための検討が始まっていた。しかし、それを担う事業主体や、施設を


建てる敷地が決まっていなかった。 


 そこで、筆者は、その局面を打開するために、行政とのパートナーシップを構築するた


めの組織を立ち上げることを提案した。具体的には、デザイン調整を始める前の段階で、


協議会メンバーが行政と同じ立場で、デザインの決定権とその責任を持つために、事業主


体としてのまちづくり会社を組成することを協議会の運営会議メンバーに提案した。その


まちづくり会社が、防潮堤に隣接する気仙沼市の土地の一部を借地し、ウォーターフロン


トに商業施設を建てて、これを運営し、それに隣接する防潮堤の管理も担うことを提案し


た。  


 協議会メンバーのうち 1 名が代表者、2 名が役員を担う気仙沼地域開発株式会社（以下、


地域開発）が商業施設の事業主体となることが決定した。地域開発の会議で、協議会から


提案のあった「完成後の建物や街路樹などの日常の施設管理」や「海岸公園や通行制限に


よる道路を利用した朝市などのイベント」を行うことが確認された。これを踏まえて、協


議会から、防潮堤は津波防護施設であるが、それと一体的に整備される岸壁の斜面緑地な


どの南町海岸公園の公園施設を、災害時の利用に限定されず、日常のアクティビティやイ


ベントにも利用しやすいものに整備するためのデザインの提案がなされた。  


 宮城県は、この提案をエリアの施設管理者から受けたものと同等に捉え、休憩スペース


の整備、イベント用の電源の確保、景観に配慮した舗装整備などの提案を踏まえて設計を


進めることにした。また、気仙沼市も防潮堤に隣接する街区公園の舗装や観光施設の外観


について、地域開発の商業施設のデザインに調和させるなどの工夫を行うことにした。 


 以上のように、協議会メンバーの参加するまちづくり会社が、小規模まちづくり事業の


事業化検討を契機に、その周辺の防潮堤や公共施設などの管理の責任を一部負うことを前


提としたことで、協議会で議論された管理を見据えたデザインの提案が取り入れられなが
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ら都市基盤整備の計画やデザインが修正され、宮城県と気仙沼市と協議会の 3 者でそれら


の計画やデザインを合意することができた。  
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1-4-6 原形復旧の見直しの要望書を契機とした設計変更 


 


 国が原形復旧を前提としている中で、内湾地区に限って、宮城県がその前提条件を一部


除外して進めるには、宮城県の担当職員が国に説明するための特別な理由が必要であった。


そこで、筆者は、当該地区の市全域における位置付けと、震災前と震災後のまちの環境の


変化は、原形復旧では対応できないことを説明した。具体的には、以下の 2 点に整理し、


協議会の議論の場で説明した。 


 1 つ目は、内湾の一般的な漁港とは異なる多くの住民や観光客が訪れる施設としての位


置づけである。 防潮堤に隣接する商業エリアには、2 日間で 4 万人の来訪者のある港祭り


を含め、年間 100 万人近くの来客者数が想定され、内湾地区の漁港は他地区のものと異な


り、多くの人が訪れる施設となる。漁港施設として漁業者にとっての最低限必要な基準で


設計するのではなく、住民から観光客、子供から高齢者まで、不特定多数の利用のある公


共施設として位置づけ、利用者に配慮して設計を進める必要がある。 


 2 つ目は、防潮堤の新設によって生じる、震災前と震災後のまちと海の関係の変化への


対応である。震災前には、存在しなかった海とまちを隔てる防潮堤という壁が新たに加わ


ることで、震災前とは岸壁の断面形状が異なるため、震災前の設備を復旧したとしても、


平時の使い勝手や津波来襲時の安全性において、震災前に確保されていた性能を担保する


ことができない恐れがある。震災前の設備を見直し、「フラップゲート式の防潮堤」「避


難施設としての斜面緑地」「防潮堤の影による暗闇を生まないための照明」などを新たに


導入し、内湾地区にふさわしい、まちと海の連続性を重視した環境に再生する必要がある。 


 以上の内容をまとめた要望書が協議会から宮城県に提出されたことで、前述の 2 点を踏


まえた設計変更のための協議がなされ、原形復旧による元の設計が見直された。結果とし


て、協議会によるデザイン提案内容が概ね設計に反映された(表 1-4)。 


 さらに、その設計内容を実現するための工事の段階において、筆者は、工事調整会議を


開催することを宮城県と気仙沼市に提案し、デザインの最終調整が行われることになった


注 18) 。 
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表 1-4 原形復旧の見直しによって変更された設計内容 


  
元設計 
（宮城県） 


 
提案 
（協議会） 


 
変更設計 
（宮城県） 
 


 
避難施設 
(斜面緑地) 
大階段 


 
宮城県は、防潮堤を乗り越す
ことのできる最低限の階段
を設置する計画であった。 


 
それに対して、協議会は、避
難階段を平時には休憩する
ためのベンチとしても利用
できる階段状のベンチや斜
面緑地を提案した。 


 
これを受けて、宮城県は、大
階段や斜面緑地をイベント
時に大人数が同時に防潮堤
を乗り越えるために必要な
避難施設として位置づけ、協
議会の提案を受け入れた。ま
た、気仙沼市は、これが観光
客が利用できる休憩施設と
して捉えて管理することを
了承した。 
 


 
既存樹木 
 


 
宮城県は、南町海岸公園に既
存樹木を全て伐採し、協議会
の要望で新しい樹木を植え
る予定であった。 


 
協議会から、津波に耐えて残
った高木(ニセアカシア)と
低木(ハマナスなど)を震災
遺構としてなるべく残し、公
園のデザインに取り入れる
ように提案した。 
 


 
これを受けて、宮城県は、車
両の転回スペースや排水路
の付け替え工事に支障にな
る一部の既存樹木を除き、基
本的には保存することにし
た。 
 


 
手すりの 
カウンター 
階段ベンチ 


 
宮城県は、落下防止のために
最低限必要な手すりを設置
する計画であった。 
 


 
協議会から、魚町の乗り越し
階段の踊り場を見晴らし台
の機能を兼ねたものにデザ
インし、手すりの笠木にカウ
ンター形状のものを設置す
ることを提案した。また、階
段の途中をベンチ代わりに
座れるデザインとすること
も提案した。 
 


 
これを受けて、宮城県は、津
波来襲の状況を避難途中に
確認する場所として必要な
機能として、協議会の提案を
受け入れた。また、階段ベン
チは、岸壁を利用する漁業者
が休憩する場所として必要
なものとして、協議会の提案
を受け入れた。 


 
照明 


 
宮城県は、震災前の水銀灯の
照明を復旧する計画であっ
た。 
 


 
それに対して、協議会から、
海への眺望の阻害にならな
い高さで、かつ省エネルギー
対策にもなる LEDや太陽光
発電の照明灯を提案した。ま
た、防潮堤によって影ができ
ないように、防潮堤の上を照
らす照明も新たに設置する
ことを提案した。 
 


 
これを受けて、宮城県は、防
潮堤によって震災前の岸壁
環境とは異なることを認め、
コストアップにならないこ
とを前提条件に、照明計画を
再考することにし、協議会の
提案を受け入れた。 
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1-5 第１章の結論 


 


 本章では、東日本大震災の被災市街地である宮城県気仙沼市内湾地区（以下、内湾地区）


の復興まちづくりの支援を筆者自らが行い、小規模多主体事業連鎖と都市基盤整備との複


線間の相互調整を図りながら進めるために、以下の 4つが有効であることを明らかにした。 


 


 第一に、復興まちづくり協議会を中心とした協議体制を構築することにより、地域住民


と行政による計画の合意形成のための協議が円滑に進められたことである。その協議体制


を構築する方法として、以下の手順が有効であることを明らかにした。 


 


1)復興まちづくり協議会を設立し、防潮堤に反対していた住民が行政と議論する場を用意


する。 


2)震災直後から続けていたボランティアによるまちづくり支援を経て、復興まちづくり協


議会のコーディネーターとして責任を持ち、地域住民と行政との調整役を担う。なお、筆


者は、内湾地区まちづくりコンペの優秀賞の受賞を契機に復興まちづくり協議会のコーデ


ィネーターに任命された。 


3)地域住民が主体となって計画を検討し、行政に提案できるように、復興まちづくり協議


会に部会を設置し、協力専門家による支援体制を構築する。 


 


 第二に、地域住民と行政との合意形成を図る上での重要な局面において、都市基盤整備


の計画を調整することにより、その局面が打開され、復興まちづくりが停滞することなく


進められたことが、有効であることを明らかにした。 


 宮城県が示してきた防潮堤の計画変容、それに対する復興まちづくり協議会の要望や提


言書の内容、筆者が復興まちづくり協議会に提案した内容を整理し、防潮堤の計画やデザ


インが合意に至るまでのプロセスを記述した。その一連のプロセスにおいて、(1) 住民と


行政による基本方針の共有、(2) 地区の事情に応じた特殊解の採用、(3) 復興まちづくり全


体に配慮した解の採用、(4) 地域住民による小規模まちづくり事業などの防潮堤以外の事


業との連携、(5) 防潮堤のまち側と海側の連続性の確保、(6) 原形復旧の見直し、の計 6


つが合意形成における重要な局面として抽出された。 


 以上の 6 つの局面を打開するための都市基盤整備の調整方法として、(1) 異なるステー


クホルダーが情報交換をする場の設定、(2) 当該地区以外を含む問題としての構造的理解


を促す議論の場との連携、(3) 復興まちづくり全体としての観点から必要事項を検討する


ための部会における議論、(4) 長期にわたる計画及び事業の時間スケールを考慮した、小
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規模まちづくり事業による建物再建と、その連鎖的展開のための方法の提案、(5) 地域住


民と行政との協働体制を構築するための組織を立ち上げ、(6) 当該地区の市全域における


位置づけと、災害の発生以前と発生後のまちの環境の変化を整理することによる原形復旧


の見直しの必要性の提案、の 6 つの手法が有効であることを明らかにした。 


  


 第三に、小規模まちづくり事業を連鎖的に展開させるための方法として、1)地域住民の


建物の再建意向の把握、2)早期再建を目指している地域住民を対象とした小規模まちづく


り事業の計画検討と合意形成の支援、3)行政への地域住民による小規模まちづくり事業の


計画に関する情報の説明、4)行政への都市基盤整備の計画調整に関する具体的な内容の提


案、が有効であることを明らかにした。 


 その具体的な内容とは、ｲ)土地区画整理事業の換地計画における建物の再建が予定され


ていない土地の集約化、ﾛ)市営駐車場のための用地から地域住民の協働の組織による小規


模まちづくり事業の用地へ公有地の土地利用の方針の変更、ﾊ)小規模まちづくり事業の計


画及び設計に対応した都市基盤整備の計画及びデザインの修正、である。 


 上述の方法を試行した結果、地域住民が、小規模まちづくり事業のための用地を確保し、


希望に即した建物を再建することが可能になった。さらに、上述の 1)から 4)を繰り返し試


行することにより複数の小規模まちづくり事業の検討に展開し、それらの計画に合わせて、


行政が都市基盤整備の計画を修正し、小規模多主体事業連鎖により建物の再建が進められ


た。 


 


 第四に、一人の専門家がまちづくり協議会のコーディネーターとして、合意形成のプロ


セスに一貫して参与することが、以下の 3点において有効であることを明らかにした。 


 


1) 復興まちづくり協議会における協議体制の構築に始まり、まちづくり協議会の運営のコ


ーディネート、支援専門家としてのまちづくりに関する計画の提案、まちづくり事業の検


討まで、一貫してまちづくりのプロセスに参与することにより、地域住民の信頼を得られ


た。 


2)一般的なコーディネーターのように協議進行や意見調整にとどまらず、小規模多主体事


業連鎖による建物再建と都市基盤整備の計画の相互調整の方法を創案及び実践したこと


により、防潮堤の計画とデザインの合意形成が円滑に図られた。 


3)特定の専門分野に限定された助言や事例紹介にとどまることなく、様々な分野の専門家


と連携し、行政が示した計画に対する代替案を検討し、その実現に向けた技術的な検討の
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ための打ち合わせを行政職員と繰り返すことにより、実現可能な計画に基づいて防潮堤が


デザインされた。 
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補注 


注1) 気仙沼市内の住民が防潮堤に反対した被災沿岸地区では、合意形成に 3～5 年かかっている。


そのうち内湾地区では、2014 年 3 月に合意された。鮪立地区では、2015 年 7 月に住民による


一部無堤化の提案が合意された。大谷海岸地区では、 2016 年 7 月に住民の提案を受けて、


防潮堤の建設位置を当初の計画より内陸側に移し、国道を防潮堤も兼ねた兼用堤にする案で


合意された。 


注2) 宮城県：宮城県における防潮堤災害復旧・復興の進捗状況、2016 年 11 月末日 


https://www.pref.miyagi.jp/ uploaded/attachment/608096.pdf によれば、県内の 382 箇所の


防潮堤計画のうち、工事が着手されたのは 285 箇所（75%）にとどまっている。防潮堤計画


の総延長は 243.4km であり、そのうち 192.0km（79%）の工事が着手されているが、工事完


了しているのは 62.6km（26%）と発表されている。 


注3) 気仙沼市内湾地区（19.1ha）は、今次津波最大浸水深 7.0 m によって、平成 23 年（被災前）


の住民基本台帳による 410 世帯のうち、全壊：336 世帯、大規模半壊：5 世帯、半壊：3 世帯


の建物棟数が流出した。 


注4) 2011 年 9 月に開催された宮城県沿岸域現地連絡会議における資料「宮城県沿岸における海岸


堤防高さの設定について」による。 


注5) 国土交通省：東日本大震災からの津波被災市街地復興手法検討調査、2011 年 8 月 


注6) 気仙沼出身の被災者である民俗学者の川島秀一氏が、震災後に、三陸沿岸の津波の状況と生


活文化についてまとめている。 


注7) 静岡大学防災総合センター牛山研究室：気仙沼市における人的被害の特徴(速報)、 2012 年 5


月 25 日 


注8) 内湾地区魚町・南町まちづくりコンペの開催結果は、気仙沼市の公式ホームページに詳細が


掲載されている。https://www.Kesennuma.miyagi.jp/sec/s019/010/090/ 010/040/shinsaiinkai429.pdf 


注9) 「防潮堤を勉強する会」の構成メンバーや活動内容については、以下のホームページに詳細


が掲載されている。http://seawall.info/ 


注10) 高橋正樹、菅原昭彦：市民による防潮堤計画を目指して─気仙沼市「防潮堤を勉強する会」


の活動報告─、土木学会誌、Vol.98、No.3、2013 


注11) 宮城県(2014)「漁港及び港湾の海岸堤防に係る整備位置決定のための指針（案）」に基づい


て、漁港や港湾を利用するなど、海との密接な関係により産業・経済活動が成立する施設に


ついては、水際に隣接した土地へ集積する必要があることから、すべての施設を堤内地に設


けることが困難であり、やむを得ず海岸堤防より海側の土地（＝堤外地）へ設置することが


必要となる場合も想定される。「お魚いちば」と「K port」はその特殊例として宮城県の英


断で堤外での存置が認められた。 
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注12) 宮城県(2012)「宮城県津波避難のための施設整備指針」によれば、港湾・漁港等で、防波堤


等一線提と見なせる沖合施設がある場合や、堀込式港湾などで開口幅が狭まっており、明ら


かに津波高の低減効果が見込める場合には、港湾、漁港の内港施設の海岸堤防については、


余裕高を設定しないことができる。 


注13) 気仙沼市災害危険区域の指定等について、気仙沼市、2012 年 5 月 


注14) 気仙沼市災害危険区域に関する条例施行規則 第 4 条関係 で定められている。 


注15) 気仙沼地域開発株式会社は、内湾地区のまちづくりを担う気仙沼市が唯一出資しているまち


づくり会社である。代表取締役社長は、協議会の会長を兼任し、協議会で検討した提言書の


内容を実現するために、行政と民間事業者が協働で事業を進めるための事業体としての役割


を担っている。 


注16) 例えば、震災前に設置されていた岸壁の照明は水銀灯であり、現行の照度基準を満たしてい


ない。また、震災で被災した落下防止手すりや舗装材を再利用することについては、強度や


今後の維持管理費などの点から、新規に整備したものよりも性能が劣っていると言える。 


注17) 内湾地区の防潮堤は、2017 年 3 月に躯体が完成し、2018 年 3 月に全てが完成予定である。ま


た、防潮堤に隣接する南町海岸ウォーターフロント商業施設は、2018 年夏に完成し、防潮堤


とまちが一体となったウォーターフロントの景観が実現する予定である。 


注18) 設計図では確認しきれない仕上げ材、色、ディテールの寸法などの施工段階における検討に


ついては、2017 年 4 月から工事調整会議を開催し、原寸模型のモックアップや試験張りなど


で確認しながら進めている。工事調整会議には、筆者、協力専門家、各施設の設計及び工事


会社が出席している。 


注19) 気仙沼地域開発株式会社の下記のホームページに検討中の 3 次元 CG による街並みの VR が


公開されている。http://k-chiikikaihatsu.com/movie.html 
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２章 復興まちづくりにおける小規模まちづくり事業の主体となる組織の組成方法 


 


 


2-1 研究の目的と方法 


 


2-1-1 研究の背景 


 


 東日本大震災で多くの建物が被災した市街地では、被災直後から復興事業の早期着手が


求められた。そのため多くの被災市街地では、行政が、地域住民と共に復興まちづくりの


目標像について検討する間もなく、道路整備・宅地造成・防潮堤などの公共施設の計画を


決定し、整備に着手した。 


 地域住民が再建する建物の計画を検討する前に、公共施設の整備が先行したことにより、


一部の地区では、土地区画整理事業によって換地された宅地の規模・接道などの敷地条件


が、地域住民の希望に合致しないという事態が生じた。そのため、公共施設の整備が目標


通りに完了しても、地域住民の希望に即した建物を再建できないという問題が生じている


注 1)。 


 一方で、行政と連携して、まちづくり会社などの地域住民の協働の組織を設立し、小規


模なまちづくり事業注 2）によって、地域住民の希望に即した建物再建が進んでいる例があ


る注 3)。小規模なまちづくり事業を連鎖的に展開させることで、地区全体の復興まちづくり


の推進できる可能性がある。しかし、その方法は確立されておらず、多くの被災地では、


行政による公共施設の整備のみが先行し、地域住民による建物の再建が遅れている注 4)。 


 宮城県気仙沼市内湾地区（以下、内湾地区）では、地域住民、地元事業者（商業、水産


業、観光産業など）で構成された内湾地区復興まちづくり協議会（以下、協議会）が設立


された。防潮堤、道路、嵩上げ造成などの公共施設の計画の議論に終始し、その後の地域


住民の建物の再建を含んだ地区の復興まちづくり計画の検討が進んでいなかった注 5)。また、


被災した地域住民にとって、単独で建物の再建の事業を担うことのできる事業者は少なか


ったため、複数の地域住民による協働の組織を組成し、事業主体となって、小規模なまち


づくり事業を担うことが求められていた注 6)。 


 2013 年 3 月から筆者が、協議会のコーディネーター及び支援専門家として、地区全体の


目標像と、その実現のための復興まちづくり計画の策定の支援を行うことになった注 7)。 
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2-1-2 研究の目的 


 


 本研究は、行政による公共施設の整備が先行しがちな復興まちづくりにおいて、小規模


まちづくり事業の事業主体となるまちづくり会社などの地域住民の協働の組織を組成す


るために、有効な方法を明らかにすることを目的とする。なお、本研究の前提条件として、


被災した地区の中でも、震災の発生以前からまちづくり事業の主体としての組織の組成に


向けた素地や環境が整っている中心市街地であることがあげられる注8)
。 


 


 


2-1-3 研究の方法 


 


 まず、アクションリサーチ注 9)の方法に基づいて協議会における地域住民と行政との協議


プロセスを PDCA サイクルの段階に区分して記述する。 


 次に、議論の場での協議会メンバーの発言を対象に、質的データ分析法注 10)による発言


のテーマの分析を行い、区分された段階ごとの議論の内容の変化を明らかにする。 


 さらに、アクションリサーチの既往研究注 11)にもとづいて、以下の 2 つの観点で、まち


づくりの協議プロセスの評価を考察し、小規模まちづくり事業の主体となる組織を組成す


る上で、有効な方法を明らかにする。 


1) 組織的変化：関係主体の関係性に着目し、協議会とその関連組織によるまちづくりの体


制が、どのように変化し、小規模まちづくり事業の事業主体となる組織が設立したのかを


考察する。 


2)個人の変化：復興まちづくり計画を策定した後の協議会メンバーを対象としたヒアリン


グ調査を行い、協議会メンバーの発言と意識がどのように変化して、小規模まちづくり事


業の事業主体となる組織が設立されたのかを考察する。 


 


 まちづくりのプロセスを対象にした研究は、そのステークホルダーへのヒアリングや資


料を整理し、観察者の視点でプロセスの結果だけを対象にしたものが多い注 12)。しかし、


それでは表層的な情報に基づいた評価に留まってしまう恐れがある。筆者らが直接的にプ


ロセスに介入することで、変化のプロセスの全てを対象に分析することができるため、観


察者の視点では得られない知見を得られる可能性がある。一方で客観的視点の確保の方法


として、再現性が得られる質的データ分析法を用いたことに加えて、プロセスに直接介入


していない共同研究者注 13)と共にプロセスの分析を行った。 
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図 2-1-1 研究の方法 


仮説：議論の場を設け、PDCAサイクル


を繰り返すことで、個人・組織が変化


し、小規模まちづくり事業の事業主体と


しての組織が組成される。 


 
まとめ：小規模まちづくり事業の事業主体としての組織の組成プロセス 


における議論の場の有効性 


テーマ毎の議論の考察 


（2-3-2） 


段階毎のメンバーの 


「発言（テーマ）」と「意識」


の変化（2-5-2,2-5-3） 


段階毎の体制


の変化の考察 


(2-4-2, 


2-4-3) 


段階毎ごとの議論の


特徴と変化(2-3-3) 


＜分析と考察＞ 


組織的変化 個人の変化 


ヒアリング 


(2-5-1) 
質的データ分析 


の方法(2-3-1) 


体制図の作成 


方法(2-4-1) 


小規模まちづくり事業の事業主体としての組織の組成プロセスを 


PDCAサイクルの段階に区分して記述（2-3） 


アクションの段階の 


区分の方法(2-2-2) 


＝PDCAサイクル 


小規模まちづくり事業の事業主体としての組織の体制・復興まちづくりの全体


のプロセス・まちづくり事業と組成されたまちづくり会社の概要(2-2-1) 
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2-2 小規模まちづくり事業の主体としての組織の組成プロセス 


 


2-2-1 内湾地区の復興まちづくりの全体のプロセス 


 


 2012 年 3 月に協議会が設立されたが、設立から約 1 年間の協議会の議論の内容は、行政


による公共施設の計画に関する協議が中心であり、地域住民の建物の再建を含めた復興ま


ちづくりの計画を検討できていなかった。 


 2013 年度から協議会の中心メンバーによる幹事会としての役割を担う「運営会議」に加


えて、公共施設や観光戦略の検討を行うための「公共施設観光部会」、商店街の再生を図


る「商業部会」、災害公営住宅や自力再建などの住宅再建について話し合う「住宅部会」


の 3 つの部会を設置し、これを専門家と行政（市、県、国）が支援する体制に再編した（図


2-2-1）。 


 運営会議と 3 つの部会で検討した復興まちづくり計画の案を提言書にまとめ、これを説


明会で地域住民や地元事業者に説明し、そこで得られた意見を踏まえて修正した提言書を


行政に提出した。提言書は、ver.1 から ver.4 までの計 4 回に渡って提出され、復興まちづ


くり計画がまとめられた。その一連のプロセスの中で、ワークショップなどによって検討


された小規模なまちづくり事業が、地区全体の復興まちづくり計画に位置づけられ、小規


模まちづくり事業の事業主体となる組織の組成に至った（図 2-2-2）。 


 


  


図 2-2-1 協議会の体制の再編 







 - 105 - 


 


 


(1) 共同化による小規模まちづくり事業の主体としての建設組合 


 住宅再建と商店街の再生が喫緊の課題であったため、早期再建を検討している商業を営


む地域住民の土地を 4 つの街区に集約し、共同化によって低層部を共同店舗、2 階以上を


災害公営住宅として市が買い取る形の小規模まちづくり事業が検討された。2014 年の夏に


各街区の小規模まちづくり事業の事業主体としての建設組合が設立され、調査と設計が進


んだ。2015 年度には、3 地区が着工し、2016 年度には残りの 1 地区も着工した。2016 年 7


月に筆者が設計及び事業コーディネートを行った 1つ目の八日町地区のプロジェクトが完


成し、2016 年度末には、4 つのプロジェクトと市の直営の災害公営住宅の整備戸数を合わ


せて、計 147 戸が完成し、各事業の建設組合を発展させて組成したまちづくり会社が、完


成後の建物の管理を行うことになった。 


 


(2) 南町海岸商業施設と南町 3区商業施設の事業主体としてのまちづくり会社 


 まちづくり協議会に参加する地域住民の多くが、防潮堤の建設に反対していたが、その


防潮堤に隣接する公有地の一部を活用し、海の見えるカフェやレストランなどの観光・商


業拠点施設を整備することを目的とした小規模まちづくり事業によって、中心市街地に賑


わいを取り戻すことができると考え、南町海岸商業施設の計画についての議論がなされた。 


図 2-2-2 地区のまちづくり計画に位置づけられた小規模まちづくり事業 
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 一方で、土地区画整理事業を完了した後も、地域住民による建物の再建が進まず、未利


用地の残存の恐れがあったため、協議会では、未利用地を集約し、海の見える道とその沿


道に南町3区商業施設を整備して、海とまちをつないで回遊性を生み出す観光戦略の検討


がなされた。 


 2015年4月から、上述の観光・商業拠点施設の小規模まちづくり事業の検討会を開始し、


震災の発生以前の2008年2月に中心市街地活性化基本計画に位置づけられた気仙沼地域開


発株式会社を、南町海岸商業施設と南町3区商業施設の事業主体となるまちづくり会社と


して、その組織の体制を再編した。2016年4月に協議会の3名の中心メンバーが代表や役員


に就任し、筆者の設計及び事業コーディネートのもとで、本格的な事業の検討が始まり、


2018年のオープンを目指して、建物の空間イメージを検討し、建築設計を進めた注14)
。 
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2-2-2 PDCAサイクルの段階の区分の方法 


 


 表2-2-1のうち、協議会に運営会議と3つの部会が設置され、小規模まちづくり事業につ


いての検討が始まった2013年3月から、小規模まちづくり事業の事業主体としての組織が


組成された2015年3月までの2年間の協議会の協議プロセスを、以下の①から④のPDCAサ


イクルを1段階として区分して、計4段階のPDCAサイクルを次節で記述する。 


①Plan：地区の復興まちづくりの計画や、その実現のための小規模まちづくり事業の計画


を立てる。 


②Do：①の計画について、模型や映像によるワークショップ注 15)を用いて、公共施設の整


備や小規模まちづくり事業による建物再建の空間イメージの視覚化のためのシミュレー


ションを行う。 


③Check：②の結果を踏まえて、小規模まちづくり事業が位置づけられた復興まちづくり


計画の案を提言書としてまとめ、地域住民に説明した後、協議会で再度議論し、多重の確


認作業を行う。 


④Action 注 16)：③を踏まえて、小規模まちづくり事業の検討会の開催、事業主体となる組


織の設立などによる体制を構築する。また、③及び④を踏まえて再度①Plan を修正する。 


 なお、まちづくりにおける PDCA サイクルは、Action にたどり着かずに、再度 Plan か


ら繰り返されるなど、必ずしも P→D→C→A の順に進むものではないということが前提


となる。 


 


  







 - 108 - 


 


  


表
2
-
2
-1
 
内
湾
地
区
の
復
興
ま
ち
づ
く
り
の
全
体
の
プ
ロ
セ
ス


 







 - 109 - 


2-2-3 小規模まちづくり事業の主体としての組織の組成プロセス 


 


 以上を踏まえて、小規模まちづくり事業の事業主体としての組織の組成プロセスを記述


すると、以下のように計4つの段階に区分される。 


 第1段階（提言書Ver.１作成期）：住宅と商業の再建を早期に進めるための共同化による


小規模まちづくり事業が計画された（Plan）。また、地区の観光・商業拠点となる小規模


まちづくり事業の南町海岸商業施設が計画された(Plan)。以上の2つの小規模まちづくり事


業について、模型や映像を用いて、空間イメージの視覚化のためのシミュレーションを行


った(Do)。それらの計画を提言書にまとめ、行政に提案し、説明会で地域住民に説明した


ところ、復興まちづくり計画の実現のためには、公共施設の計画の調整が必要であるとい


う指摘があった（Check）。これを受けて、各プロジェクトのまちづくり事業の進捗状況


を共有するために、3つの部会のメンバーによる合同部会を開催した（Action）。 


 第2段階（提言書Ver.2作成期）：地区毎に検討が始まった共同化による小規模まちづく


り事業を地区の全体の計画に盛り込んだ(Plan)。そして、これらの計画模型を協議会の議


論の場で並べて、デザインの調整を行った(Do)。南町海岸商業施設の計画については、2014


年5月には、協議会のメンバーとテナント入居希望者で勉強会を開催し、ウォーターフロ


ントの1/200模型や映像を用いて、空間イメージの視覚化のためのシミュレーションを行っ


た(Do)。これらを提言書にまとめて、行政と地域住民に説明したところ、小規模なまちづ


くり事業の事業主体が組成されない限り、それらの事業が実現しないことについて指摘が


あった（Check）。第2段階終了後に、協議会のメンバー4名が各地区の共同化による小規


模まちづくり事業のリーダーとなって4つのグループをつくり、行政との連携のもと、事


業主体の設立の準備段階の組織として、建設準備組合が設立された(Action)。 


 第3段階（提言書Ver.3作成期）：共同化による小規模まちづくり事業によって、再建さ


れる建物の店舗構成に足りない店舗を補うために、土地区画整理事業によって仮換された


後の低未利用地を集約して、小規模まちづくり事業により、商業の拠点をつくるための南


町3区商業施設が計画された（Plan）。これらを提言書にまとめて、行政や地域住民に説明


を行なったところ、具体的な事業計画や空間イメージが明確になっていないことの指摘が


あった(Check)。以上を踏まえて、協議会メンバーの有志による商業施設の事業検討会がス


タートした。(Action)。また、共同化による小規模まちづくり事業の建設組合やまちづくり


会社などの事業主体としての組織が設立された(Action)。 


 第4段階（提言書Ver.4作成期）：南町海岸商業施設と南町3区商業施設の計画が進められ


(Plan)、CGにした映像を用いて、その空間イメージを視覚化し、その計画の検討を進めた


（Do）。計画の内容を行政や地域住民に説明する中で、低未利用予定地の集約のためには、
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その土地を買取ることのできるまちづくり会社を組成することが必要であることが分か


った(Check)。そこで、2つの小規模まちづくり事業の事業主体となる組織としてのまちづ


くり会社を設立した(Action)。行政は、地区の復興まちづくりにおける、まちづくり会社の


役割及び位置づけを示した提言書を受け、換地された土地の所有者への意向調査を実施し、


その結果を踏まえて、低未利用地を集約して小規模まちづくり事業の建物再建のための用


地を確保した(Check)。また、まちづくり会社では、南町海岸商業施設と南町3区商業施設


のテナントを募集するのために、地元事業者を対象とした事業説明会を開催し(Check)、説


明会で得られた意見をもとに、計画の修正を繰り返し行った(Plan)。 
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2-3 発言テーマの分析による議論の変化の考察 


 


2-3-1 発言テーマの分析の方法 


 


 前節で記述した4つの段階における議論の場となった運営会議と3つの部会が設置され


た2013年3月から2015年3月までの期間に開催された全27回の運営会議および全14回の公


共施設観光部会の議事録の発言を対象に、以下の方法で質的データ分析を行った。 


 第1に、会議の発言をレコーダーに記録したものをテキスト化し、発言のフレーズ（発


言内容を端的に纏めた一文）を抽出し、エクセル表に整理する注17)
。 


 第2に、復興まちづくりに関する計23テーマを抽出した（表2の左欄）。提言書の内容に


は結びつかない「議論体制に関する発言」「議論に付随して提供される情報に関する発言」


「議論の進行に関する発言」「提言書のまとめに向かう発言」については、「その他」と


する。 


 第3に、抽出された発言のフレーズを該当するテーマに振り分け、各会議においてどの


テーマの発言回数が多かったのか、すなわち、重点的に議論されていたテーマが分かるよ


うに表に整理する注18)
。 


 第 4 に、上記の方法で、計 4855 のフレーズを抽出し、提言書の各テーマに相当する項


目数および各提言書に記載されているテーマについて、協議会どの各会議で重点的に議論


がなされたのか分かるように整理した。なお、各会議において発言の多かった上位 5 テー


マについては回数の示した箇所をグレーで示した。 
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2-3-2 テーマ毎の議論の考察 


 


 協議会の運営会議と部会における議論をテーマ毎に考察した。 


・まちづくりの目標・進め方：復興まちづくりで目指す目標と進め方に関する発言の回数


は、特に提言書Ver.2とVer.4の段階で、PDCAサイクルのPlanを行う前半の会議に集中的に


議論がなされている。 


・観光戦略：当初はハード整備の議論が中心だったが、PDCAサイクルの第3段階における


第14回公共施設観光部会と、そこでの議論を持ち寄った第20回運営会議で、観光コンテン


ツなどのソフトに関する議論が始まり、これを改めて計画に盛込んでいる。 


・地区のまちづくり計画：初めの時期に集中的に議論されていることが分かる。第2段階


終了後は、まちづくり事業に関する発言が増加していることから、地区のまちづくり計画


が固まり、具体的な建物施設の検討が始まったことが分かる。 


・防潮堤：防潮堤については、ほぼ全ての会議で発言が見られる。協議会のメンバーが最


後まで諦めずに、形態や高さについて議論し、県に要望し続けてきたテーマであることが


分かる。なお、小規模まちづくり事業による南町海岸商業施設の事業検討会の設立後は、


議論が収束していることが分かる。 


・道路：特に提言書Ver.1とVer.3のまとめに向けた会議で集中的に議論されている。これ


は、Ver.1で提案した歩行者優先道路の整備の実現が難しいことが行政から示され、Ver.3


で再度提案を行うことになったことが要因としてあげられる。なお、南町3区商業施設と


事業検討会の設立後は、議論が収束していることが分かる。 


・公園・広場：第2段階までは会議の中心の議題になっていなかったが、第16回運営会議


から第18回運営会議にかけて土地区画整理事業で整理されることになる公園の検討がな


され、提言書Ver.3における提言につながっている。 


・土地区画整理、嵩上げによる宅地造成：特に第2段階まで会議の中心テーマになってい


る回が見られる。これは防潮堤の高さの低減と合わせて、土地の嵩上げを行うことで、ま


ちからの見た目の高さを低く見せることができるため、嵩上げのレベルについて議論がな


されていたためである。また、嵩上げによる宅地造成が完了しないと共同化などの小規模


まちづくり事業を着手できないことから、その完了予定時期を早めるため要望の議論も多


かった。 


・排水・高潮：防潮堤問題が収束に向かう第2段階終了後まで、津波よりも大潮や高波対


策が重要であるとして、中心的なテーマになっていた時期がある。 







 - 114 - 


・避難：防潮堤ではなく避難路の整備を優先すべきという意見があったが、第2段階まで


に意見がまとまらず、その後、第3段階で避難計画を検討するためのワークショップが開


催され、提言書ver.3にまとめられた。 


・まちなみ：初動期に防潮堤による景観阻害の危惧から、目標像の空間イメージの視覚化


のためのシミュレーションを行った段階で議論があった。その後は、小規模まちづくり事


業によって再建される建物のまちなみの調整の必要性に関する発言があり、確認作業を経


て、提言書Ver.4にその方針がまとめられた。 


・まちづくり組織：第2段階・第3段階において、小規模まちづくり事業の事業主体として


のまちづくり会社の可能性や、協議会とまちづくり会社の役割分担のありかたについて議


論がなされている。  


・小規模まちづくり事業：当初は、共同化に関する議論が多かったが、第2段階以降は、


地区毎に共同化の事業検討会を、別途開催するようになったため、協議会では南町3区商


業施設と南町海岸商業施設の小規模まちづくり事業の計画についての議論が増えた。 


・情報発信：提言書 ver.2 のまとめに向けた会議において、それまで協議会で検討してき


た内容を地域住民に発信されていなかったことの反省を踏まえて、その方法について議論


がなされている。 


 


 


2-3-3 段階ごとの議論の特徴と変化の考察 


 


 協議会の運営会議と部会における議論を段階ごとに考察した。 


・第1段階（提言書Ver.１作成期）：第1回運営会議から第5回公共施設観光部会にかけては、


住宅や商業の再建を目的とした、共同化による小規模まちづくり事業に関する議論が中心


的になされたが、提言書をまとめる時期が近づくにつれて、防潮堤や道路などの公共施設


の計画についての要望内容をまとめるための議論に移行した。そのため、小規模まちづく


り事業の事業主体としての組織の組成の検討は行われなかった。 


・第2段階（提言書Ver.2作成期）：排水対策、公園・広場などのテーマに加えて、提言書


ver.1でまとめた地区の復興まちづくり計画を実現するための事業体やその体制について


議論された。さらに、小規模まちづくり事業の事業主体としての組織の組成に向けた議論


があり、第2段階終了後に各地区の共同化による小規模まちづくり事業の事業主体となる


組織が組成された。 


・第3段階（提言書Ver.3作成期）：地区のまちづくり計画についての議論は減少し、観光


戦略に特化した議論がなされた。また、小規模まちづくり事業による南町海岸商業施設の
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事業主体としてのまちづくり会社の組成に向けた議論がなされ、これを契機に勉強会や検


討会が始まった。 


・第 4 段階（提言書 Ver.4 作成期）：まちづくりの目標について再度確認し、見直すため


の議論が多かった。また、後半には、小規模まちづくり事業による南町 3 区商業施設の計


画についての議論がなされ、その事業検討会が発足し、その後、複数の小規模まちづくり


事業を連鎖的展開のためのまちづくり会社の組成につながった。 
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2-4 協議会の体制の変化 


 


2-4-1 体制図の作成 


 


 協議会設立当初と、協議会に運営会議と 3 つの部会が設置された後の PDCA サイクルの


第 1 段階〜第 4 段階における協議会とその関係主体によるまちづくり体制の変化を考察し、


図 2-4-1 に示したように図化した。楕円は協議会やまちづくり会社などのまちづくり関係


団体を表しており、団体の連携関係がある場合は細線、団体とそこから派生した部会など


の議論の場との関係がある場合は太線、団体とそこから派生したまちづくり会社などの事


業体との関係がある場合は二重線で関係性を示した。 


 


 


 


  


図 2-4-1 まちづくり体制の変化 
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2-4-2 体制の変化の考察 


 


 震災の発生以前に、ゆるやかに連携が図られていた多様なまちづくり活動注19)
が、震災


の影響で活動休止や解散に追い込まれた団体もあった。そのような中で、復興まちづくり


の推進のために協議会が設立され、行政、地域住民、地元事業者などの参加者が、まちづ


くりの情報を共有する場となった。しかし、協議会設立当初の協議会は、防潮堤や道路整


備などの行政による公共施設の整備の説明と、それに対して地域住民が要望を行うための


場になっていた。 


 その後、運営会議と 3 つの部会の設置に伴い、第 1 段階では、各テーマに関心のある地


区のまちづくり活動団体のメンバーが協議会に参加し、行政による公共施設の整備に加え


て、地域住民による小規模なまちづくり事業を含めた復興まちづくり計画を検討する場と


なった。なお、第 2 段階においても、第 1 段階と同様の体制で進められた。 


 第3段階では、個々の小規模まちづくり事業の検討が始まったため、協議会はそれらの


検討状況の情報を共有し、地区全体の公共施設の計画やスケジュールの調整と、まちなみ


の調和のための再建する建物のデザインの調整を図るための場になった。第4段階におい


ても、第3段階と同様の体制で進められた。 


 


 


2-4-3 各段階のまちづくりのガバナンスの状態 


 


 各段階の体制について、佐藤滋・早田宰ら(2005)によって示されたまちづくりのパート


ナーシップの理論に基づいて、各段階のガバナンスの状態を考察すると、以下の3つの類


型に位置づけられる。 


・協議会設立当初：地域の計画主体が結集して行政と関係を築きながら進める協議の場と


して「アリーナ」に位置づけられる。 


・第 1 段階〜第 2 段階：地域の事業力のある NPO や企業が連携して、小規模まちづくり


事業を生組み立て、まちづくり会社を組成するための場としての「プラットフォーム」に


位置づけられる。 


・第 3 段階〜第 4 段階：小規模まちづくり事業の検討会などの活動を調整する緩やかな連


携の場としての「プロジェクト・パートナーシップ」に位置づけられる。 


 以上のように、協議会の議論の場がアリーナからプラットフォームに変化することで、


まちづくり会社の組成に向けた検討を始める契機が生まれ、さらに議論を繰り返すことで
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プロジェクト・パートナーシップが形成され、小規模まちづくり事業の事業主体となるま


ちづくり会社を組成する後押しになることが分かった。 


 


 


2-4-4 小結 


 


 小規模まちづくり事業の実現の必要性を地域住民が理解し、事業計画の確度が高まるこ


とにより、小規模まちづくり事業の事業主体の組成が求められ、既存の体制の変化が促進


された。協議会設立当初は、抽象的な復興まちづくりのビジョンについての議論や、実現


性の低い過大な計画の提案が多かったが、PDCAサイクルのDo（空間イメージの視覚化の


ためのシミュレーション）によって、地域住民も計画内容の理解度が高まり、さらにCheck


（行政や住民への説明会）を通じて、小規模まちづくり事業の内容と、その事業主体が明


確化されていないことの指摘があった。協議会に参加する地域住民の有志が小規模まちづ


くり事業を担うための勉強会や事業検討会の開催というAction（行動）を起こし、その結


果として協議会の体制が変化し、小規模まちづくり事業の事業主体としてのまちづくり会


社が組成された。 
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2-5 協議会に参加する地域住民の発言及び意識の変化 


 


2-5-1 個人の変化の分析の方法 


 


 協議会に参加する地域住民のうち、運営会議に加えて各部会にも積極的に参加されてい


た7名(A氏〜G氏)を対象として、協議会での発言内容を人ごとに整理して質的データ分析


を行い、協議会で発言したフレーズのテーマのしめる割合を示した。また、復興まちづく


り計画をまとめた提言書ver.4の提出後の2015年の秋に、同じ7名を対象として、協議会の


「意義」「課題」「まちづくりで実現したいこと」の3点についてヒアリング調査注20)
を行


い、その結果を表2-5-1に整理した。 
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2-5-2 協議会に参加する地域住民の発言及び意識の変化の考察 


 


 上述の地域住民7名(A氏〜G氏)の協議会での発言内容とヒアリングの結果注21)
から、それ


ぞれの発言内容と意識の変化について分析した。 


A氏：当初は防潮堤に反対する発言が多く、協議会の議論についても批判的であったが、


部会が設置された後は、そこでの議論の場を通じて、防潮堤の隣接地に計画されている小


規模まちづくり事業による南町海岸商業施設の計画の重要性を認識し、その事業主体とな


る組織の組成に対する関心が芽生えてきたことが分かった。 


B氏：行政による公共施設の整備の計画が説明される中で、民間事業者による施設管理や、


観光情報の提供など、施設が完成した後の運営方法について発言してきた。協議会での議


論を経て、まちづくり会社のメンバーとなり、観光コンテンツの開発や発信を担う事業主


体となることを意識して発言していたことが分かった。 


C氏：当初は、仮設商店街などの個店の再建の問題や、そのために必要となる補助金など、


行政への要望についての発言が多かった。しかし、部会が設置された後、協議会での議論


の場によって、小規模まちづくり事業の重要性について認識した。協議会での議論によっ


て、各商店街の再生のための小規模まちづくり事業による共同化の事業主体としてのまち


づくり会社の設立とそれらの連携につながったと考えていることが分かった。 


D氏：協議会会長であるため、その立場を意識して、個人的な要望についての発言は無く、


気仙沼市全体から見た内湾地区と位置づけを意識したまちづくりの目標に関する意見が


多かった。しかし、協議会で地区のまちづくりの構想に関する議論を続けているだけでは、


小規模まちづくり事業を実現できないことに気づき、観光関係団体などとの連携を図りな


がら、地区の全体のまちづくりの計画に関連する複数のまちづくり事業の事業主体となる


まちづくり会社の組成を目指していたことが分かった。 


E氏：当初は、防潮堤の高さの低減に関する発言が多かったが、早い段階から、小規模な


まちづくり事業を自らが担うことになることを予想し、まちづくり会社が小規模なまちづ


くり事業を連鎖的に展開させるための課題や方法について、協議会の議論の場で専門家に


積極的に質問していた。また、自らが会社の経営者として、地域エネルギーや建設業など


の事業を担っていることから、小規模まちづくり事業との相乗効果を期待していたことが


分かった。 


F氏：当初は、青年会議所の立場から、まちづくりの目標について意見が多かった。自ら


が公共空間を活用した市民によるライトアップイベントなどを運営している立場から、ま


ちづくり会社による公共空間の利活用についての発言が多かった。協議会の議論の場を通


じて、これらのイベント事業を建物完成後の運営において、まちづくり会社が担うことに
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なることを認識したため、自らがまちづくり会社を運営する意識が高まったことが分かっ


た。 


G氏：防潮堤の建設を認めてしまうと、内湾地区で漁業と観光業を両立させることができ


ないため、最後まで防潮堤を反対する発言が多かった。また、協議会に参加する水産業者


が少なかったため、協議会で検討された提案内容に対して批判的な発言が多かった。しか


し、公共施設観光部会の設立後は、自らが具体的なまちづくりの提案を行うために、地区


の復興まちづくりの推進のために、協議会が必要であることを認識していることが分かっ


た。 


 


 


2-5-3 まちづくり会社の組成の契機となった協議会に参加する地域住民の意識の変化 


 


 協議会は当初、行政との協議を行うためのアリーナとしての役割が強かった。A 氏や G


氏のように、防潮堤などの公共施設の整備についての問題意識が高く、小規模なまちづく


り事業を自ら担うことを意識している地域住民はいなかった。 


 その後、協議会の会長である D 氏は次世代のまちづくりを担う F 氏と B 氏に声をかけ、


協議会メンバー以外の若手の事業者を公共施設観光部会への参加を要請し、空間イメージ


の視覚化のためのシミュレーションを行い、夢のある将来のまちづくりの目標像を議論す


るための場をつくった。A 氏や G 氏もこれに参加することで、小規模なまちづくり事業へ


の関心が高まった。そして、協議会メンバーの発言内容が「行政への要望」から「自らが


担う事業の提案」に移行し、協議会はプラットフォームとして、多様な主体が小規模なま


ちづくり事業を検討する場となった。 


 また、復興まちづくり計画がまとまった後、その実現のための小規模なまちづくり事業


の事業主体が不在であることを C 氏と E 氏は問題視していた。そこで D 氏は、協議会に


は参加していない地域住民や地元事業者の意見を聞き取りつつ、協議会において、行政と


連携した地区全体の小規模まちづくり事業を担うまちづくり会社の可能性を提案した。C


氏に加えて、A 氏と F 氏もその必要性を認識し、まちづくり会社の組成につながった。 
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2-5-4 小結 


 


 協議会に参加する地域住民が自ら提案した内容が反映された小規模まちづくり事業の


事業計画を公開することで、事業の実現に向けた責任感や事業を担うことの動機が芽生え、


地域住民の意識の変化の契機となり、まちづくり協議会による計画検討のための体制から、


まちづくり会社による事業実施のための体制へと変化した。協議会設立当初は、協議会に


参加する地域住民の発言の多くは「行政への要望」であったが、徐々に「自ら実践できる


ことの提案」に変わった。その要因として、Do（空間イメージのシミュレーション）によ


って、その実現のためには、行政による公共施設の整備に加えて、地域住民の協働の組織


により、小規模なまちづくり事業を連鎖的に展開させることの重要性が認識されたことが


あげられる。さらに、Check（行政や地域住民への説明会）の場で、模型を用いて、将来


のまちの夢を語り合うことで、協議会に参加する地域住民が責任を持ち、小規模まちづく


り事業の事業主体としてのまちづくり会社を組成することの動機づけになった。 
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2-6 第２章の結論 


 


 本章では、質的データ分析法を用いて、宮城県気仙沼市内湾地区まちづくり協議会の地


域住民の意見及び体制を分析することにより、小規模まちづくり事業の主体となる組織を


組成するために、以下の 2つの方法が有効であることを明らかにした。 


 第一に、3章で述べるシミュレーションを用いて小規模まちづくり事業の空間のイメー


ジを視覚化するという方法である。第二に、住民説明会において、事業検討会で検討した


小規模まちづくり事業の事業計画を公開するという方法である。 


 前者により、その事業に対する地域住民の理解が深まり、事業を推進することの必要性


が認識され、事業検討会が組成された。後者により、事業検討会に所属する一部の地域住


民が事業を実現することの責任を自覚し、事業施行者となるまちづくり法人が組成された。 


 以上のような方法を実践し、複数の事業主体を同時多発的に組成し、小規模まちづくり


事業を連鎖的に展開させるためには、協議会運営を担うリーダーの存在が重要である。内


湾地区まちづくり協議会では、代表者であるD氏が、震災前からの人のネットワークを活


かして協議会メンバーの人選を行い、議論が進む中で変化するメンバーの発言や意識を把


握しつつ、協議会以外の関係団体や事業者とも連携し、外部と内部の調整を図りながら協


議を進めた結果、複数の小規模まちづくり事業の主体となる組織が連鎖的に組成された。 


 


 また、本章では、一連のまちづくりのプロセスの結果を事業評価することにとどまらず、


プロセスの途中で、その都度、小規模多主体事業連鎖が展開した要因を明らかにした。 


 協議会が行政に 4回に渡って提出している提言書の提出をプロセスの局面としてとらえ、


提出直後から提出までを１段階とし、各段階における協議会参加者の発言についてテキス


トコーディングを行い、1)組織的変化（体制の変化、関係団体との連携やつながりの変化）


および、2)個人の変化（発言と意識の変化）を考察した。 


 その結果、以下の 3つのことが小規模多主体事業連鎖の展開要因としてあげられる。第


一に、先行して進んでいた小規模まちづくり事業の検討状況が協議会で紹介されたことに


より、地区内の各町のリーダーの事業への関心が高まり、複数の勉強会が同時多発的に始


められた。第二に、小規模まちづくり事業を事業化するための制度と仕組みが、行政の担


当者により協議会で紹介されたことが契機となり、各町の地権者が競うようにグループを


組成し、星災害公営住宅を併設した小規模まちづくり事業の検討が始められた。第三に、


各事業について、地区全体における各事業の計画の編集および、街並み形成のための外観


デザインの調整が行われたことにより、複数の事業連鎖が波及し、地区全体の市街地環境


の向上が図られた。 
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補注 


注 1)網嶋不二雄ら(2016)は、東日本大震災において防潮堤や造成工事などの公共土木工事が先行し


た後に建物再建が進まない事態の問題を指摘している。 


注 2) 佐藤滋ら(2011)は、「地域社会に立脚した市民による協働の組織により、地域の資源と需要を


顕在化することにより進められる自律したまちづくり事業の総体」を「まちづくり市民事業」


と定義している。本研究では、小規模なまちづくり事業を「少人数で合意形成が可能な範囲を


対象とした建設組合やまちづくり会社などの地域住民の協働の組織によるまちづくり市民事


業」とする。なお、少人数で合意形成が可能な範囲の規模は、序章の注 2)に示した通り、地区


面積が概ね 500 ㎡以上 1500 ㎡未満とする。 


注 3)震災後、石巻市では「株式会社まちづくりまんぼう（震災前に設立）」、大船渡市では「キャッ


セン大船渡（震災後に設立）」、釜石市では「フェリアス釜石（震災後に設立）」といったまち


づくり会社が中心となって中心市街地における復興まちづくりの事業を担っている。 


注 4) 2016 年 3 月（震災から 5 年後）に筆者が、気仙沼市内の被災地区の復興状況を市の担当者に


ヒアリングした結果、内湾地区ではまちづくり会社による商業施設等のまちづくり事業が 3 つ


完成しているが、その他の主な被災市街地では、行政による基盤整備や高台移転、災害公営住


宅などの公共事業は進んでいるが、地域住民による建物の再建が遅れていることが確認できた。 


注 5) 2011 年秋に県により、防潮堤の計画が示された。震災の前には防潮堤の無かったまちに海へ


の眺望を遮る壁ができることによって、海とまちの一体的な景観が失われてしまう。それによ


って、観光魅力が失われてしまうことや、海を生業とした水産業への影響を危惧して、多くの
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地域住民が防潮堤計画に反対した。また、内湾地区は、地震によって沈下した地盤の嵩上げが


必要とされていたため、土地区画整理事業が推進されることになった。しかし、市から示され


た広幅員の都市計画道路を伴う計画では、高い減歩率による地域住民の負担が大きく、希望す


る建物を再建できないため、地域住民は道路を狭めることで減歩率の低減し、歩車共存道路の


実現を要望した。これを気仙沼市は受け入れることができなかったため、行政と地域住民との


合意形成を図ることができず、地域住民による建物の再建が進んでいなかた。 


注 6) 内湾地区は気仙沼の中心地であり、震災前は約 300 近くの商店や事業所が集積していたが、


震災後に仮設店舗で再建したのは約 60 店舗であり、震災を機に廃業または、新市街地で再建


を希望された被災者のほうが圧倒的に多かった。協議会が設立された初年度の会議での参加者


の発言として、「住まいと商店街を早急に再建する必要があるが、地元の有力な水産業者を除


き、地域住民が単独で、地区の復興まちづくりに資する建物の再建の事業を進めることのでき


る事業者はいない」という意見が多くあった。協議会による提言書 ver.1 には「複数の地域住


民のグループによるまちづくり会社などの事業主体となる地域住民の協働の組織の必要性」に


ついての記載がある。 


注 7)筆者が、内湾地区復興まちづくり協議会を支援するに至った経緯は、本研究の 1 章及び阿部俊


彦ら(2015)の参考文献に詳しい。 


注 8)東日本大震災の発生以前の気仙沼市の中心市街地では、地区内で気仙沼市の出資する唯一のま


ちづくり会社である気仙沼地域開発株式会社が、地域の活性化事業を担っていた。ただし、具


体的なまちづくり事業の実績は無く、気仙沼市から委託っされたまちづくりの調査業務などを


実施していた。 


注 9)アクションリサーチの定義及び既往研究については、序-2-2 に詳しい。 


注 10)会議の参加者の発言をレコーダーに記録したものをテキスト化し、その内容を細分化してコ


ード化し、データに根ざした理論の生成を目指す質的データ分析手法を用いて評価した。コー


ディングによる質的データ分析手法の有効性については、佐藤郁哉(2008)に詳しい。 


注 11)看護研究の分野ではまちづくりの分野と比べてアクションリサーチによる研究が進んでいる。


Froggatt, K.et al.(2011)は、緩和ケアにおけるアクションリサーチの評価方法を理論的・方法論


的に詳細に論じており、その評価対象を「個人の変化」「組織的変化」「サービス・制作への影


響」の 3 点としている。また、アクションの価値について継続的に判断するための「プロセス


の評価」の重要性を強調している。本研究では、協議会のまちづくり体制の「組織的変化」、


協議会メンバーの「個人の変化」の 2 点を対象に評価分析を行い、まちづくり会社の組成に至


るまでの「プロセスの評価」を行う。 


注 12) JST 社会技術研究開発センター 秋山弘子編著：高齢社会のアクションリサーチ –新たなコミ


ュニティ創りをめざして-，東京大学出版会，2015 
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注 13) 筆者のみ、協議会のコーディネーター及び支援専門家として、協議会の会議に全て参加し、


まちづくりの進行に直接介入しているが、共同研究者である藤岡諒は記録係、佐藤滋はオブザ


ーバーとして客観的な立場で協議会に参加してきたため、直接的にアクションリサーチに介入


していない。 


注 14) 内湾地区のまちづくり会社である気仙沼地域開発株式会社のホームページ 


  http://k-chiikikaihatsu.com/movie.html に協議会で合意された 2 つの施設のイメージ CG を動画に


したものが公開されている。 


注 15) 本研究で使用した模型や映像を使用した空間像のシミュレーションやワークショップなど


の技術については、3 章で整理した。 


注 16)一般的にデミングらが提唱した経営管理論などで用いられるPDCAサイクルDはDo（実行）、


A は Act（改善）であるが、本研究では、D をまちづくり事業のシミュレーション（試行）、


A をまちづくり事業の実現のための Action（行動）と置き換えた。 


注 17) 基本的に、各会議における１人の発言者による 1 回の発言から 1 つのフレーズを抽出してい


るが、1 回の発言に複数の内容が含まれる場合は、それぞれの内容ごとに発言を区切り、フレ


ーズを抽出した。 


注 18)回数だけでは把握しきれない細かな発言の内容については、表 2-3-1 に示したように、発言者


ごとの時系列順の発言から、テーマ毎に整理したフレーズを抽出することで把握した。 


注 19）気仙沼市では 1990 年代から青年会議所のメンバーが中心になって参加のまちづくりに取り


組んできた経緯がある。1999 年には、その成果として市内の公共サイン計画を市民参加型ワー


クショップで策定し、市に提案をした。また、同じ年に気仙沼まちづくりセンターが NPO 法


人として設立され、まちづくりのプラットフォームが早い段階で組成されている。これを経験


したメンバーが、気仙沼スローフード協会、気楽会、風待ち研究会など、食を中心に地域資源


を活かしたまちづくり活動を牽引してきた。 


注 20)ヒアリング調査及び内容評価は、筆者（阿部）が行った。 


注 21)協議会での発言内容をもとにヒアリングを行うと、研究者による半誘導的な結果を得る可能


性があるため、全ての対象者に表 2-5-1 に示した項目により同じ内容のヒアリングを実施した。 
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